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松江市大庭・竹矢地区一帯は、島根県でも最 も遺跡の密集 しているところであります。島根県で

は昭和47年にその周辺地域の文化財を総合的に保護・活用し、もって文化財愛護思想を高めるべ く

島根県立八雲立つ風上記の丘を設置しました。

風土記の丘設置以降、周辺の重要遺跡について範囲確認等の発掘調査をllk次 実施 してきたところ

であります。その一貫として昭和53年度には、古 くか ら「 山代郷正倉跡」に推定されていた地域の

一部を調査し、奈良時代の倉庫跡と考えられる良好な遺構を検出しました。そこで、昭和54年度は

その全容を解明するため、隣接地の調査を計画 しました。

ところが、この地域は松江市衝地の近郊にあたることか ら、近年宅地化が急速に進んできている

ところでもあり、昭和54年度調査予定地はすでに宅建業者に売られ、一部造成工事に着手されるこ

ととなりました。

そこで、急速事業者と協議 し、松江市教育委員会の協力を得て緊急発IFB調査を実施しました。そ

の結果、南北に整然と配置された大規模な倉庫跡がみつか り、『 出雲国風上記』にみえる「 山代郷

の正倉」とも関連する可能性のある貴重な遺跡であることが判明しました。事業者、土地所有者、

文化庁などと度重なる協議を行なったところ関係者のご理解を得ることができ、遺跡を保存するこ

ととな りました。

本年度の調査は、遺跡のひろが り、建物配置を明確にし、保存のための基礎資料を得る目的で実

施 しました。本書はこの 3ケ年にわたる調査の報告であります。広 く各方面でご活用いただければ

幸です。

本遺跡は、土地所有者をはじめ地元関係各位のご理解・ご協力により、昭和55年 12月 5日「出雲

国山代郷正倉跡」として国指定史跡とな りました。今後、順次土地買上を実施し、史跡公園として

整備し、風土記の丘地内の主要遺跡の一つとして活用するよう努める所存です。

なお、調査・保存にあた りご協力をいただいた土地所有者・地元関係各位・松江市教育委員会、

並びにご指導移いただいた調査指導の先生方に対 して厚 く感謝申しあげる次第であ ります。

昭 禾日56年 3月

水 夫卓津島根県教育委員会教育長
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1.本書は、島根県松江市大庭町所在の山代 郷 正 倉 跡推定地 (島根県遺跡番号632)発据調査報告書である。

この遺跡は、昭和55年 12月 5日付け、官報第16162号、文部省告示第 178号 において名称「出雲国山代郷正倉

跡」として国指定史跡となったものである。

2.こ の調査は、遺跡保護対策をたてるための基礎資料を得る目的で、文化庁、奈良国立文化財研究所の指導、

松江市教育委員会、島根県立八雲立つ風上記の丘の協力をうけて国庫補助事業として、島根県教育委員会が昭

和53年度、昭和54年度、昭和55年度の3ケ 年にわたって実施したものである。

3.昭和53年度、昭和54年度調査は国庫補助事業名を、団原遺跡発掘調査として団原遺跡のうち山代郷正倉推定

地から着手したが、2ケ年にわたる調査の結果、正倉跡の可能性が高いものと判断されたため、昭和55年度は

事業名を山代郷正倉跡発掘調査として実施したものである。

4.昭和53年度、昭和54年度調査の概要は、すでに『団原遺跡発掘調査概報』 I(昭和54年 3月 )、『団原遺跡発

掘調査概報』Ⅱ (昭和55年 3月 )と して刊行しているが、本書は昭和53・ 54年度の調査結果および昭和55年度

調査結果の全てを包括した報告書である。

なお、既刊の概報と本書との記述内容には、数値や見解の上で若干異る点もあるが、本書は昭和55年度調査

結果などその後に判明した事柄を考慮して書き改めており、本書をもって正式な報告書としたい。

5.発掘調査に際しては土地所有者である秋山寿延、石倉勇、今井敦子、今井基、高麗昭治、平田充民、水野善     _
光、水野幹夫、吉野ノブ子の各氏には終始格別の協力を得た。また、角吉郎、水野誠、西尾昌次、加納栄、広

江宏、亀山和雄の各氏をはじめ地元の方々には献身的な協力をいただいた。併せて深甚の謝意を表したい。

6.挿図中の方眼方位 (発掘区域割および実測基準線)は概ね磁北 (実際の磁北より西へ0° 52′06″触れている)

を基準とし、矢印は真北を指す。本文中の方位の記述は磁北を基準に計測したものである。なお、松江におけ

る磁気扁角度は6° 40′ である。

7.発掘区域割のS45E2511L点 が国土調査法による第Ⅲ座標系 ″=-62.858.389、 y=+鞘 .887.255、 S45W8

地点が ,室 -62.863.019、 ノ=+83.854.594と なり、この 2地点に今後の整備、調査にそなえて基準点を埋設

した。

8.本文中、メートルから尺への換算は天平尺を用い、その換算値は 1尺 =29,7切 とした。

9,遺構は、建物遺構をSB、 柵列をSA、 溝状遺構をSD、 土壊をSKと いう略号を遺構番号の前に付して記

述した。

10,「正倉院文書」写真 (図版23-2、 図版24)は宮内庁正倉院事務所の許可 (宮内正発第31号)を得て掲載させ

ていただいたものである。

■.本書で使用した写真のうち航空写真は、いワール ド航空事業の提供をうけた。

12.本遺跡出土遺物および実測図、写真は島根県教育委員会で保管している。

13.本書の執筆分担は目次に記すとおりであるが、発掘調査員以外の下記の方々にも原稿執筆を依頼し、御寄稿

いただいた (敬称略、順不同)。

加藤義成 (島根県文化財保護審議会委員)   佐藤敏也 (国分寺市文十ヒ財保護審議会委員)

時枝克己 (島根大学理学部教授)       山田 治 (京都産業大学教授)

14.本書の編集は勝部昭の協力のもとに三宅博士、松本岩雄が行った。

15,表紙の題字は、加藤義成 (島根県文化財保護審議会委員)氏によるものである。
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第 I章 調 査 に 至 る ま で

第 1節 調査に至る経緯

島根県教育委員会では、昭和47年 に重要な遺跡の面的な保存と活用をはかるため、松江市の南郊

に県立八雲立つ風土記の丘を設置した。この事業にあたっては、昭和43年度から昭和45年度まで出

雲国庁跡の調査を実施したのをはじめ、史跡出雲国分寺跡、史跡岡田山古墳の整備や大草丘陵の古

墳群買い上げ、出雲国府跡の指定、買い上げ等を順次実施してきた。風土記の丘を開所した翌年か

第 1図 遺 跡 の 位 置 (● 印)
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第I章 調査に至るまで

らは、風土記の丘整備事業の一環 として毎年地内の主要遺跡について保存の基礎資料を得るための

発掘調査を実施してきた。すなわち、昭和48年度から昭和50年度にかけて実施した松江市竹矢町所

在の出雲国分尼寺跡調査、昭和52年度に実施した松江市大草町所在の岩屋後吉墳の調査がそれであ

る。

一方、通称団原丘陵一帯は意宇川下流平野の北西隅に位置し、律令時代の行政移担った多 くの公

的施設が推定される場所 として従来から注目されていた。しかし、この周辺はすでに昭和45年 に都

市計画法に基づ く住居地域に指定されてお り、周辺の宅地化が著しく進み、遺跡保護の立場から憂

慮すべき事態 となってきた。そこで、団原丘陵に所在する遺跡の実態を把握し、しかるべき保護策

を立てることが急務であるとの考えから発掘調査を計画した。そして昭和53年度から『出雲国風土

記』にいう意宇郡山代郷の正倉跡に推定されていた地域の調査に着手することとした。

第 2節 調 査 組 織

調査は昭和53年度、昭和54年度、昭和55年度の 3ケ年にわたって実施 した。各年度の関係者は下

記のとお りである。

昭和53年度

調 査 指 導 山本 清 (島根県文化財保護審議会委員)、 加藤義成 (同 )、 熊野栄助 (同 )、 町田

章 (同 )、 渡辺貞幸 (島根大学法文学部講師)、 小田富士雄 (北九州市立歴史博物館

主幹)

事 務 局 遠藤 豊 (文化課課長)、 藤間 亨 (文化課主査 )、 森山敏夫 (文化課課長補佐)、

京谷 昇 (文化振興係係長)

調 査 員 横山純夫 (文化課主事)、 三宅博士 (県立八雲立つ風土記の丘職員)

調査補助員 房宗寿雄 (島根大学学生)、 片山泰輔 (同 )

調 査 協 力 恩田 清 (松江市文化財保護審議会委員)、 池田満雄 (島根県埋蔵文化財調査員)、

門脇俊彦 (同 )、 東森市良 (同 )、 西尾良― (同 )、 菅井寿則 (県立八雲立つ風上記

の丘職員)、 本間恵美子 (同 )、 遠藤紀美子

昭和54年度

調 査 指 導 山本 清 (島根県文化財保護審議会委員)、 加藤義成 (同 )、 町田章 (同 )、 山中敏

史 (奈良国立文化財研究所技宮)

事 務 局 遠藤 豊 (文化課課長)、 藤間 亨 (文化課主査 )、 森山敏夫 (文化課課長補佐)、

秋月延夫 (文化振興係係長)
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調 査 員

調査補助員

遺 物 整 理

調 査 協 力

昭和55年度

調 査 指 導

事 務 局

調 査 員

調査補助員

遺 物 整 理

調 査 協 力

第2節 調 査 組 織

勝部 昭 (埋蔵文化財係係長)、 宮沢明久 (文化課主事)、 チII原和人 (同 )、 松本岩

雄 (同 )、 三宅博士 (県立八雲立つ風土記の丘職員)、 平野芳英 (同 )

青木 博、鳥谷芳雄、柳浦俊一、吉岡七江 (早稲田大学学生)

三島千富美、小原明美、竹内信枝、村上紀美子、田根裕美子、森栄里江

恩田 清 (松江市文化財 保護審議会委員)、 池田満雄 (島根県埋蔵文化財調査員)、

横山純夫 (同 )、 西尾良― (同 )、 菅井寿則 (県立 八雲立つ風上記の丘職員)、 岡崎

雄二郎 (松江市教育委員会主事 )、 中尾秀信 (同 )

なお、調査および整理にあたっては次の方々から有益な指導、助言を賜った。

岡田茂弘、小田富士雄、宍道正年、桑原滋郎

山本 清 (島根県 文化財保護審議会委員)、 加藤義成 (同 )、 町田 章 (同 )、 恩田

清 (松江市文化財保護審議会委員)、 渡辺貞幸 (島根大学法文学部講師)、 北村文治

(文化庁記念物課主任文化財調査宮)、 中野 浩 (同 )、 河原純之 (文化庁記念物課

文化財調査官)、 木下正史 (奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮発掘調査部考古第 2

調査室長 )、 伊東太作 (奈良国立文化財研究所)

遠藤 豊 (文化課課長 )、 藤間 亨 (文化課主査 )、 長谷川行雄 (文化課課長補佐 )、

長谷川清 (文化財管理係係長 )、 秋月延夫 (文化振興係係長)

勝部 昭 (埋蔵文化財係係長)、 黒谷達典 (文化財保護主事 )、 松本岩雄 (文化課主

事)、 三宅博士 (県立八雲立つ風上記の丘職員)、 永瀬優理

樋野真司 (京都産業大学学生)、 落合めぐむ (奈良女子大学学生 )、 黒崎一枝 (立正

大学学生 )、 房宗寿雄 (島根大学学生)

片岡詩子、小原明美、三島千富美、田根裕美子、森山美紀子、石富歩、柳浦俊一

石飛 進、足立千利、中西宏次、岡崎雄二郎、池田満雄、西尾良一、横山純夫、勝

部理恵子、藤田彰裕、菅井寿則、内田文恵、内田律雄、原田律夫

なお、調査および整理にあたっては次の方々から有益な指導、助言考賜った。

横山浩一、相原安津夫、粉川昭平、甲元真之、前島己基、天羽利夫、岡田博、村上

勇、竹中 哲、前沢和之、松本修自

高麗玉子、須山文江、秋山武子、井上千年、水野千久子、角 愛子、永久恵美子、

松浦弘子、荒川幸子、広江幸子、吉野信子、高麗寿子、水野久美子、須山弥生、森

本静香、高麗敏郎、井上ス ミエ、高梨寿美江、         (松 本岩雄)
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第 Ⅲ章 遺跡の位置と歴史的環境

第 1節 遺 跡 の 位 置

1.所 在

今回発掘調査 した山代郷正倉跡は、山陰地方の中央部ともいえる松江市の南郊に設置された島根

立県八雲立つ風土記の丘地内に所在する。遺跡の所在する地籍は松江市大庭町字内屋敷35、 35-1、

40、 42-2、 字植松34-1他である。このあた りではひときわ高い標高 171.5物 の茶臼山の南西麓

にあたる。 (第 2図、図版 1、 図版 2-1)

山陰本線松江駅からは東南方向に直線距離で 4.2協のところである。 松江駅から大庭・八雲方面

のバスに乗 り、大庭十字路で下車するとす ぐ近 くである。ちょうど県道松江 。広瀬線 と県道八重垣

神社・竹矢線の交差する大庭十字路に隣接 した北西部分である。大庭町長者原地区の一隅にあたる

場所である。

2.地   形
註 1

調査 した場所付近一帯は標高20～23%の なだらかな乃木段丘と呼ばれる段丘が続いている。この

段丘は山陰地方のなかにあっては大型の河成段丘である。赤褐色のローム層の上に黒灰色の大山や

二瓶山からの火山灰土が堆積した土壌の形成となっている。山代郷正倉跡付近は大庭町団原、黒田

畦から長原者にかけての東西200～ 500%、 南北 1協にわたって段丘が広がる。 西側は幅200η ほど

の細長い谷が神魂神社麓側から昇曲まであり、その西はまたゆるやかな段丘が広がる。東側及び南

側あた りは小谷をム くむ段丘が途切れると、八束郡八雲村熊野から流れ出る意宇川の形成する扇状

地が開けている。これは東西3.2協、南北 0.8～1.3協 の拡が りがある。北側は馬橋川のつ くる狭い

谷がある。

現在、山代郷正倉跡のある段丘地は市街化が進んでお り、かつての歴史的景観が大 きく変貌 しつ

つある。

第 2節 周 辺 の 遺 跡

山代郷正倉跡周辺は島根県下で最 も遺跡の密集する地域の一つで、古代出雲の中枢部である。発

掘 された例が少ないので、実態については十分な把握ができないものの、部分的な調査や断片的に

採集された遺物等から往時のようすをうかがい知ることができる。



第 2節 周 辺 の 遺 跡

1.奈 良時代以前の遺跡

縄文時代の遺跡は意宇平野の河口に近い縁辺丘陵の麓や馬橋川下流域に近いところに松江市竹矢

町法華寺前遺跡、矢田町矢田遣跡、東津田町石台遺跡、八束郡東出雲町春日遺跡などが知られる。

低湿地に立地するものが多く縄文中期ごろをはじめとする。

弥生時代の遺跡は前述の縄文遺跡と複合するものがあるほか、意宇平野の中の微高地に営まれた

布田遺跡、弥生中期の水田跡を検出した夫敷遺跡などがある。松江市竹矢町の平浜八幡宮に所蔵さ

れている細形銅剣は意宇平野中から発見されたものといわれ、青銅器文化を受容した弥生集落があ

ったことを物語っている。

首墳時代にはこの地区に多数の吉墳が営まれる。苗い様相移もつものは今のところ意宇平野の東

註 6

縁丘陵地で多 く調査されている。位至三公銘内行花文鏡を出土した古城山古墳、大木権現山吉墳、

寺床 1号墳などがそれである。茶日山北麓から大橋川沿いの丘陵地あた りには大形の古墳がある。

それらは井 ノ奥 1号墳、二辺に突出部をもつ史跡石屋苗墳などの方墳、全長約80%の手間古墳、周

濤をもつ井 ノ奥 4号墳などの前方後円墳、竹矢岩船古墳、中竹矢吉墳などの前方後方墳である。ま

た茶臼山西麓には、野津左馬之助によって全国ではじめて前方後方墳という名称のつけられた島根

県下最大級の史跡山代二子塚吉墳 (全長90%以上、通称山代円墳 もこの史跡に含まれている。)、 史

註■

跡山代方墳、史跡大庭鶏塚古墳の 4基の大形古墳や向山西古墳、東淵寺古墳などがある。

八重垣神社、神魂神社付近から大車の丘陵地にかけても、岡田山古墳¥御崎山苗墳f磐畠稜哲智、

団原古墳、古天神苗墳などの首墳が 営まれている。 岡田山苗墳は三葉環頭大刀、長宜子孫銘内行

花文鏡など、御崎山苗墳は 獅噛環頭大刀などが 副葬されてお り、 規模と副葬品などから当時の首

長層の奥津城 とみられる。そしてまた、後谷・荒神谷古墳群、大石吉墳群、神魂神社裏山古墳群、

註16

西百塚 。東百塚古墳群やそれにつづく丘陵上に彩しい中 。小規模の古墳群が密集する。これら古墳

群の営まれた丘陵斜面には横穴墓もまた多く作られている。即ち、八重垣神社鏡の池裏山の横穴群、

註17

大石横穴群、小谷横穴群、安部谷横穴群などその数は優に100穴を越えている。

これら古墳、横穴墓などを営んだ人たちの集落跡については調査が殆んどされておらず現段階で

は実態は不明である。しかし、山麓や段丘上のあちこちに土器片の散布をみるとともに、山代町、

大庭町、大草町などの崖面に住居跡の断面が露出しているので多数の住居跡があったことは間違い

ないと思われる。

2.奈 良時代の遺跡

山代郷正倉跡付近一帯の地域に所在する宮衛と宮寺、豪族の私寺と館、街道、集落、祭祀遺跡に

ついて述べ る。
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諸国に健児を置く出雲
一百人

兼任を禁ず
出雲国官倉焼く
伯音出雲石見隠岐長門等
に下し国毎に四王寺をつ
くる
出雲国分寺吉祥天像を
像となす

第Ⅱ章 遺跡の位置と歴史的環境

表 1 古代出雲国略年表 官衛と官寺 出雲国は上国に位置づけられ、意宇

郡、島根郡、秋鹿郡など9郡の政治は出雲国庁で統

轄されていた。出雲国庁は意宇平野の中央部南寄 り

の現在六所神社のあるあた りに置かれていた。所在

地は松江市大車町字竹ノ後、宮ノ後、中間、居屋敷

あた りである。

出雲国庁の所在については江戸時代以来考証が重

ねられてきたが、昭和39年恩田清氏による大草村検

地帳にのる字名「 こくてう」の発見を契機に松江市

教育委員会の手になる発掘調査の実施によって明ら
註18

かにされたものである。即ち、調査の結果、濤によ

って区画された敷地に、四面廂のある建物をム くむ

建物が規格性をもった配置であること、木簡や硯、

墨書土器、多量の食器類が発見されていること、瓦

喜 きの建物があること、遺構が 6時期にわたって変

註19

遷 していることなどから役所跡に似つかわしく国庁跡であるという推定である。風上記の里程の記

述にはば合 うこと、字名の竹ノ後 (=館 ノ後)の存在、 国司の四等官の一つである墨書土器「少

目」の発見なども推定を裏づけるものであろう。

ただ発掘調査は部分的で十分に全貌を把握するまでに至っていない。環境整備されている今の出

註 20

雲国庁跡は奈良時代末期の時期を例に国庁の外郭の大濤や政庁建物跡、後方宮衛建物、小濤などを

模式的に表示してある。建物配置や広が りについてさらに実態を把握する必要がある。

出雲国庁における「大原評□……」という木簡の発掘は大宝元 (701)年 大宝令施行前の評制を

示してお り、出雲国庁の建設された時期を探るうえで示唆杉与えている。ちなみに、文献のうえで

註 21

出雲国守の初任者は和銅元 (708)年 の正五位下 忌部宿弥子首で、 出雲国造果安の時である。忌部

宿弥子首は壬申の乱の戦功者の一人である。

出雲国庁に付属して意宇郡家、意宇軍団、黒田駅 も置かれていたようである。一般に郡家は主要

部である庁院、館院、厨院などと倉院、倉庫院、正倉院などの倉庫群からなる建物で合計20数棟は
註 22

あったという。

松江市山代町、大庭町の段丘上にある字団原、字黒田陸などの字名は軍団や黒田駅の遺称を示し

註 23

ているといわれる。黒田駅は風土記の記述では移転している。出雲国庁の設置された大車の地は出

雲国造の本棚である大庭・山代あたりからはおよそ 1協余 り東に離れている。出雲国庁の建設との
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1.山代郷正倉跡  2.法 華寺前遺跡  3.矢 田遺跡  4.石 台遺跡  5.春 日遺跡  6.布 田遺跡  7.夫 敷遺跡  8.古 城山古墳  9,大 木権現山古墳

10,寺床 1号墳  ■ 井奥 1号墳  12.石屋古墳  13.手間古墳  14.井 ノ奥 4号墳  15,竹矢岩船古墳  16.中竹矢古墳   17.山 代二子塚古墳

18.山代円瑣(永久宅裏古墳) 1ひ .JI代方墳  20.鶏塚古墳  21.向山西古墳  22.束 淵寺古墳  23.岡田山古墳辟  24.御崎山古墳  25.岩屋後古墳

26.団原古墳  27.古天神古墳  28.後 谷・荒神谷古墳群  29.大 石古墳T祥   30.神 魂神社裏山古壌辟  31 西百塚古墳群  32.東 百塚吉墳群

33.八重垣神社鏡の池裏山横穴辟  34,大石横穴群  35.4ヽ谷横穴群  36.安部谷横穴辟  37.出雲国庁跡  38.出 雲国分寺跡  39.出雲国分尼寺跡

40。 出雲国分寺瓦窯跡  41.来美廃寺跡  42.四王寺跡  43.黒田陸・土居遺跡  44.茶臼山城跡  45.黒田館跡  46.正林寺五輪塔群

至平原



第2節 周 辺 の 遺 跡

関わりで黒田駅は移転されていると思われる。出雲国の駅路の開始と国庁の設置という時間的な差

に関心が もたれる。

国府域については東西11町、南北 6町などの考えがあるがはっきりしない。出雲国庁跡と目され

る位置から】ヒヘ 500%は なれた字樋ノロでは発掘調査によって奈良時代の役所跡 らしい掘立柱建物

註24

跡の存在が確められている。国府跡一帯には条里制の形跡が残 っている。出雲国庁、出雲国分寺の

中軸線 と条里の陸畔の方向が異なるので、現在残 る真名井神社参道以東の条里は後世のものかもし

れない。

出雲国庁をはじめとする前述の役所にはかな りの人数の官人たちが勤仕していたものと考えられ

る。ちなみに奈良時代の国守は文献のうえで83名 が知られ、石川年足、門部王といった古代史上著

名な人 も赴任 している。

出雲国分寺は出雲国庁から北北東の方向に1,250η 、出雲国分尼寺は 出雲国庁 からは北東の方向

に1,600%離 れた松江市竹矢町大字中竹矢字寺領と同竹矢町法華寺前他 にそれぞれ置かれた。両寺

跡とも部分的な発掘調査が実施されているのにすぎないが、国分寺の中軸線 と尼寺の中軸線 との距

離は 4町へだたっている。
註25

出雲国分寺跡は南門、中門、金堂、講堂、僧房が一直線にならび、中門からは回廊が講堂にとり
註26

ついている。 金堂と講堂、講堂と僧房をつなぐ道は瓦敷きである。 南門から三軒家までは 幅20尺

(約 6η )の石敷き道の吉道が伸びている。塔は南門と中門を結ぶ中軸線から東に45η 離れたとこ

ろに位置している。この他食堂、易殿などの付属建物 もあったはずである。寺域は明らかでないが

方500尺 と考えられている。

出土遺物には瓦、簿、須恵器、土師器、墨書土器、陶磁器、土製品、玉類などがある。瓦は型式
註27

のうえから軒丸瓦は 4類に、軒平瓦は 5類に分けられている。墨書土器に「西寺」と書かれたもの

があり、東側に位置する尼寺 との関係から国分寺は西寺と呼ばれていたようである。出雲国分寺の

場合、出土遺物からみるとおよそ鎌倉時代ごろまで存在したらしい。

出雲国分尼寺跡は中竹矢の集落の密集しているところがその跡である。背後は低丘陵があり、南

面に意宇平野の水田が広がる。

県教育委員会による3次の発掘調査 (昭和48～50)に よって、南北幅が17.6%あ る礎石建物跡、

築地状遺構、濤状遺構等が検出されている。寺域は 1町 4方 と考えられているが、出土遺物には軒

丸瓦・軒平瓦・平瓦等の瓦類、須恵器、土師器などがある。また、東室、子刀自、泰館と書かれた

墨書土器、牛、勝 と刻されたヘラ書きの瓦なども出土している。

出雲国分寺、同尼寺、出雲国庁にはある時期同種の瓦が葺かれていたことが型破れ痕のある瓦か
註 29

ら知られているが、瓦窯跡は中竹矢で発見されている。前記の 3つの公的建物に葺かれた瓦は万単

-7-



第Ⅱ章 遺跡の位置と歴史的環境

位の量が必要と思われるので瓦窯 も相当数あったと考えられる。
註30

豪族の私寺と館  『 出雲国風土記』によると、山代郷界わいには新造院が 2か所ある。

R「 ち、

新造院一所 山代郷の中にあり 郡家の西北四里二百歩なり 厳堂を建立つ 僧なし 日置君

目烈が造 りし所なり 出雲神戸の日置君猪麻呂が祖な り

新造院一所 山代郷の中にあり 郡家の西北二里な り 厳堂を建立つ 住める僧一躯あり 飯

石郡の少領出雲臣弟山が造 りし所な り

とのる2か所である。

遺跡の状況からは、茶日山北麓の自動車試験場奥に

ある来美廃寺跡を前者にあて、山代町東公民館のある

あた りに所在する四王寺跡を後者にあてている。

来美廃寺跡は松江市矢田町 字来留美510-2他 の地

番にあるが、一部は昭和54年 11月 の住宅地造成によっ

て破壊された。立地は茶臼山北麓の谷をへだてた低丘

陵の南面する斜面にある。松林中に段状の平坦面が 4

か所あまり認められ、礎石の抜きとり穴 らしい凹みも

みられる。現在、表面的には礎石などはみあたらない

が、かつてここから発見されたという礎石が松江財務

部の庭石と付近の民家の大黒柱の礎石として使われて

いる。遺物は瓦製鶏尾、軒丸瓦、須恵器の高郷片、甕

片等が採集されている。未発掘である。

四王寺跡は茶臼山の南麓に突出した小支丘の頂部に

ある。地籍は松江市山代町字師王寺である。県道八重

垣神社竹矢線を大庭十字路から東に進んで山代町東の

集落の中はどにある坂を登 りきったあたりである。南

東側は意宇平野が広がっている。

来美廃寺跡同様未発掘で、詳 しいことはわからない

が、礎石 らしい石が残っている。遺物は瓦や須恵器片

などが採集されている。寺域に隣接するかのように西

南倶」に池がある。かつて大庭町と山代町境にあった池

尻池とともに古代から存在した古い池かと思われる。

-8-
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試

0               1ocm

第 4図 四 王 寺 跡 出 土 瓦 拓 影 1:4

四王寺は新羅の侵攻に備えて貞tj1 9(867)年に伯者、 隠岐、石見、長門の各国とともに出雲国で

はここに四天王を安置した寺と考えられている。建立者の出雲臣弟山は飯石郡の少領であるが、こ

の弟山は天平18(746)年 、出雲臣広嶋の跡を継いで出雲国造となった人である。

新造院については天平 5(733)年当時出雲国内にあった10院 の うち 6院 までが 渡津付近に設置

されていることに着目し、庶民が泊まれる無料宿泊所である布施屋を中心建物とし、仏をまつる厳
註81

堂などは付属的な意味あいをもって建てられたという見解 もある。

新造院の建立者である日置君、出雲臣は出雲国の最有力豪族層である。日置氏は山代郷の他同じ

意宇郡山国郷や出雲郡河内郷にも新造院移建立している。そして出雲郡の大領、飯石郡の主帳の任

にあった。日置は日祀の意味で祭祀に関係する氏族であるといわれる。

出雲臣は山代郷の他、楯縫郡沼田郷にも新造院を建立している。そして出雲国造職にあるととも

に天平 5(733)年当時、意宇郡の大領・少領・擬主政・ 主帳、 島根郡の主帳、楯縫郡の大領、飯
註32

石郡の少領、仁多郡の少領の任にあった。また、意宇軍団の二百長の任など出雲国の政治・祭祀な

どの要職を占めている。職分田などを単純に見積 もってもばう大な土地を所有していたことにな り、

経済的な基盤移確立していた。

日置君、出雲臣たちの館は風土記の丘地内もしくは地内からそう遠 くないところに営まれていた
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と考えられるが、その所在は今のところ不明である。ただ、 出雲国造家の館は延暦17(798)年 出

雲国造、郡大領兼帯禁止以後のある時期この大庭を去 り杵築に移ったはずである。南北朝時代以降

】ヒ島、千家両家にわかれ、その宿館が明治初年頃まで松江市大庭町黒田陸のそれぞれ字元鳥居、字

向におかれていた。

昭和54年度、大庭東部地区の団体営画場整備に先立って松江市教育委員会が宿館のあった近 くの
註33

水田において部分的な発掘調査を実施 した。その結果、井戸跡、柱穴、薄、土墳などを検出すると

ともに、布目瓦片、ガラス、小玉、滑石製勾玉、糸切底のある土師器・碗・皿や青磁蓮弁文片、南

宋系の自磁等を検出した。時期は古墳時代前～平安時代末期、一部鎌倉時代ごろまでおよんでいる

ことが判明した。

これより以前、大庭町黒田陸の字土居で、昭和46年 3月 押田幹太氏が家を新築されたお り、近 く

で軒丸瓦、須恵器片等を採集されている (第 5図 )。 軒丸瓦は四王寺 跡 第 4類 と来美廃寺跡第 3類
註34

の瓦 と同形品である。この種の瓦は長門国でも出土しているという。ちなみに押田氏保管の軒丸瓦

は直径13勁、厚さ3効で、文様は簡略化され、小形の中房に 1+4の蓮子がある。内区の蓮弁は 8

葉の複弁を配 し、その周囲には唐車文帯をおき、縁は平縁のようである。

これらのことは、黒田畦字土居のあた りに首代に泌る館跡などの存在する可能性を示す ものであ

ろう。

天平 5(733)
註35

年当時、意宇郡郡司層には林臣、 海臣がみえるが、 山代郷のあたりに館を構えて

いたかどうか知ることはできない。風土記の丘地内の発掘

調査によって存在が知られるのは泰氏の館である。

これは昭和48年、出雲国分尼寺跡の寺域確認調査の際、

丘陵麓の段状地で「泰館」という墨書のある須恵器のtThが

出土したことにもとづ く。『出雲国風土記』には泰氏の名

は見えないが、あるいは出雲国分寺、尼寺などの造立にか

かわったのか もしれないと想像される。

今後、館跡の所在について十分注意を払って探究する必

要がある。

街道  『 出雲国風土記』の記述に従えば、国庁・意宇郡

家の北に十字街があり、東西の幹線としての正西道と隠岐

への通路としての柾北道が交差 していた。

正西道は山陰道のことである。十字街から東21里で野城

橋、西は12里 で野代橋へと続いていた。現在、風土記の丘

-10-
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地内で山陰道がどこを通っていたか明らかでな

いが、意宇平野付近では国土地理院発行の吉い

5万分の 1地図「松江」には平野の中央部に東

西に走る道路があり、それが名残 りのように考

えられる。その道沿いには「字縄手添」「字唐

路」などの名が残 り、しかも大車村、山代村、

tt矢村という旧村境をもなしている。

大庭の付近では、この道は団原丘陵畑地の中

央、舜曳寺の南側、一畑バス停留所松江日大高

校前、大庭公民館の北側を通る道に続いていた  第 6図 出雲国分寺尼寺付近出土の墨書土器
註86

と地元の人はいわれる。現在は分断されわずかにその一部が残るようである。

集落 風土記の記載によれば、大草郷、山代郷、出雲神戸等があった。もちろん出雲国庁界わい

は出雲国府市街があったはずでにざわっていたと思われる。

大草郷は今の大草町有から八束郡八雲村日吉のあたりと思われる。山代郷は現在の山代町一帯と

4里 200歩 新造院

3里 129歩

神名樋野

傭畠:盤捗)

正 西 道

3里 1知歩
＼ 山代無下倉

2里新造院

‐靱
‐
‐
‐
‐
‐
‐

占
18里  熊野山

第 7図  『出雲国風上記』にみえる国庁付近の里程

― - 11 -―
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註37

考えられるが、『風土記抄』の記載では「竹屋、八幡、馬潟、矢田、津田、乃木、阿毛奴伎等をあ

わせて一郷となす」とある。これによれば茶日山麓から大橋川南岸一帯の広い地域ということにな

る。この郷には正倉が設けられていた。山代の地名の由来は所造天下大神大穴持命の御子山代日古

命がいたという。山代は文字どおり山の背後のことをさすのが一般的と思われるが、山代 (山背、

山城)氏、あるいは山代の地名が、河内、山背、美濃、周防などの国にあること、山背国愛宕郡出

雲郷の建設との関連、山代国造との関係などいくらか問題にする余地があるように思われる。

出雲神戸は熊野大神、杵築大神に奉仕する集団の集落とみられ、それぞれの大神の祭祀と経営に

は出雲国造が関わっていたと思われる。出雲神戸について加藤義成氏は現在の神魂神社参道入口あ
註38

た りをその里庁にあてておられる。風土記の記述は南西 2里20歩で方角、距離 ともに合わない。

集落跡については、前述のような各郷の跡が存在 していたはずであるが、その実態は現段階では

わからない。

祭FE遺跡 茶臼山は古代において神名樋野と呼ばれていた。この山は出雲国にあった出雲、楯縫、

秋鹿の各郡の三神名火山とならび四神奈樋と呼ばれていた。その場所が宍道湖を中心に四方に存在
註39

することなどから古代中国の四獄四次壇の思想にもとづ くのではないかといわれる。

註 40

この山は室町時代に山城 となり、頂上部が削平されて郭や堀切が作 られ当初の山の高さよりも低
註41

くなってしまっている。江戸時代になった『雲陽誌』によれば、「但民茶磨山の古塁といム、村井

伯者守の城跡な り」とある。

東麓には真名井の滝がある。この滝の水はかつて国造火継 ざ式や新嘗祭など神事のときにのみ使

われたという。また、滝の西方の山麓には聖岩があり、伊井諸、伊井冊の二神の祭のときに神火を

とる岩 とされていた。

風土記にのるこのあたりの社には真名井社、速玉社、山代社、佐久佐社がある。現在古志原にあ

註42

る山代神社はもとは茶臼山山頂に近いところにあったものである。

大車町有、大庭町有という地名は神がみあれる (御生)と いう考えもある。
註43

意宇の社伝承地の客の森や八重垣神社鏡の池 も祭祀に関係のある遺跡である。

3.中 世 の 遺 跡

風土記の丘地内の中世の遺跡としてよく知られているものは、大庭町字岡に所在する黒田館跡で

ある。すでに土塁等は住宅建設によって破壊されてしまったが、東西辺44.8～ 44.6%、 南北辺48～

47.6η の規模を有するものである。およそ南北朝時代～室町時代初期のころのものと推測されてい

註44

る。

地図にのこる小字名や神魂神社文書などか らはさらに黒田陸、土居遺跡などい くつかの館跡を推
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註45

定することができるが、未調査のため詳かでない。大庭町正林寺五輪塔群、山代町の茶日山城跡な

ども中世の遺跡である。また八重垣神社の重要文化財の板絵著色神像、国宝神魂神社本殿、浄音寺

の重要文化財十一面観音像なども中世を物語る代表的なものである。竹矢町の安国寺、平浜八幡宮

等 も同様である。

この他、断片的な中世の吉文書からは大草郷で、元久 2(1208)年 、惣社神官と大草郷地頭助光

の間に紛争があったこと、建保 3(1215)年 には、大庭・田尻の保において守護の乱交があったこ

と、文永 8(1271)年 ごろ山代郷に地頭那須四郎兵衛尉が居住していたことなどが知られる。

(勝部 昭)

島根県 出雲開発地域土地分類基本調査松江 昭和49年

前島己基  「法華寺前遺跡」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』 昭和50年

岡崎雄二郎「山陰の縄文後。晩期の諸問題」『日本考古学協会昭和52年度大会研究発表要旨』昭和52年

島根県教育委員会『国道 9号線バイパス建設予定地肉埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ』 昭和56年

近藤正「島根県下の青銅器について」『島根県文化財調査報告』第 2集島根県教育委員会 昭和41年

東出雲町教育委員会『大木権現山古墳群』 昭和54年

東出雲町教育委員会『寺床遺跡発掘調査の概要』 昭和56年

岡崎雄二郎「松江市石屋古墳の調査」『考古学ジャーナル』159号  昭和54年

山本清「古墳」『 島根県文化財調査報告書』第 5集島根県教育委員会 昭和43年

岡崎雄二郎「松江市井奥 4号墳の調査」『考古学ジャーナル』120号 昭和51年

山本清「古墳」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

門脇俊彦「岡田山古墳」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

勝部昭「御崎山古墳」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

島根県教育委員会『岩屋後古墳発掘調査概報』 昭和53年

前掲註■

字七曲に所在する円墳は木棺直葬で、頂部に埴輪円筒が方形に配列されていた。

前掲註 9及び註11

松江市教育委員会『出雲国庁跡発掘調査概報』 昭和45年

町田章「出雲国庁跡」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

島根県教育委員会『史跡出雲国府跡』 昭和50年

門脇禎二『出雲の古代史』 昭和55年

『上野国交替実録帳』 (辰元元年)に は郡衝の建物がのる。

加藤義成『校注出雲国風上記』では「黒田騨……郡家の西北二里に黒田村あり。上の機色黒し。故黒

田と云ム。旧此虎に是の解あり……」とある。

24.中沢四郎「条里遺構」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

25。 石田茂作・山本清「 出雲国分寺」『出雲・隠岐』 昭和38年

26.島根県文化財愛護協会『季刊文化財』第12号  昭和45年

27.前島己基「古代寺院跡」『八雲立つ風土記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和50年

28.島根県教育委員会『出雲国分尼寺第 2次発掘調査概報』『同第 3次発掘調査概報』 昭和5Cl年・昭和

51年

29.岡崎雄二郎「出雲国分寺瓦窯跡」『八雲立つ風上記の丘』No36 昭和49年
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30.近藤正「 出雲国風上記所載の新造院とその造立者」『 山陰古代文化の研究』 昭和54年

31.水野祐『 出雲風上記論孜』 昭和40年

32.『出雲国風上記』『 出雲国計会帳』による。

33.松江市教育委員会『 出雲国造館跡』 昭和55年

34.内田律雄氏の御教示による

35.意宇郡拝志郷が本拠jfLであろうか

36.元大庭公民館長平垣貞徳氏の御教示による

37.岸崎佐久次著天和 3年 (1683)

38,加藤義成『出雲国風土記参究』 昭和37年

39,加藤義成「古代祭祀遺跡」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』島根県教育委員会 昭和酌年

40.藤岡大拙他編『 日本城郭大系』 第14巻 昭和55年

41.黒沢長尚撰 享保 2年 (1717)

42.前掲註39

43.大場磐雄『祭祀遺蹟』 昭和45年

44。 近藤正「 中世土豪関係遺跡」『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』 昭和50年

45。 例えば山代町友田忠一氏宅東竹林中に土塁の一部が残存する

46.『角川日本地名大辞典』32島根県 昭和53年
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第Ⅲ章 調査と遺跡保護の経過

第 1節 遺跡の研究史抄

1.は じ め に

松江市大庭町の低丘陵上にある炭化米出土地が遺跡 として注意され、「 山代郷正倉跡推定地」と

目されるようになったのはいつのころからであろうか。関係資料をひもとくと、それは四半世紀 も

遡ることが矢日らオ化る。

ここではどのような経緯によって周知の遺跡となったのかをたどってみることにしたい。

2.長 者原 出上 の炭化米 をめ ぐって

松江市大庭町の炭化米出土地に関して詳しく記されたものは、管見にふれる限 り、昭和35年 8月

13日 付『島根新聞』文化欄に、当時松江市農林技師であった恩田清氏が「大庭・長者原の出土米を

みて」と題する文を投稿されているのが晴矢であろう。

それは氏が松江市大庭町の字長者原付近 (今回国指定史跡となった地区を含む一帯)の畑中に多

量の炭化米が出土することを聞き、炭化米の出土が如何なる理由によるものか、それを究明しよう

とされたことに端を発している。

やや長 くなるが、その記事を紹介することにしよう。

『大庭・長者原の出土米をみて』

私は、かつての出雲農村の構成・構造および分化などに最も関係の深い当時の為政者の「検

地」について、史実を追及するため、寸暇を利用して各地を訪れていたのであるが、最近松江

市大庭町の神魂神社、秋上宮司家を訪れ、保管されてある数千通にのぼる古文書を拝見し、こ

れに示された史料に接して喜びとともに驚歎させられたのであるが更に本殿国宝、社域の荘厳

さにうたれ、神代を今に伝える敬けんな神秘の中にひたることが出来たのである。

大庭地区は古代出雲文化の中心地であったと思われることは、現在残されている古墳群、神

社、仏閣、出雲風上記に登載せられた国衛庁舎、軍団、駅その他の遺跡や幾多の貴重な伝承を

みてもまことに明りょうである。

実は去る日、はからずも知人から山代町 (現在の行政区域では大庭町になっており、山代町

と境界のところ)に焼米が出土するという連絡を受け、機を得て足を運んだのである。「出土

米」の包蔵地域は別区の個所で、相当以前から村の人 に々よって発見され知っておられる人も

少なくないこととて、私が改めて検討するまでもないことと思ったのであるが、その「米」が

如何なる状態に炭化しているものか、その米が何時の時代に焼けたのであろうか等の疑間に興

味をもったので、出かけて行ったわけである。村の人 は々「長者の米倉が焼けた」ものだと言
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第Ⅲ章 調査と遺跡保護の経過

い伝えているが、これは付近一帯の現在の字

名が「長者原」というからであろう。しかし

詳細に調べてみると、この出土米が包蔵され

ている地域は、字長者原のほかに、内屋敷、

上屋敷があり、その部分の方がかえって多い

ようである。

この個所は四方に低く、殊に東西にはかな

りのこう配をもった丘陵の頂点であり、倉庫

を設けるにはまことに絶好の適地である。現

在スイカ、甘藷、長芋などの作物が栽培せら

れているので焼米包含層を縦に調査すること

は困難であったので、主として耕作されてい

る表上の中に混在しているのを、相当な時間

を要して約0.3リ ットルを採集することが 出

来たのである。前記の包蔵区域は、矩形をなして、約20ア ールの面積に及んでいる。また建物

の礎石と思われる巨石が現に残されており、しかもこの石の付近が最も包含密度が大であるこ

とは、この巨石が米倉の礎石であったことを物語っている。かような事実から、私は問題点を

次のように抽出してみた。

1)米倉の性格 2)貯蔵米はどのようなものであったか

3)焼成の時期は何時か

先ず第一の問題について考えられることは、その規模が余りにも広大であり、相当の勢力者

のものであったと察せられるが、伝承されている「長者の倉」であるならば、その長者こそは

素晴らしい豪族であったことと思われる。が私はむしろ、公的な国家の倉庫と考えた方がふさ

ゎしいとさえ思うのである。何故ならば、この広壮なる規模と遺跡の在る地名をみると、前述

のように上屋敷、内屋敷、小門などがある。この「何 屋々敷」という字名は、大庭、竹矢地区

には見受けるところで、「小門」もまた竹矢国分寺付近には「何々小門」 など多数存在し、古

代における著名な公的建物のあった敷地を表現しているものと察せられるからである。

第二の問題点である「貯蔵米は、何時ごろの如何なるものであったか」ということであるが、

私が採集した「炭化米」0,3リ ットル、約9000粒 (損傷のものを含む)の うち、 現在の日本稲

の米と甚だよく似たもの約6300粒 (写真 I)極めて長型で、南方米 (せん米)と 思われるもの

約2700粒 (写真Ⅱ)つまり7分、3分に異なった系統のものが混在していたのである。また両

者ともに親を付着して出土するもの (写真Ⅲ)が 10パ ーセント近 くにも及ぶことはこの貯蔵米

は親の姿であったことを示しているようである。

次に第二の問題と密接な関係をもつことであるが、焼けた時期は栽培、倉入れの年代とはぼ

一致することになるので、当時における米の種類を検出し、あわせて出雲地方における米作な

らびに農業一般の歴史を知る貴重な資料となると考え、ただ今東京大学教授永井威三郎博士

(米の権威者)の もとに送付して鑑定を依頼しているところであるが同博士の「米の歴史」によ

ると、別表のようなデータが登載されているので、参考までにこれと比較してみることにした。
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◇

勢 森 ▼ⅢⅢIIl聰攣Ⅲll鋲

即ち、糊の厚み、長さを加算して、写真 Iは別表の第一群Aに属し、写真Ⅱは第二群に相当

していることが判った。(古代米類別検討省略)炭化物の経過年代の判定は、 アイソトープの

利用が行われているよしであるけれども、この施設はわが国では現在東京大学ほか一、ニカ所

にとどまり、かつまた一千年単位だということであるので、恐らく詳細な年数を知ることは不

可能と思われる。かりに、この出土米が古代米であるとした場合には、次のようなことも想像

される。即ち、出雲風上記の意宇郡の条に、

山代郷。郡家の西北三里一百二十歩なり。所造天下大神大穴持命の御子山代日古命坐せり。

故に山代と云う、即ち正倉あり。

とある。

正倉とは、当時の国の米穀倉庫のことで、 郷庁は郡家の西北1.817キ ロのところで、正倉も

同所にあると「出雲風上記参究」の著者加藤義成氏が算出されているので、従来同氏や故朝山

皓氏が想定されている大草町の国庁跡仮定地から方向や距離も符合するようであるし、また近

くには団原や黒田があって、軍団や駅の所在地であったとされているから、ここに正倉がある

ことは決して不自然ではない。したがって、現在ナゾとされている出雲風上記編上当時の国庁

位置およびこれにともなう著名個所への里程問題も、おのずから解決への糸口を見出すことが

出来るのではなかろうか。なお、またこの遺跡に栽培されている作物が一応終了し、秋冬作に

段替りするさいの好機をとらえ、焼米包含層の密度も更に進んで行ない、損傷の少ないものを

得ることが出来れば、事実は一層明確化するものと思われる。

本邦古代出土米の類別

第一群=モ ミの長さ

2.8ミ  リーー5.3ミ  リ

第二群=6.0ミ リー6.7ミ リ

この畑から出土する炭化米については、氏 も記しておられるように地元の人には古 くから知 られ

ていたようで、享保 2(1717)年成立とされる『雲陽誌』の意宇郡大庭の条に長者原の地名がみえ

「長者原住古笠井長者といム者居住す、故に所の名とす長者の屋敷跡に米塚茶磨塚なんといひ俸る

所あり、倭俗富有人を長者と称す」と記されている。また大正 2年に刊行された高木敏雄著『 日本

伝説集』にも「長者原 。出雲国八束郡大庭村に、長者原といムところがある。

昔、ここに米長者がゐた。その近 くに、馬長者がゐた。互に財産を競べて見ん、と云ムことに成

って、馬長者は、馬を残 らず列べ、米長者は、米をある限 り列べたが、俵が足らなかったので、一

長

・
７

，
７
■

一
一
一

幅
僚
凍
僚

同

２
．２
．１
．

Ａ
Ｂ
Ｃ
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番おしまひの米俵を、曲げて置いた、とか云ムことで、今に其所を鼻曲 りと呼んでゐる。

此長者が死ぬ時に、米倉の米で火葬せよ、と遺言 したので、残った者が、その通 りにすると、間

もな く、その長者の家は、潰れ了った。その屋敷跡には、責金の鶏が晴 く、と云はれてゐる。掘っ

て見ると、焼けた米が出るさうだ。」とあり、現在 も、 山代・ 大庭地区には同様な伝承がある。た

だそれらの炭化米が具体的にどの地点にどれほどの量が認められたかといったことは不明な点が多

い。そこで耕作時あるいは家屋の増築等で炭化米が出土することはなかっただろうかと思い、二・

三の方にたずねてみたところ、水野善光氏から大正初年ごろ、現在の今井基氏宅を増築するために

表土を10勁近 く削平された折、炭化米が10～ 20勁の層をなして認められたとの教示を得た。また昭

和の初年に現在の山代郷正倉推定地の南を束西に走る県道八重垣神社竹矢線が拡幅され、炭化米が

認められたと須山弥生氏より教示を得た。さらにこの県道よりもやや北側の畑地でも炭化米が認め

られたと平田充民氏からもうかがっている。このことからすると県道拡幅に際して認められた炭化

米は平田氏が認められたものの南端になるのかもしれない。

それら教示を得た炭化米出土地点については、発掘調査を実施 した結果 とはば一致するものであ

った。

ともあれ、恩田清氏が大庭・長者原の炭化米出土地を『出雲国風上記』にみえる山代郷正倉に比

定された意義はきわめて大 きいものであった。

ただ『出雲国風土記』にみえる地物の表示の基点となる意宇郡家の位置がこの時点では発掘調査

を経ておらず仮定の状態であった。そのことは氏 も記しておられるとお りである。

ところで、「大庭・ 長者原の出土米」 を紹介された同年、氏は「舎人の正倉」と題 し『島根新

聞』文化欄に12月 15日 ～17日 、上、中、下 3回 にわたって投稿されている。

ここで云 う「舎人の正倉」とは現在の安来市沢町所在の炭化米出土地を示している。

同町には奈良時代の吉瓦、礎石が認められる寺院跡があり、それは『出雲国風土記』の舎人郷の

教異寺に比定されるものであった。 それと炭化米出土地との距離は約600%を 測 り、比較的近いこ

とから舎人の正倉に比定されたのであろう。

この地には大庭の長者原と同様に「御前長者の住んでいた稲元屋敷の跡」であると云 う所謂長者

伝説がともなっていた。ちなみに、長者伝説は山陰にも各地にあって、鳥取県西伯郡名和町、名和

神社付近の炭化米出土地、長者原遺跡、同県西伯郡岸本町長者屋敷跡遺跡等が知られている。いず

れも調査の結果、律令時代の倉庫か、宮衝的な様相を呈していることは注意すべきことである。な

お、舎人郷正倉推定地から得 られた炭化米については本報告第Ⅵ章第 3節 山代郷正倉跡出上の炭化

米を参照されたい。
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3.炭 化米 出土地 と意宇郡 家 との里程

それぞれの炭化米出土地の位置が『出雲国風土記』にみえる意宇郡家を基点とした場合の記載距

離 と一致するか否かが大 きな問題 となろう。

しかし出雲国庁と同所にあったとされる意宇郡家の位置については、昭和35年の時点では意宇川

下流平野に存在することは、誰しも認めるものの、所在地となると諸説論議の分れるところであっ

た。以下これらの主要なものを紹介してみることにしよう。

各説は大別して平野の東 。中・西部とに分けられる。

国庁の位置について東方を推すものとして 古いものは岸崎佐久治時照『出雲国風上記鋤』天和

3(1683)年 であろう。岸崎は現在の八束郡東出雲町出雲郷を示し、野津左馬之助氏 も『 島根県史』

第 5巻 大正14(1925)年で、ほぼ同様な位置を推している。野津左馬之助氏は出雲郷の水田中に

上夫敷、下夫敷という地名のあることをもって前者を国庁に、後者を意宇郡家に比定され て い る

そして「越中国府址を今伏木 と穏す伏木は府敷にして之れ同意なり」としている。 (第 8図 1)

その後、後藤蔵四郎氏は『出雲国風上記考證』大正15(1926)年に、奥原碧雲氏は『八束郡誌』

大正15年に同説を支持する内容を記 している。この夫敷説は一時最 も有力な説とされた。

その後、昭和28(1953)年、出雲大社の正遷宮を記念 して平泉澄編『 出雲国風土記の研究』が刊

行され、その中で朝山皓氏は「出雲国風土記における地理_Lの諸問題」と題し、上記の夫敷説をし

りぞけられている。

それは同地が意宇川の氾濫を考慮すると、極めて危険であること、さらに夫敷移基点とすると風

上記にみえる地物 との里程が皆異なってしまうこと等を指摘し、松江市大車町西方を推された (第

8図 2)。 国庁が平野の西部に位置することを説いたものとして早いものである。

この説は加藤義成氏に継承され『出雲国風土記参究』昭和32(1957)年には「松江市大車部落あ
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たり」に国庁を推定されている。

近世前半期から始まった出雲国庁跡の探索 も朝山皓氏の大草町西方説が出されるに至って推定地

も東の夫敷から大きく西に眼をうつすこととなった。これは出雲国庁探索史上大 きな画期であった

と云えよう。

恩田清氏が「大庭・長者原の出土米をみてJ、 「舎人の正倉」等の記事 を運載 された昭和35年は、

大草町西方説にい くつかの傍証があたえられはじめた時でもあった。

さらに恩田清氏は、意宇郡大車村御検地帳等に「 こくてム」「 さい所」等の地名が存在すること

をつきとめ、これを論測にして昭和37年 4月 16日 付『島根新聞』に六所神社北西の字竹ノ後を中心

とする方 2丁を国庁に、その周囲方 6丁を国府に想定する説を公表 されるに至った (第 8図 3)。

以上が国庁を平野の西方に推す説の主なものである。この説をもってすれば『出雲国風土記』の

意宇郡の条に「 山代郷、郡家西北三里一百廿歩。所造天下大神大穴持命御子山代日子命坐。故云山

代也。即有正倉」とある山代郷正倉は、国庁推定地の六所神社北西地区を基点とすると方位 。距離

等から大庭町の炭化米出土地付近に自ら到達し、他の地物相互の距離 も不都合のないものとされた

のである。

これで一応、文献や地名の考察によって出雲国庁の位置はほば決まったかにみえたが、石田茂作

氏は『出雲・隠岐』昭和38(1963)年に「出雲国分寺の発掘」と題 して出雲国分寺の発掘調査の報

告とともに、出雲国庁の位置にもムれられた。つまり、出雲国分寺の南門から中軸線移約 4丁南に

延ばした通称三軒家付近に「丁ケ坪」と言 う地名があることに注目されている。「丁ケ坪」は「庁

が坪」に通ずる可能性があるとして、他に 6項目の理由をかかげ丁ケ坪を国庁に想定され て い る

(第 8区 4)。 しかし決定の鍵は発IFB調査をまつしかないとされた。

水野祐氏は『出雲国風土記論孜』 昭和40(1965)年に丁ケ坪より、 更に東南南400物 の水田中に

国庁の位置を想定されている (第 8図 5)。

この二例が国庁を平野の中央に推すものである。

この時期には出雲国庁推定地の諸説は出揃った感がある。恩田清氏は昭和41年 7月 12日 ～同年 8

月 9日 まで『島根新聞』に17回 にわたって「出雲国国府址の考証」を連載されている。それは近世

から昭和40年までの出雲国府探索史が各種の資料をもって述べ られており、六所神社北西方、竹ノ

後説を補強するものであった。

その後、風土記の丘を設置するに先だって周辺遺跡の調査が実施 され『島根県文化財調査報告』

第 5集昭和 43(1968)年が刊行されている。 その中で加藤義成氏は「 山代郷の正倉跡」 と題 して、

『出雲国風上記』にみえる里程の問題、各種吉文献からみた古代倉の構造等に言及されている。

大庭町の炭化米出土地が『 出雲国風土記』に記された山代郷の正倉跡であるとする確証を得るに
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は、まず意宇平野において天平 5年当時の出雲国庁跡の中心部を発掘調査によって検出する以外に

はないと言 うところまできていた。

それさえ検出すれば永年の論争 も氷解するかにみえたのである。

4.出 雲国庁 の調査

『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』昭和50(1975)年に町田章・近藤正氏は「推定地のうち、

松江市大草町六所神社付近はとくに有力であった。島根県の研究者の多くは、古記録や出土遺物を

よりどころにしてこの地域を「国庁」に比定した。これを受けた島根県教育委員会・松江市教育委

員会は、これを発掘調査によって実証しようという困難な事業に着手したのであった。」 と記され

ている。

昭和43年 8月 23日 調査団結成、同年11月 9日 ～12月 9日 まで、宮の後地区で規格性に富む建物跡

を検出。昭和44年 11月 2日 ～12月 24日 まで、宮の後地区を昨年の調査よりさらに西側を調査、国府

域の四至を求めて山代町樋 ノロ・水垣地区を調査。昭和45年 10月 26日 ～12月 19日 まで、宮の後地区

等を調査、六所脇地区で、政庁の一享卜を検出した。

3ケ 年の調査結果は、奈良時代の建物配置に計画性があり、文書業務活動を示す硯、墨書土器が

多いこと、貢進関係を示す木簡が出土したことから、現在の六所神社を中心とした一帯が『出雲国

風土記』に記されたところの国庁として疑 う余地のないものとなった。

5.山 代郷正倉推定地の調査

山代郷正倉跡に推定されている一帯が、わずかな畑地を残すのみとなっており、それも近い将来

宅地に転用される可能性が強いとして島根県教育委員会は国の補助事業として昭和53年から3ケ年

にわたって発掘調査を実施することとなった。

3ケ年の調査結果は、先年確認された、出雲国庁跡を基点とすれば、方向、距離が『出雲風 土

記』の記載とはば一致し、山代郷正倉に比定する蓋然性がきわめて強いものとなった。先の調査が

進むなかで、昭和54(1979)年に内田律雄氏が『山陰史談』16に「出雲の前方後円墳について」と題

して興味ある論を発表されている。つまり、出雲地域の前方後円墳の分布と、『出雲国風土記』に

みえる正倉の分布をあわせ考え、正倉を大化以前に設置された所謂屯倉であろうとするものである。

しかし山代郷に限っていえば、いまのところ大化前に遡りうる明確な資料は認められないが、類

例をまって検討されるべき内容であろう。

このように発掘調査を経て、正倉の研究は新たな展開をみる時期に来ている。

約四半世紀に近い山代郷正倉の研究史をひもといてみたが、それは『出雲国風土記』にみちびか

れて出発した出雲国庁跡の探索史と軌を―にした、表裏一体のものであったと言うことができよう。

(三宅博士)
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第 2節 調査区の設定と調査の経過

1.調 査区の設 定

昭和53年度調査の着手にあたり、調査対象地のほぼ中央に任意の点を 1点設置し、この点をもと

に磁北方向″南北の基線とし、これに直交する東西線とによって基準の座標軸を設定した。座標の

名称は最初に設置した中心点を0と し、この点から東西南北にそれぞれ lη ごとに El、 E2、 E3

…… 、Wl、 W2、 W3……、 Sl、 S2、 S3・ ……、Nl、 N2、 N3・ ……とした。遺 跡 平面図はこの座

標を基準に作成することとした。

なお、昭和55年度調査時には今後の周辺地域の調査および環境整備等にそなえて発掘調査用の座

標と国土座標との関係を求める作業、基準点設置作業、 1,000分 の 1地形図作成作業を株式会社ワ

ール ド航空事業に委託 して実施 した。その結果、発掘調査用に設置した座標の南北線は便宜上 トラ

ンシットの磁石をもとに作業を進めたため、実際の磁北より西方へO° 52℃6"、 国土調査法による第

Ⅲ座標系X軸 より西方へ8° 04′OTム れていることが明らかになった。

基準点は合計 7点設置した。それぞれの成果および設置場所等は一覧表 (表 2)、 基準点測量網

図 (第 9図 )1こ記した とお りである。 このうち、山代郷正倉跡地内に埋設した基 4は発掘調査用

の座標では S45E25と な り、基 5は S451V8と なる。

第 9図 基 準 点 測 量 網 図
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1,000分 の 1地形図は、撮影年度ができる限 り首いもので撮影縮尺が

4,000分 の 1～ 8,000分 の 1の範囲内の航空写真を使用する方針で進め、

昭和49年 7月 撮影の写真を用いることとなった。図式は国土地理院に

準ずるものとしたが、図化に際しては特に次の各項に留意して実施す

ることとした。

①特に指示した社寺境内地の図化に対しては写真上で判読できる地物

のすべてを図化し、建造物に対しては屋根界と同時にその実坪を表

示する。また、指定建造物等については資料に基づきその柱位置を

明示する。

②古墳などの図化に際しては、実測区をもとに O.5%間隔の助曲線を

挿入 し、地形を明確に表わすように留意する。また、現地のマウン

ドの限界を示す地点はその都度これを明示する。

第2節 調査区の設定と調査の経過

桂 石

盤石

□
下
―
司
―
上

図③平野地における凹地、樹林下の起伏、変形地形および山地における  第10図 基準点埋石

不明瞭な地性線の要地等については必要に応じて細部現地測量を行なう。

①あぜ道は細大の別な く、すべて描画するのを原則とする。あぜ幅は実幅より大きくならないよう

表 2 基準点成果一覧表 (国上調査法による第Ⅲ座標系)

等級 1点 名 I KX物  I KY物
-62,504.24

-63,768.30

-58,727.92

-63,375,

-62,936

-63,576.941

-62,858.

-62,863.01

-62,947.

-63,504

-62,250.

-63,077

-62,961.581

-62,843.

-62,570.

-63,521.631

-63,150

-63.405,

-63,232,081

-63,394

+84,431.06

+86,316.40

+83,479。 92

+85,327.

+84,061.

+84,111.

+84,887.

+83,854.

+83,561.

+83,611.

+85.909,

+84,781,31

+84,051.

+83,865.

+84,116.

+83,773.

+83,670.

+83,615.

+83,659.

+83,656.

+83,668,

H
″

171.46

74.48

29.73

8,75

28。 96

33.81

20.829

21.877

23.09

27.83

5.92

10.57

28,88

21,71

47.90

27 76

20.18

24.65

22.80

25.68

21,08

三角点

三角点

三角点

コンクリー

コンクリー

コンクリー

コンクリー

コンクリー

プラスチッ

プラステッ

コンクリー

卜柱+金属盤

卜+金属盤

卜+金属盤

卜柱+金属盤

卜柱十金属盤

ク赤杭

ク赤杭

トホ主

茶臼山

神子谷

西 尾

塞璧1

基 2

基 3

基 4

基 5

基 6

基 7

節 1

節 2

節 3

節 4

節 5

節 6

節 7

節 8

Pl

P2
P3

出雲国庁跡

水野マンション屋上

風上記の丘資料館屋上

山代郷正倉跡(S45E25)

山代郷正倉跡(S45W8)
東淵寺古墳墳頂部

秋上洋二宅北側側溝

出雲国分寺跡

真名井神社参道

旧速玉社地

-63,174.
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特に注意する。水田はすべて標高を明示する。

③ケバ、等高線は両方とも描き入れ、特に等高線が道路および水路を横切る場合 も挿入し、道路・

水路上の地形を明確にする。

③独立した山頂の標高を明示する。

⑦石標・立標または写真上著明な小物体で将来とも基準となるものはなるべ く図示する。

2.昭 和 53年度調査 (第 1次調査 )

第 1次調査を実施 した地域は松江市大庭町字内屋敷31、 同35-1、 同40-1および字植松34で計

約400″である。調査は畑の耕作が 一段落した 昭和53年 11月 24日 から翌54年 1月 15日 までの延 1ケ

月半を費やして行なった。調査対象地として選定した上記一帯は、昭和30年代に多量の炭化米が出

土したことから重要な遺構があるのではないかと注目されていたところであるが、近年特に宅地化

が進み、四方が住宅にかこまれる形の畑地となっている。

調査にあたってはまず 5× 10%の調査区を 4ケ所設定し、遺構が確認された場合は事情の許す範

囲で拡張してそれを追究する方針で行なうこととした。調査区箸については、調査に着手した順に

第 1調査区、第 2調査区……と呼称することにした。

第 1調査区 耕作による攪乱が認められ、地山面 も凹凸が著しい状態であった。ここでは調査区

のほば中央で径20勁ほどの浅い落ち込み 3個 を検出したのみである。

第 2調査区 計70個あまりの柱穴状落ち込みを検出し、南北棟建物跡 S B02と 柵 S A01を 確認し

た。

第 3調査区 3間 ×3間以上の規模をもつ総柱建物跡 S B01を 検出した。 S B01は 建物主軸方位

N-10°一 Eを 測る南北棟で、各柱穴は一辺約1.5物 の大規模な隅丸方形の掘 り形をもつ。規模 。構

造 ともに他の建物とはおもむきを異にするもので、倉庫跡と推定されるものであった。このほかに

調査区東南隅で弧状 Zえが く濤 S D01を 検出したが、その性格については不明であった。

第 4調査区 調査区北狽」壁に沿って S B03と S B04を 検出した。それらはいずれも東西棟となる

ものであった。建物以外の遺構としては土墳 S K03を 確認した。

この年の調査で特に注目すべきは、倉庫跡と考えられるS B01等の検出により調査区一帯が『出

雲国風土記』に記されている山代郷正倉の一隅である可能性が強まったことで、今後周辺部の調査

の必要性を感じさせるものであった。

3.昭 和 54年度調査 (第 2次調査 )

昭和53年度調査の成果をムまえて第 2次調査を計画し、秋口から具体的な調査地区の選定、検討

を進めていた。ところがその矢先、10月 28日 に第 2次調査を計画していた松江市大庭町字内屋敷地
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第2節 調査区の設定と調査の経過

内で宅地造成による遺跡破壊の情報がキャッチされた。早速、松江市教育委員会と業者をまじえて

協議し、工事中止を申し入れるとともに11月 5日 から松江市教育委員会の協力を得て発掘調査を実

施することとなった。

調査は造成工事予定地である松江市大庭町字内屋敷45-1、 46、 47(第 5調査区)の 約 1,115″

を主体 として実施 した。 そのほかに周辺部にあたる松江市大庭町字内屋敷32-2(第 6調査区)、

松江市大庭町字植松91-2(第 7調査区)の 2ケ 所を発掘調査し、昭和55年 2月 26日 に現場の作業

を終了した。

第 5調査区 この調査区では東壁寄 りと西半に集中して多数の遺構が検出された。調査区東北隅

において検出した大規模な掘 り形をもつ総柱建物跡 S B05(3間 ×4間 )は S B01の 南方延長線上

約25.5η のところに位置し建物主軸方位 もS B01と 同様であることが知られるに至 り、両者が一定

の規格性にもとづいて配置されたものであることが判明した。また調査区東辺に沿って一部 S B05

と重複 して南北棟建物跡 S Bll(8間 ×2間以上)を検出し、その南端付近で柵 S A02と 思われる

遺構を確認した。このほかにこの付近では南北方向に蛇行して走る濤状遺構を検出したが、後の調

査で S D01に つながることが確認された。年代・性格については不明である。また S Bllと 重複 し

て竪穴住居跡状の落ち込みが検出されたが、これも性格は不明である。調査区の西半では南北棟建

物跡 (S B06・ S B08。 S B10)、 東西棟建物跡 (S B07・ S B09)、 柵 S A03、 土壊 S K01、 SK

02な ど多数の遺構が重複 して検出された。

第 6調査区 第 5調査区の西方約50物 の地点で、大庭十字路の北西側にあたる。建物群の西限を

確認する目的で調査区を設定 したが、小面積であったうえ、耕作による攪乱が著しく、遺構、遺物

等は認められなかった。

第 7調査区 建物群の北限考求めるため第 5調査区の北方約100%の 位置に設定した調査区であ

る。調査区北寄 りで東西方向に走る濤状遺構 S D02を 検出したが、浅い粗雑なもので、建物群の北

限を区画する施設と判断するには至 らなかった。

第 2次調査の結果、特に昭和53年度に発見された総柱建物跡の真南 25.5効 のところで同じ方位を

とる総柱建物跡 1棟が検出され、これらが計画的に整然と一定の規格性をもって建てられたもので

あることが判明した。またこれらの倉庫群に附属するとみられる1/PB立柱建物跡 も検出されるに至 り、

『出雲国風土記』の記載とも関連してますます遺跡の重要性が明らかになった。そもそも第 2次調

査の直接の発端は宅地造成によるものであったため、調査後の遺跡の取 り扱いについては憂慮すべ

き状況にあった。開発か保存かといった問題で紆余曲折はあったが、県教育委員会ではとりあえず

業者との交渉期間を延期、その間に文化庁 と度重なる協議を行なった結果、次年度に周辺の発掘調

査を行ない、正倉跡の全容を明確にして国指定史跡として現状保存するよう努めることとなった。
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4。 昭和 55年度調査 (第 3次調査 )

第 3次調査は建物配置の全容を把握し、遺構のひろが りと正倉域を明確にする目的で昭和55年 5

月 6日 か ら9月 13日 まで実施した。調査地は松江市大庭町字長者原、同字植松、同字内屋敷ほかで、

計約920″ を調査した。

第 8調査区 第 5調査区西側の畑地に設定したもので、調査区中央部で S B16、 S B17、 S B18、

南西隅で、 S B15の 合計 4棟の掘立柱建物跡を検出した。

第 9調査区 第 3調査区の北東方向約15"に位置し、東面する緩やかな斜面 となっている。掘立

柱建物跡 5棟 (S B21、 S B22、 S B23、 S B24、 S B25)と 柵列 1条 (S A04)を 検出した。い

ずれ も小規模な柱掘 り形を有するもので、周辺から出土した陶磁器等から中世ごろの遺構と判断さ

れた。

第10調査区 第 3調査区と第 5調査区の中間に設定したもので、大規模な柱掘 り形をもつ総柱建

物跡 S B12(3間 ×4間)が検出された。 S B01と S B05の ほば中間に位置してお り建物主軸方向

もそれらと同様できわめて計画的に配置されていることが明らかになった。また S B12の 南西側で

多量の炭化米が出土し、建物の性格を考える上で示唆に富むものであった。

第H調査区 第 1調査区と第 5調査区の中間に設定 したものである。第 2次調査で検出していた

S B08の 北半分が確認され、 2間 ×4間の南北棟であることが判明した。ほかにS B19。 S B20を

検出した。

第12調査区 水野善光氏宅の庭に設定したものである。調査区南寄 りで一辺 lη 以上の大規模な

柱掘 り形をもつ掘立柱建物跡 S B13が 確認され、この付近で炭化米が散見された。このほか南北方

向に走る濤 S D03、 東西方向に走る濤 S D04が 検出された。

第13調査区 第 1調査区の西側に設定した調査区で耕作による攪乱を受けていたが、調査区南壁

に沿って S B14が 検出された。

これまでの一連の調査によって建物配置の大要が把握できたので、 以後調査区を北西約 100物 の

松江市大庭町字庄蔵屋敷南側の畑に移し、正倉域の確認と正倉周辺の建物群の検索をすることにし

た。この字庄蔵屋敷については「正倉屋敷」が転化したものとも考えられることから山代郷庁が推

定されているところで、現在は雑木林となっている。今回調査を実施したのはその雑木林の南方約

30η にあたる畑地で、西面する緩やかな斜面となっている。この斜面は後世の造成を受けず、古い

地形をよく保っているものと判断された。調査は東西方向に長い調査区を 3ケ所設定 し、第14～ 16

調奎区とした。

第14調査区 表土下約30効で地山面とな り、後世の撹乱等は受けていなかったが、遺構 。遺物と
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第3節 遺跡の保護と調査後の措置

いったものはまった く確認することができなかった。

第15調査区 調査区西側においてほぼ南北方向に走る濤 S D05を 検出した。

第16調査区 第15調査区で検出したS D05の続きと考えられる滞状遺構を確認した。

第17調査区 発掘調査中に松江市大庭町字植松において住宅建設が計画 されていることを知った

ので急速設定 した調査区である。調査の結果、この地域は以前に盛土が行なわれてお り、建物基礎

工事は旧表土層までおよばないものと判断された。したがって、今回の調査では深 く掘 り下げてい

ないので、この地区における遺構の有無は確認していない。

第18調査区 第17調査区の北方約40%の 位置に設定 したものである。このあた りは標高約20%で、

多数の建物跡が検出された第 1～ 5調査区の位置より1.5η ばか り低い。 表土下約50Mで地山面と

なり、遺構・遺物等はまった く認められなかった。地形等からみても正倉域の北限はごの調査区よ

り南にあるものと判断された。 (三宅博士 。松本岩雄)

第 3節 遺跡の保護と調査後の措置

1.指 定 に至 るまで

意宇川下流平野の西縁に位置する通称団原丘陵一帯は、この地域としてはまれな台地状の地形が

広がってお り、律令時代の行政を担った多 くの公的施設 (正倉跡、山代郷庁跡、黒田駅跡、意宇軍

団跡など)が推定される場所 として従来から注目されていた。ところがこのあた りはすでに昭和45

年に都市計画法に基づ く住居地域に指定されており、周辺の宅地化が著 しく進み、遺跡保護の立場

から憂慮すべき事態となってきた。そこで、団原丘陵に所在する遺跡の実態を把握し、早急にしか

るべき保護策を立てる必要があるとの考えから発掘調査を計画した。 調査は 昭和53年度から国庫

補助事業 (2000千円)と して実施することとなり、まず初年度は炭化米の出土等から『出雲国風土

記』にいう意宇郡山代郷の正倉跡に推定 されていた地域を手掛けることにした。

第 1次調査の結果、大規模な柱掘 り形を伴 う3間 ×3間以上の掘立総柱建物跡 1棟のはか、 2間

×3間 と推定される掘立柱建物跡、柵列等を検出した。建物の全体的な配置状況、範囲等の詳細に

ついては今後の調査にまたねばならぬとしなが らも、立地やlFB立 総柱建物の形態、建物群の規格性

などに加え、『出雲国風土記』 の記載とも関連して、 このあたりを山代郷正倉跡の一角とする可能

性が強まった。

そこで昭和54年度、その第 2次調査を国庫補助事業 (2000千円)と して計画、秋国から具体的な

調査地区の選定、検討を進め、10月 28日 調査予定地の下見にでかけた。ところが現地に近づ くにつ

れて、いつもは物静かな住宅地なのに何やら異様な重苦しいエンジン音が聞こえてきた。足早に現

地へ赴 くと驚 くべ きことに第 2次調査を計画していた大庭町字内屋敷地内で宅地造成工事が始まっ
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ていたのである。

聞けば、業者は土地所有者と6月 21日 に契約を済

ませ 7月 28日 に島根県知事から都市計画法第29条

に基づ く開発行為の許可を得た上で10月 25日 より

工事に着手したとのことであった。早速10月 29日

業者に工事中止を申し入れるとともに松江市教育

委員会、県教育委員会の二者をまじえ遺跡保存に

第12図 宅地造成工事の発見 (昭54.10,28) ついて協議した。業者の態度はきわめて強行で、

現段階で造成事業計画変更は 困難ということで、 当初は発掘調査す らも応 じない 雰囲気であった

が、とりあえず11月 5日 から松江市教育委員会が事業者負担で発IFB調 査を実施することとなった。

調査が進むにつれ、第 1次調査で検出された総柱建物跡の真南 25,5物 のところで、方向、 規模等

まったく同じtFB立総柱建物跡 1棟が確認され、ますます遺跡の重要性が明らかになってきた。そこ

で、今後の遺跡保存等を考慮して11月 19日 からは県教育委員会が当初計画していた国庫補助事業の

第13図 現地調査指導 (昭54.11.28)

一環 として調査を進めることとし、総柱建物跡群

に加えて管理棟ともみられる掘立柱建物跡 も検出

されるに至った。■月28日 には山本清 (県文化財

保護審議会委員)加藤義成 (同)両氏に加え、奈

良国立文化財研究所埋蔵文化財センターの山中敏

史技宮の現地視察を得、郷単位の正倉跡とすれば

全国的にもほとんど例がなく、またなによりも風

土記の記載と一致する可能性が強いという点で学

術的にきわめて貴重なものであるとの助言を得た。さらに、12月 3日 には出雲国庁跡の発t/Ph調査を

手掛けられた奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター遺物処理室長で県の文化財保護審議会委員

でもある町田章氏の視察があり、遺跡の重要性と現状保存の必要性を力説された。

県教育委員会では遺跡保存の検討を進めることとし、あらまし遺跡の様子が知られるようになっ

た12月 5日 、遠藤豊文化課長が上京、文化庁に遺跡の状況を説明するとともに国指定史跡としての

保存措置を申し入れた。この時点での文化庁の意向は、遺跡の全体的な範囲が必ずしも明らかでな

いので現状では国の指定までには…というものであった。そうなると県独自で保存に乗 り出さねば

ならないが、そのための土地買上費が問題のところだけでもざっと60,000千 円。しか も、土地所有

者と業者との売買契約等とも関連して遺跡の取 り扱いについて文化財保護側の態度をきめる業者と

の約束のタイムリミットは12日 と迫っていた。
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こうしたなかで、 8日 には風土記の丘教室の12

月例会 として現地説明会が開かれ、風上記の丘友

の会の会員など多 くの市民が参加し、民間で も遺

跡保存の声が高まった。そして県埋蔵文化財調査

員の宍道正年 (平田市立久多美小学校教諭)氏の

呼びかけで市民団体による遺跡保存運動が展開さ

れ、16日 には風土記の丘で「 山代郷正倉跡の重要

性を考える会」が開かれることとなった。

ありなりのところ、文化財行政関係者にとっては現状保存を一時絶望視せざるを得ない状況にあ

ったが、高まる世論に加え11日 に県文化財審議会委員より再度保存の要請 もあり、とりあえず遺跡

取 り扱いの最終態度決定を年内まで延期することで業者の同意を得るよう努力することとした。そ

の間、文化庁とさらに協議を重ねた結果、12日 の電話連絡により、周辺の発掘調査を行ない、正倉

跡の全容がつかめれば国指定の可性能あり、との感触を得た。

折 りしも第285回島根県議会開会中 であり、14日 の県議会本会議で神門吉晴議員、内藤和男議員

がこの遺跡保存問題について質問、これに対 して恒松知事は「歴史的・学術的価値の高い遺跡であり、

後世に残す方針で取 り組む」と答弁した。この議会答弁の結果をムまえ県教育委員会では県が設置

した県立八雲立つ風土記の丘の主要遺跡としてこの遺跡を保存することとし、早急に業者、土地所

有者と遺跡保存の交渉に入 り協力をとりつけることができた。一方国指定を目指して調査を継続し、

翌昭和55年度には正倉跡としての全容を解明することとなった。

なお、 16日 に発足した「 山代郷正倉跡の重要性を考える会」 の代表 2名 は19日 、 恒松知事を訪
註 1

ね、約180人 の署名を添えて要望書を手渡した。要望は「山代郷正倉跡 の取 り扱いと今後の文化財

保護行政のあり方について」で、その内

容は①行政内部での横の連絡を密にする

こと。②地元の理解の上に立った調査保

存計画を立てること。③教育委員会によ

る埋蔵文化財パ トロールを実施すること。

①文化財保護行政の体制を強化すること。

③八雲立つ風土記の丘構想を明確にし、

かつ実施すること。――の 5点である。

同様の要望書は21日 に中村松江市長にも

提出された。

第15図 考える会要望書提出 (昭54,12.19)

(山陰中央新報社提供)
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2, 指定 と調査後 の措置

昭和54年 12月 に遺跡保存の方針が決定されたため、遺跡破壊という最悪の事態はまぬがれること

となった。しかしこの段階ではまだ第 1の ハー ドルをかろうじてクリヤーしたといったところで、

残 された問題は山積みしていた。今後解決すべ き主な問題点はおおよそ下記の 3点であった。

①当初は県土地開発公社で先行取得する方向であった。ところが、文化庁の最終的な見解は、現

時点で公社が先行取得した場合は買上げに際して国の補助対象とすることができないという結論で

あった。つまり、国指定史跡にならない限 り国庫補助事業として買上げできないので、国指定にな

るまで今回問題の発端 となった宅地造成予定地の所有者に支払いを待ってもらわねばならないこと

となった。

②国指定史跡にするためには、周辺の発掘調査を行ない、正倉跡の全容をつかむことが条件であ

るから、早急に周辺土地所有者の発掘承諾を得て調査を実施すること。

①昭和55年度中に国指定史跡にするためには、遅 くとも8月 25日 までに指定申請書を提出しなけ

ればならず、それまでに周辺地域の土地所有者から指定同意書を得る必要がある。

①については、土地所有者は宅地 として売買した土地代金を見込んですでに新事業に着手してお

り、元手なしに銀行からの融資が得 られるかどうかといった点が最大の問題であった。順調に国指

定・買上げと事が進んだとして も土地代金を支払 うまでにはあと1年半 ぐらいはかかると予想され

る。それまでの間なんとか待って もらう手だてはないものかと協議した結果、銀行倶」は公的機関が

公式に指定・買上げの方針を打ち出しているので、その信用のもとに融資してもよいということで

あり、この件については一応解決した。

次の②①については、まず昭和55年 2月 14日 に周辺部の土地所有者に集ってもらい、スライ ド等

を使用しながらこれまでの調査の概要と遺跡の重要性について説明を行なった。加えて、今後周辺

部の発掘調査を行ない、国指定史跡として保存 したい旨を伝え、協力を求めた。これに対 して、土

地所有者からは次のような意見が出された。①指定 しないで記録保存のみに留めてほしい。①一方

的に指定 されては困る。地域住民の意志を尊重してはしい。③出雲国府跡 (国指定史跡)では同意

なしに指定 され圃場整備等 もできない。鶏塚首墳 (国指定史跡)の周溝部は圃場整備ができないの

で大金を投じて水路を迂回させた。鶏塚吉墳・山代二子塚古墳 (国指定史跡)の買上げも行なわれ

ていない。それら既指定の遺跡を放置したままで新たに指定地をムやすことは困る。①会合で話し

合った事項の証人として第二者 (地元代表者など)を 立ててはしいなどの意見が出された。結局、

今後の調査・指定問題に関しては以後TEl別 に会って各土地所有者の事情を聞き、共通の問題につい

ては会合をもつという方針で交渉を進めることとなった。
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第 3節 遺跡の保護と調査後の措置

その後、 3月 。4月 に各土地所有者と交渉を

重ねた結果、大多数の方々から指定の問題は今

後に残すとしながらも、発掘調査に関しては承

諾を得ることができ、 5月 6日 から調査に着手

することとなった。

調査の進展に伴い、これまでの調査で確認さ

れていた 2棟の倉庫跡のはば中間地点で新たに

3棟 目の倉庫跡が検出され、正倉群としての性

格がいっそう具体化してきた。そこで 6月 18日 には山本清 (県文化財保護審議会 委員)、 加藤義成

(同 )、 町田章 (同 )、 渡辺貞幸 (島根大学講師)の各氏、 6月 20日 には木下正史 (奈良国立文化財

研究所飛島藤原宮発掘調査部考古第 2調査室長)氏を現地に招 き、検討会を開いた。その際に、現

在丘陵の東寄 りにのみ 3棟の倉庫跡が発見されているが、西側を調査して遺構の有無を確認するこ

と、地形によって東西の範囲は大略把握できるが、南北は不明であるから周辺を早急に調査 して範

囲 (正倉域)を 明確にすることなどの指導・助言を得た。

一方、このころから指定同意を得るための作業に取 り組み、 7月 16日 には地元選出の角吉郎松江

市議会議員、松江市教育委員会 もまじえて土地所有者と会合を開 くこととなった。土地所有者は、

遺跡の重要性は理解できるし、保存することについても良いことだと思 うが、これまでこの地域で

指定になっている出雲国府跡地内の画場整備や鶏塚古墳、山代二子塚古墳などの買上げ問題が解決

していない以上は指定に同意しかねるという強い態度であり、交渉は進展しそうになかった。

こうしたなかで、指定の範囲、指定の条件といったものを文化庁と最終的に協議しておく必要が

あると考えられたので、 7月 22日 には北村文治 (文化庁主任文化財調査官)氏、 7月 26日 には中野

浩 (文化庁主任文化財調査官)氏に来県いただいて指導を受けた。特に22日 は北村氏に加えて県文

化財保護審議会委員の山本清・加藤義成両氏にも御出席願い、午前中は30度を越す猛暑にもかかわ

らず現地およびその周辺部を丹念に視察され、

午後からは実測図、出土遺物等を検討しながら

熱心に御討議いただいた。

その結果、公的な建物群と考えられる正倉跡

は、その性格および地形、現在までの調査結果

から少なくとも一町四方におよぶ範囲が想定で

きるとし、指定鞄囲は正倉域 と考えられる地域

を全て含むものとすることとされた。また、指

第16図 現地検討会 (昭 55。 6.18)

第17図 文化庁視察 (昭55,7.22)
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第Ⅲ章 調査と遺跡保護の経過

定にあたっては、指定後の保存管理計画 を策 定 することとし、その際には地権者代表数名に入っ

てもらい住民の意見が反映するように指導された。さらに、中野主任調査官は、指定申請書を文化

庁の事務局へ提出する期限は元来 8月 12日 であるが、この件については昭和54年度から懸案事項で

もあるので間に合わなければ 8月 25日 まで待つ。それに間に合わない時は昭和56年 3月 の審議会扱

いとな り、昭和55年度中の買上げはありえないので早急に土地所有者の同意を得る努力をしてはし

いとの指導があった。また、宅地造成予定地以外の土地買上げは少なくとも2～ 3年後の見込みと

のことであった。

この文化庁、県文化財保護審議会委員の指導に基づき、宅地を含めた推定正倉域全体を指定すべ

く、早速 7月 30日 に新たに周辺部の土地所有者や自治会長、自治会副会長の各氏にも会合に加わっ

ていただき、交渉を進めた。ところが交渉は遅々として進展しない。土地所有者としては、これま

で先祖代々受けついで自由に使ってきた私有地がある日突然指定 という規制が加えられることは納

得いかないが、全国的にも稀な貴重な遺跡だということなので少な くとも`倉庫跡の発見された部分

だけで も同意しようと考えていたが、宅地にまでおよぶ広範な地域なら同意しかねるというもので

あった。この時点で交渉はまた暗礁に乗 り上げてしまうこととなった。その後、 8月 8日 、 8月 19

日と会合を重ねるうち、仮 りに指定になった場合はどのような規制があるのか、買上げするならそ

の時期はいつか、価格、所得税控除の点はどうか、代替地を求めたらどうなるか、指定、買上げ後

はどのような状態にして管理するのかなどといった具体的な話が出されるようになった。県教育委

員会 としても、指定にあたっての条件を記した「覚書案」等を提示して交渉を進めた。そして角議

員が「道路、学校等については公共のために土地を提供する。文化財についても同じような認識で

行なっていただきたい。特に文化財の多いこの大庭町・山代町では文化財と開発の調和をどのよう

に計るかを地域全体の問題として考えていかなければならない」と文化財保護に対する見解を出さ

れ、「道路なら曲げてもつ くられるが、遺跡はそのようにいかないのでなんとかしな くては……。

県教育委員会の方でも急いでおられるようだし、22日 ごろまでに所有者だけの会合を開いて意見を

まとめて、 もう一度県との会合をもったらいかがでしょうか」という提案をされた。

これにより、 8月 22日 に再度会合をもつこととなったが、この日に同意が得 られなければ25日 ま

でに指定申請書を提出することは困難とな り、昭和55年度中の指定はできない状況にまで期間がせ

まっていた。この会合では、宅地の部分について同意 してもよいという方 もあったが、十分まとま

った状態にない上、予定地内に長者原公民館が含まれているため、その同意を得るためには自治会

総会を開いて決定 しなければならず、かな りの期間を要するものと思われるから現状ではきわめて

困難であるとされた。ただし、畑の部分については貴重な遺跡であるのでこれまで話し合ってきた

ことや、「覚書案」にあるような ことについて誠意をもってやっていただければ指定に同意しても
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第3節 遺跡の保護と調査後の措置

よいということであった。文化庁から示された指定範囲よりも大幅に狭いものではあるが、かろう

じて現状での空間地については指定同意をとりつけることができたのである。この日の会合は深夜

におよび、終了したのは午前 1時 を過ぎたころであった。指定同意交渉にあたって忙 しいなか再三

にわたる会合に御出席いただき、御理解、御協力いただいた土地所有者をはじめとする地元の方々

に対してあらためて深甚の謝意を表する次第である。

8月 22日 の会合をムまえて、早速指定同意書に押印していただき、推定正倉域全体の指定は今後

の追加指定に待つこととし、とりあえず同意を得た畑地部分の指定申請書および添付資料を取 り急

ざ作成した。そして25日 の夜行列車で勝部昭埋蔵文化財係長が上京、指定申請書を文化庁まで持参
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公簿地積 1  499 1現況地目 1 畑

底 辺 1高 さ 1数  量

第Ⅲ章 調査と遺跡保護の経過

表 3-1 史 跡 指 定 地 各 筆 面 積 一 覧・ (単位″、″)

28.55  1    6.25
24.251 6.40
20.30  1   14.20
19.05  1    6.20

④-1、 ④-2

地  番 1 40-1 1公簿地 目 1 畑

１
２
３
一計
一鶏

1郷 41385

1■ &56925

とも!1往 i:

17.45  1   8 60
17.45  1    1 70

:B::B  1   lB:8:
19.80  1    8.05

と器|&説 1識鍋

②

所 在 地 1 松江

地 番 1 35-1 1公簿地目 | 畑

公簿地積 1  495 1現況地目 1 畑

公簿所有者1  秋 山 壽 延

見在所有者| 同    上

31.95

35.65

35.65

5.40

9.30

13.85

172.5300

331.5450

493.7525

計 997.8275

2除 498.91375

③-1

所 在 地 松江市大庭町

地  番 34-1 1公簿地目 1 畑

⌒ 鐘 IJL稿 240 1現況地目 1 畑

公簿所有名 秋 山 壽 延

現在所有名 同    r

号 底 辺 高  さ 数  量

14.80

18.55

20 35

21.85

25.40

26.70

28.55

3 75

8.05

2.95

3.95

4.15

0,90

1.65

55.5000

149。 3275

60.0325

86.3075

105.4100

24.0300

47.1075

527.7150

263.8575
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1 45-5 1公簿地 目

2.38  1   62.1180

,1謝 1 1ヱ::B鴻8

表 3-2史 跡 指 定 地 各 筆 面 積

⑦

第3節 遺跡の保護と調査後の措遭

一 覧  (単位%、 ″)

※⑦は平田充民氏所有地であったが昭和56年 3月 16日 に島根県が買上げたものである。

※※④-1は買上げ希望のない地域である。

し、間一髪で最終締切に間に合 うことができた。

なお、指定同意を得る際には時間的余裕がなかったため指定にあたっての覚書をとりかわすこと

ができなかった。そこで 9月 以降 3度の会合を開いて吟味し、昭和56年 3月 27日 に、土地所有者と

県教育委員会教育長の間で、覚書をかわした。

国の文化財保護審議会は10月 24日 にこの遺跡を史跡に指定するよう田中龍夫文部 大臣に答 申 し

た。これに基づきこの遺跡は、昭和55年 12月 5日 付け、宮報第 16,162号 、文部省告示第 178号にお

いて名称「出雲国山代郷正倉跡」として国指定史跡となった。

名      称 所 在 地
|

地 域

出雲国山代郷正倉跡 島根県松江市大庭町字

内屋敷

同 字植松

35Zξ、 35ノ  1、  40を旨ノ 1

42ヱ〔ノ14、 45ノ  1、  45ノ

5  34署ξ

指定面積は3637,73″ でその地番ごとの内訳は表 3の とお りである。 なお上表は宮報掲載の地番

であるが、その後「字値松34番」は「字植松34番 ノ 1」 と「字植松34番 ノ 2」 に分筆された。指定

地については今後できる限 り早 く買上げてほしいということであったが、土地所有者の希望で松江

市大庭町字内屋敷40番 ノ 1、 ■8.56″ のみ (丈量図中①-1地域)は現状のまま売らずに畑として

使用したいということであった。

指定地のうち、このたび直接問題の発端 となった宅地造成予定地 (松江市大庭町字内屋敷45-1番

地)1,■5″ については幸にも補正予算で計上されたため昭和56年 3月 16日 に買上げることとなる。

今後、指定地についてはできる限 り早 く買上げできるよう働 きかけ、買上げ後は環境整備事業を

実施し、風土記の丘地内の主要な遺跡の一つとして活用してい く方針である。また買上げ後の管理
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第Ⅲ革 調査と遺跡保護の経過

は県立八雲立つ風土記の丘が行な う予定である。

遺跡の調査は、保存を考慮 して特に柱穴の断 ち割 り等は最小限に留めた。調査後は柱穴内は砂移

充填 し、遺構確認面には全面にわたって厚 さ 2～ 3翻の砂を敷 き、その上 に土を覆 って遺構を保存

した。また、調査区内には今後の環境整備、周辺の遺跡調査等にそなえて国土座標 を明 らかにした

基準点 (表 2)を設置 した。

なお、発掘調査、指定にあたって終始御協力いただいた土地所有者の方 々に対 し、昭和56年 3月

16日 に水津卓夫島根県教育委員会教育長か ら感謝状 を手渡 した。         (松 本岩雄 )

註 1 「山代郷正倉跡の重要性を考える会」の第 1回集会の状況および要望書提出の状況は昭和54

年12月 17日 、同20日 の朝日、毎日、読売、中国、山陰中央ほかの各社新聞紙上に詳しい。また、

山代郷正倉跡が提起した諸問題や要望書の内容については宍道正年「保存の方向へ歩み出した

山代郷正倉跡」(上)(中)(下 )『山陰中央新報』昭和55年 1月 14日・ 15日 。17日 文化欄にまと

められている。

出雲国山代郷正倉跡の史跡指定に伴う覚書

島根県立八雲立つ風上記の丘地内にある山代郷正倉跡を史跡に指定するに当たって、島根県教育

委員会 (以下「甲」という。)と土地所有者 (権原に基づく占有者を含む。以下「乙」というと)は、

この覚書を交換し双方誠意をもって次の事項を履行することを約束する。

(財産権の尊重)

第 1条 甲は、史跡に指定された土地にかかる乙及び関係者の所有権その他の財産権を十分尊重す

るものとする。

(史跡整備委員会の設置)

第 2条 指定された後は、土地所有者 (所有権移転後の旧地主を含む)、 隣接地の関係者、地域代

表者及び文化財保護担当者からなる史跡整備委員会を設け、将来の管理計画を協議、策定すると

ともに、この実施について協議する。

(管 理 費)

第 3条 指定地の除車などの一般的な管理は、甲が行うものとする。

(現 状 変 更)

第 4条 指定地に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文

化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、次の行為については現状変更の対象とはなら

ない。

一 現状での耕作

二 通常の管理

2.地下遺構に与える影響の軽微などニールハウスなどの工作物の設置は、あらかじめ甲に届け出

るものとする。

3.前項の届け出を受けた甲は、届け出にかかる地区についてすみやかに事前の調整を行うものと

する。これに要する経費は甲が負担するものとする。

(土地の買上げ等)

第 5条 乙が指定地の売渡しを希望する場合は、甲に事前に申し出るものとする。

2.前項の申し出があった場合は、甲は、その取扱いについて文化庁及び乙と協議するものとする。

3.前項の協議の結果、甲がこれを買収する場合には、その価格は時価によるものとする。
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(そ の 他

第6条 この覚書で定めのない事項にっいては、文化財保護法の趣旨に沿ってその都度関係者協議

のうえ決定するものとする。

昭和5643月 27日

甲 島根県教育委員会教育長 水 津 亭 夫

乙 松江市大庭町274-1

萩 山 寿 延

松江市大庭mJ42-5

今 井  基

松江市六庭町40

水 野 善 差

松江市大庭町30

水 野 幹 夫



第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

昭和53年度、昭和54年度、昭和55年度の 3ケ年にわたる発掘調査により検出した遺構 は建 物 跡

25、 柵列 3、 濤状遺構 5、 土壊 4である。以下、これらの遺構について個別に説明を加えることに

する。

第 1節 建 物 遺 構

S B01(第 21図、図版 3)

丘陵の東側傾斜変換点付近に設定した第 3調査区の北半、表土下約 0.5%で検出した総柱構造の

建物跡である。完掘しなかったため、昭和53年度調査の際には 3間 ×3間 になるものと考えていた

が、その後の調査によって検出した S B05、 S B12に きわめて類似していることから3間 (6.69%)

×4間 (7.12%)の南北棟建物跡と推定される。このように考えると床面積は47.6″ あまりになり、

主軸方位はN-10°一 Eを測る。柱間寸法は桁行1,78効 (6尺)等間、梁間2.23%(7.5尺)等間で

ある。検出した柱穴は計13個 あり、いずれも隔丸方形の掘 り形をもつものであった。それらの柱穴

のうち断ち割 り調査はPl～ P3、 P8～ P13と し、その他は位置の確認のみにとどめることとした。

Pl 建物の南西隅に位置する柱穴で、据 り形は隅丸方形を示す。 地山面にはば垂直に掘 り込ま

れてお り、長辺1.50″ 、短辺1.37%、 深さ0.77η を測 り、底面は水平に仕上げられている。内部の

土層は大きく4層 に分かれ、底部隅に認められた黄色土は構築時に、柱を固定する目的で行なわれ

た版築のなごりであろうと考えられた。他の 3層 はいずれもレンズ状に堆積しており、建物の廃絶

時に柱を抜き取った後埋め戻したものと判断された。

P2 Plの北側に接して 掘 り込まれているもので長辺1.48%、 短辺1.35%、 深さ0,5物 を測る。

底面は北側から南にかけて約 8度ほど傾斜 してお り、そのほぼ中央に凹が認められた。この凹はお

そらく柱の位置を示す ものと思われる。土層は単一土層でPlを 埋めた ものと同様のものであった。

P3 長辺1,07%、 短辺0,97%、 深さ0.5物 を測 り、tPBり 形 としては比較的小 さいものである。こ

こでは掘 り形上面で柱の抜 き取 り痕が上縁に接して認められ、柱を東側へたおすようにして抜き取

ったことが知られる。

P8 掘 り形上縁は不整形な円形を示し直径1.45η 、深さ0.77%を 測るが、 底面は隅丸方形 とな

っている。とくに注目すべきは柱根を固定するために、底面中央に更に径0.48η、深さ0.38η の柱

穴を掘 り、 2段掘 りとしていることで、同様な形態は P9、 P10で も認められる。 P8、 P9、 P10

はいずれ も東側柱列から2番 目の南北列であることが注目される。
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

P9 掘 り形の上縁が不整形な円形を示すにもかかわらず、底面が隅丸方形となっており、中央よ

りやや北寄 りの位置に更に掘 りさげて 2段掘 りとする点等 P8と 同様である。 IFBり 形は長辺1.55%、

短辺1.48%、 深さ0,6η 、柱穴径0,46%、 深さ0,4物 を測る。掘 り形内の埋土はすべて黒色上のブロ

ックを含むもので、柱の痕跡は認められなかった。

P10 -辺 1,32%を 測る正方形に近い掘 り形をもち深さは0.65%と し、底面中央よりやや北寄 り

の位置に径0。 42η 、深さ0.2"の柱穴を掘 り込んでいる。 内部の埋土は黒色土が全体にみられ、比

較的大 きい黄色土のブロックが混入する。

Pll 建物の南東隅に位置するもので、 隅丸方形のtFBり 形は、 長辺1.33"、 短辺1.23%、 深さ

0.6解 を測る。底面は南側から北側にかけてゆるやかに傾斜してお り、北西寄 りに柱の位置 を示す

径0.6%の凹があった。 また掘 り形上面で柱を東へ向って 倒しながら抜 き取った痕跡が認められ

た。

P12 正方形に近い隅丸方形の掘 り形は、長辺1.42筋 、短辺1.40物 、深 さ0.56η を測る。底面は

ほぼ水平となっているが、中央東寄 りに径 0.45η 、深さ0.06η の柱位置を示す凹が認められた。

また掘 り形上面で柱を西側へ倒しながら抜 き取った痕跡が認められた。

P13 掘 り形は元来は隅丸方形をしていたと思われるが、南縁は柱の抜き取 りによって損われて

いる。現在は長辺1,40%、 短辺1.18η を測 り、深さ0.6η となっている。 掘 り形内部の土層は前述

した抜き取 りによって、南半部は撹乱されており、黒亀土及び黄色ブロックが混在する状態であっ

た。北半都は下層に黒色土、上層に責色土を用い版築状にかたくしめている状態を確認することが

できた。また掘 り形底面で柱の痕跡らしい凹が認められ、それによれば径0.46物 はどのものと判断

された。

S B01に 関する主要な柱穴の観察を記してきたが、この他、調査区内において大小65イ固に及ぶ小

形の落ち込みが検出されている。

これらはいずれも不整形なもので深さも浅い もので0.14物、 深い もので0.4%と 様々であった。

しかし、注意すべきは S B01の プランの内側には穿たれていないこと、ややばらつきは認められる

ものの、S B01の 西側、南側、東側に沿ってあることで、数の多少を別にすれば、後述するS B05、

S B12に おいて もその周辺で確認されている。これらはその位置や規模から建物構築時に使用され

た足場や階段を設置 した際の痕跡であろうと推定 された。

第 3調査区で得 られた出土遺物は遣構直上で検出した総量 6斗 9升 2合にのばる炭化米 (第21図

スクリーン トーンが分布範囲を示す)が ある。 S B01の 建物全体を覆 う形で分布 し、とりわけ調査区

中央に土層観察用に残 した南北方向のあぜ内は上面に茶の本が植えられていることも関係してのこ

とか、耕作による撹乱 もうけておらず、漆黒色の炭化米が握 り拳大のブロック状を呈して認められた。
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第 1節 建 物 遺 構

ず
γ馳9^。 ①磁躍

=|彎黒
▼ぎ

騨
⑬
 ヽ ヽ

⑬ ④0

キ  ｀
E30

一

ヽ

　

一

ヽ

ヽ

Ｅ ２

0                 4m

第21図 S B 01実 測 図 1:120紺 辮 炭化米

また少量であるが炭化米の中に木炭片 らしいものが散見された。なお、柱穴内には炭化米が全 く

入 り込んでいなかった。

S B02(第 22図、図版 4-1)

第 2調査区では耕作土約0.35%を 除去すると下は黄色の堅緻な地山となってお り、調査区北壁に

沿った幅約 2η～2.5%の範囲は耕作によって著しい掘削が 認められた。その 南側では大小69イ固か

らなる多数の柱穴状落ち込みが検出された。 S B02は それら落ち込み群の中にあって調査区の中央

やや西寄 りで検出した南北棟である。規模は 3間 (6.24")× 2間 (3.27物 )で、建物の主軸方位

はN-9°一 Eを測る。柱間寸法は桁行2,08"(7尺 )等間、 梁間東側から1,78″ (6尺 )、 1.49陶

(5尺)と なっている。面積は20.4″である。柱掘 り形は、いずれも不整形な円形をしており、北

面、東面の柱穴はP9で径0.52"、 深さ0.24筋、Plで径0.38η、深さ0。 18"、 P2で径0.40%、 深
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要
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第23図 S B 03実 測 図 1:120

さ0.34"、 P3で径 0.46物、 深さ0.30η 、P4で

長径0.70物、短径0.60物 、深 さ0.58η を測るのに

対し、西面する柱列はP5で径 0.34物、深 さ0.26

"、
P6で径 0.34筋、深さ0.40η、 P7で径 0,22

%、 深 さ0.18η、 P8で径 0.40%、 深 さ0.48物 と

比較的 小 さいことが 注意 される。 なお南面中央

の柱穴は確認することができなかった。これは耕

作によって破損したものか否か即断の限 りではな

とヽ。

出土遺物は建物のほぼ中央に位置する長径0.35

%、 短径0.3物、深 さ0.25%の 落ち込みから得 ら

れた扁平つまみをもつ須恵器蓋 (第43図 9)力 1ゞ

点あるのみである。

S B03(第 23図、図版 4-2)

第 4調査区の北壁沿、 表土下 0.5ηで、検出し

た 3間 (5.79%)× 2間 (3.26%)の 東西棟で建

り、比較的形の整った P4で長

辺0.56切、 短辺 0,48%、 深 さ

0,34物 を測る。

調査区北壁に接して認められ

たPlは 径 0.52%ほ どの 不整円

形を示す もので、内部には上縁

から0.21η～0。 18%の位置に板

状の石が埋置されていた。これ

は柱の沈下防止のためと考えら

れるが、調査区の東北隅は北壁

に沿って、大小 8 1Elの 落ち込み

が認められ、それらの落ち込み

とS B03の 柱穴が重複 したため

物の主軸方位はN-8°一 Eを決Iる 。柱間寸法は桁行1,93"(6.5尺 )等間、梁間1.63%(5.5尺 )等

間となっている。柱穴はPl～ P3の ように円形のものと、P4・ P5の ように方形に近い ものとがあ
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第1節 建 物 遺 構

板状の石材を利用して、深さを調節 したものと推測された。同様な行為は西面の柱列の 中の P7で

も認められた。すなわち、調査区のほば中央、北壁に接して、検出長2.25η、幅1.35筋 、深さ0,38

″を測る不整形な土墳 S K03が 検出されているが、 P7は その上壊と重複してお り、 S K03(古 )、

P7(新 )と いう関係が確認された。

P7は 土竣が埋まった後、あるいは人為的に埋められた後に掘 り込まれたもので、 土墳中央より

やや南寄 りの位置で0。 25η ×0。 15η ×0,10物 ほどの大 きさの石が埋置された状態で検出されている。

これは土壊内の上が軟弱であるkめ柱の沈下防止の策 として行なわれた行為であろう。

なお埋置された石の下層には、北側へ向かって責自粘土が馬時形にひろがっていた。埋置された

石 との関係は不明である。

S B04(第 24図、図版 4-2)

S B03の 西側に柱通 りをほぼ

そろえ、調査区の北、西壁に接

して検出された 2間 (3.26η )

以上×2間 (3.26η )以上の規

模をもつ建物跡で、東側に廂が

つ くものと考えられる。

建物軸方位はN-9°一 E移示

し、柱間距離は1.63η (5.5尺 )

等間となる。またP3か ら廂 の

柱まで は 1.18η (4)尺 を測
第24図 S B 04実 測 図 1:120

る。

検出した柱穴は黄茶色の堅緻な地山面に掘 り込まれてお り、Plを 除 くと他はいずれも上 縁形は

円形 としている。

調査区の北壁に接して検出されたPlは一辺0.60切 の方形になるものと考えられ、 深さ0.28物 を

測 り、この建物の中で、確認している柱穴 としては最 も大 きいものである。

他の柱穴はP2で直径0,43η、深さ0.38%、 P5で径0.56η 、深 さ0.26η と平均的な規模で、かつ

素掘 りとなっている。 これに対 して P41よ 上面から0.10%の位置にテラスをもうけ、更に深 く掘 り

込み、 2段掘 りとしている。柱穴下段の径は0.20%を 測ることからS BOム における柱の太さもおそ

らく0.20%前後のものと推定される。

S B05(第 25図、図版 5。 6・ 7)

第 5調査区の東北 隅 (S35。 E25付近)、 表上下約0.4物で検出した総柱構造の南北棟建節であ
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

る。昭和55年度に検出した S B12の 真南にあた り、 その間の建物中心距離は17%(57尺 )、 空間の

距離は 9.52物 (32尺 )あ る。 丘陵の東側傾斜変換点付近に位置し、規模は 4間 (7.48")× 3間

(5.61η )で建物の主軸方位はN-10°一 Eを 測る。面積は42.4″ である。

柱間寸法は、桁行、梁間ともに1.87η (6.3尺 )等間になり、梁間はS B01。 S B12に 比べて狭いが、

桁行は S B12の それに等しい。梁間が S B01・ S B12よ り狭いため東側柱筋、西側柱筋ともにSB

01・ S B12の それと一直線上にはそろわないが、建物中軸線は一致 している。検出した201固 の柱穴

はいずれも平面が方形あるいは隅丸方形で一辺1.05～ 1.50%、 遺構検出面からの 深さ0.9%前後の

大規模な掘 り形をもつものである。掘 り形はほとんど地山面に垂直に掘 り込まれてお り、その底面

はほば水平に仕上げられさらに柱根を固定するために掘 りくばめられたものが大半を占めていた。

掘 り形内部の上層は多 くは黒色土と黄色土が交互に一定の厚さをもって規則的に詰められ、版築状

を呈 し、きわめて堅緻な状態であった。掘 り形のほぼ中央には柱痕跡とみられる径0,6%前後の黒色

土層のみられるものが大半を占めるが、一部に柱を抜 き取ったと思われるものもあった。建物の中

央に位置する柱穴P3・ P13の底面には数個の石材が認められた。 これは上面が平坦な自然石を用

い、いずれも地山面にくい込んでいること、掘 り形中央の柱痕跡の下に位置していることなどから

柱の沈下を防止する目的で埋置されたものと考えられ、きわめて堅牢につ くられていたことが知ら

れる。検出した201Elの 柱穴は、この建物跡の調査時において保存できるかどうか危ぶまれたため、

全て断ち割 り調査を行なった。以下、その観察結果を記することにする。

Pl l.3× 1.3%の 方形の据 り形である。 ほぼ垂直に掘 り込まれており、遺構検出面からの深 さ

は0.6η を測る。 掘 り形底面には柱を固定するためと思われる径0.6%、 深さ0.1%の 円形の掘 り込

みが認められた。土層は、円形の掘 り込みの上部に径0.68～ 0.56%の 柱痕 と考えられる柱状の黒色

土が認められ、その両脇の詰土と思われる部分では地山ブロックを多量に含んだ黒色土が観察され

た。なお、柱を設置した位置にあたると考えられる掘 り形内の円形の掘 り込み底部に厚さ3～ 5効

の灰白色粘土の敷かれていたことが注意 される。

P2 1.36～ 1.10%の 方形の掘 り形である。 深 さは遺構検出面から0.60%を 測 り、さらに底面を

径0.6筋 、深さ0.25η ほど掘 り込んでいる。この掘 り込みの上部は径 5～ 9財 の地山ブロックをわ

ずかに含む黒色上がある。詰土と考えられる部分は、暗黄色土、黒色土、黄色粘質土がサン ドイッ

チ状に認められた。

P3 1.00～ 1.08%の 方形の掘 り形で、ほぼ垂直にていねいに据 り込まれている。 深さは遺構検

出面から約0.8物 あり、さらに中央部に径0.6η 、深 さ0.15%の 掘 り込みが施されている。この掘 り

込み面には柱痕 と考えられる径0.57～0.67ηの黒色土がみられ、その周囲は黄色土、黒色土、暗茶

色土が版築状に詰められていた。
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第25図 S B 05実 測 図  1:120

P4 1.35～ 1.25η の方形の掘 り形である。 遺構検出面からの深さ約0.7%で、 底面をさらに径

0,6%、 深さ0.2η ほど掘 り込んでいる。 この掘 り込みの上部は柱痕とみられる径約0.6物 の黒色土

がみられ、その周囲には暗茶色土、暗黄色土、淡黒色土が交互に詰められていた。

P5 1.05～ 1.38η の隅丸方形の掘 り形であるが、 西側が半円形にやや張 り出しており、全体 と

しては不整形な形状を示す。 深さは約0,7η あり、 Pl～ P4で みられたような円形の明確な掘 り込

みはないが、 5勁あまりくばんでいる。土層は掘 り形のほぼ中央に柱痕 とみられる径0,7～0,72"

の黒色土があり、その周囲には、責色土、暗黄色土、黒色土が版築状に詰められていた。

P6 1.26～ 1.42物 のやや不整形な隅丸方形の掘 り形である。深さは0.8"あ まりあり、中央部で

さらに上縁径0.55η、底部径0.25η、深さ0.38η あまり掘 り込まれている。掘 り形内の上層には柱

脇
　
　
―

配
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の痕跡 らしきものは認められず、柱を抜 き取ったあとに埋め戻したと考えられる暗黄色土と暗茶色

土が広い範囲にわたってみられた。ほかに、掘 り形の北壁際に一部版築状にしまった横縞模様の上

層が確認された。これは語土にあたるものと思われる。

P7 1.08× 1.25%の 方形の掘 り形である。 深さは0。 78%あ り、底面中央部でさらに径0.54η、

深さ0.08%あ まり掘 り込まれている。 IFBり 形内には中央部に幅0,7筋 あまりの暗黄色土中に黄色の

地山ブロックを含む柱状の土層がみられ、その周囲には黄色、暗黄色、黒色土が版築状に認められ

た。掘 り形中央部の柱状の土層は他の掘 り形の柱痕 と考えられる黒色土よりも幅広 く、整然として

いないことや層中に地山ブロックを多く含んでいることなどから柱を抜 き取ったあとに埋め戻した

ものと考えられる。

P8 1.50～ 1.65物 、深さは0.82物 の隅丸方形のやや不整形な掘 り形である。 底面に柱を固定す

るための穴 といったものは設けられていないが、柱痕跡と考えられる土層の下からその周辺にかけ

て径10～ 20勁大の石を数個置いて根固めとしていた。さらに柱痕下部には粘土が薄 く貼 られていた。

掘 り形内の土層は、ほば中央に幅約0.56物の柱痕跡と考えられる黒色土がみられ、その周囲には暗

黄色土が交互に詰められていた。

P9 1.29～ 1.45%の 方形の掘 り形である。 深さは0,8%あ まりあり、 底部中央部でさらに径0.5

物、深さ0.06物 の円形のtFBり 込みがみられる。 掘 り形内の土層は中央部に幅0.6%の黒色～暗茶色

土が柱状にみられ、その周囲に暗茶色土、黒色土、暗黄色土がやや粗雑ではあるが版築状に詰めら

れていた。

P10 1.18～1.25%の 方形を呈する据 り形である。 深さは0.55%で、底面北寄 りに径0.5η、深

さ0.05%の掘 り込みがある。掘 り形内の土層は底面の掘 り込み上に径0.65″ の黒色土が柱状にみと

められ、その周囲に暗茶色土と暗黄色土がみとめられたが、これは整然とした版築状には詰められ

ていなかった。なお、中央の黒色土中には25× 16勁大の石 1個がはい り込んでいた。

Pll ―辺1.22η の方形の掘 り形で、ほぼ垂直にIFBり 込まれているが、柱抜き取 りの際に掘 り込

まれたのか西壁上縁のみは壁面が斜めになっている。 遺構検出面からの深さは0.8%あ まりあり、

底面はほぼ水平になっている。 S Blla一 P10と 一部重複していたが、前後関係については確認で

きなかった。1/PBり 形内の土層は、上縁付近に一部黒色土がみられるが、その他は黒色土中に地山ブ

ロックを含む層で、柱痕跡といったものはなく、柱を抜 き取ったのちに埋め戻したものと観察され

た。

P12 現状では1.57～ 1.37η の掘 り形であるが、 S Blla_P9と 重複しているので、 元は一辺

1.37物 あまりの方形のものであったと考えられる。壁面は遺構検出面から約0.75物 までほぼ垂直に

掘 り込まれ、底面はほば水平にならされている。ただ、この柱掘 り形は柱通 りよりやや南に偏して
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掘 り込まれているため、 掘 り形北壁に接した位置に柱を固定するためと考えられる径約0.5物、深

さ0.1%の 円形の据 り込みが認められた。柱掘 り形内の南北方向に断ち割った土層は、北壁寄 りに幅

約0.5%の黒色～暗茶色土が柱状にみられ (S B05-P12)、 その南側は下から大粒の地山ブpッ ク

を含む責茶色上、暗茶色上がいずれも0.15～ 0。 16物 の厚さでほば水平に認められた。さらにその上

層はこれらの層を切 り込んだ形で黄色地山ブロックをわずかに含む暗黄色土がみられ、その中央部

に幅約0.4物の柱痕跡と思われる黒色土 (S Bllb～ P9)が観察された。 したがってここではまず

S B05-P12が 掘 り込まれ、そのあとにほとんど同じ位置にS Blla― P9が掘 り込まれ、 最後に

S Bllaの柱を抜 き取ったのちに責茶色土、 暗茶色土を埋めて嵩上げしその上にS Bllb― P9を

設けたものと推測される。

P13 1,32～ 1.40%の やや梯形を呈する据 り形で、ほば垂直に掘 り込まれている。遺構検出面か

らの深さは0.8η あまりあり底部はほば水平になされている。 掘 り形の西半しか調査していないが

ほば中央部で底面に接して20～40勁大の石が 6個確認された。土層断面の観察によればこれらの石

は柱痕跡と考えられる黒色上の下に位置していることなどから、柱の沈下防止のために柱の下に置

かれたものと推測される。掘 り形内の土層は、中央部に柱痕跡と考えられる幅0.5～ 0.6η の黒色土

が柱状にみられ、その周囲には暗黄色上、暗茶色上、黒色土が版築状にみとめられた。

P14 S Blla一 P3と 重複しているため全体の規模、形状については不明であるが、一辺1.15

ηあまりの方形の掘 り形と考えられる。壁面はほば垂直に約0.8物 T/PBり 込まれ、 底面にはさらに径

0.5%、 深さ0.05%の 円形の掘 り込みがあるが、 その上部には柱痕跡と思われる黒色土は観察され

なかった。掘 り形内の上層は基本的にはほぼ全体にわたって暗黄色土、暗茶色土、黒色土、黄茶色

土が交互にみられ、掘 り形のほば中央部では、底面から約0.25″高い位置で幅0.3ηの黒色土が柱状

にみとめられた。したがってここでは S B05-P14が tFBり 込まれたのちにやや北側に重複してSB

ll a~P8が掘 り込まれ、その柱を抜 き取って埋めたのちにS Bllb一 P8が設置されたものと考え

らイ化る。

P15 S Blla― P7と 重複しているため南北方向の長さは不明であるが、 東西1.18%の 方形の

掘 り形である。遺構検出面からの深さは0。 7%で壁はほぼ重直に掘 り込まれている。 底面はほば水

平につ くられ、中央部に深さ0,05%の 円形の掘 り込みがあるが、 底面の南半が S Blla― P7に よ

って掘 り込まれているため直径は不明である。なお掘 り込みの底面には 2～ 3初の厚さで粘質土層

がみとめられた。掘 り形内の上層は、中央部に黒色土が柱状にみられ、その北側は黄色土と暗茶黄

色土が版築状にみられたが、 南半は S Blla一 P71こ よつて切 り込まれていることが明瞭に観察で

きた (第26図 )。

P16 1.40～ 1.25%の やや梯形を呈する掘 り形である。 壁面はほば垂直に0.8%掘 り込まれ、底
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21.60m―

―
マケ          √          Υ

SB05 Pls掘形

1.黄色± 2.暗茶色土に地山黄色土ブロックを含む 3.責色土(密 )

4.淡茶色± 5。 地山黄色ブロック 6。青灰色粘± 7.黒色土 (粗 )

o                      2m

第26図 S B05-P15° SBll― P7重複関係土層実測図

部中央でさらに径0.54η、 深さ0.1筋 ほど円形に据 り込まれている。 掘 り形内の 土層は中央部 に

幅0.46～ 0.70%の 黒色土が柱状にみられ、その両脇に黒色土と暗黄色土が交互に版築状に詰められ

ていた。

P17 1.23～ 1.20%の やや隅丸方形の掘 り形である。深さは0.93η あまりあり、底部中央でさら

に径0.56η、深さ0.23物 はど円形に掘 り込まれている。掘 り形の壁はわずかに傾斜をもって掘 り込

まれている。掘 り形内の土層は、中央部にO.56～0,68"の 幅で黒色土が柱状にみられ、その両脇に

は黒色土と暗黄色土と暗茶色、黄色土が版築状に詰められていた (第 27図 )。

P18 1.06～ 1.30%の やや長方形の掘 り形である。深さは0.62%あ まりあり、底部中央でさらに

径0.5物、深さ0.06%ほ ど円形にtFBり 込まれている。掘 り形内の上層は中央部に0.5～0.64物の幅で

黒色土 (地山ブロックを含む)が柱状にみられその下部には灰白色粘土層 (厚 さ約 6効 )、 暗茶色土

層 (厚 さ約0,2%)カミみられた。その両脇には黄色土、 黒色土、 茶褐色土等がみられるが、 P16、

P17の ような整然とした版築状を呈するものではなかった。

P19 1.20× 1,20%の 方形の掘 り形である。深さは0.82筋 あまりあり、底部北壁寄 りでさらに径

0.58η深さ0.04η ほど円形に掘 りくばめられている。掘 り形内の土層は、やや北寄 りで幅0.5～0.78

物の黒色土 (地山ブロックを含む)力 柱ゞ状にみられ、その両脇に暗黄色土、黒色土、黄色土が版築

S81lb― P7掘形
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状に詰められていた。なお、柱状にみとめられ

た黒色土は底部から約 0.4η の 高さのところか

ら急激に幅広 くなっているほか、この土層内に

地山ブロックを多 く含んでいることから柱の抜

き取 り痕跡とも考えられた。

P20 1.17～1.14物の方形の掘 り形である。

深さは0.8%あ まりあり、底部やや 北壁寄 りで

さらに径0.5%、 深さ0.03物 の円形の掘 り込み

がみられる。掘 り形内の土層は、やや北壁寄 り

で幅0.54～ 0.7%の黒色土が 柱状にみられ、 そ

の両脇に責色土、黒色土、暗茶色土が交互に版

築状に詰められていた。

以上、 S B05は 大規模な柱痕跡、掘 り形をも

つ総柱建物であることから倉庫跡と推定され、

かつ、S B01・ S B12と の間には、建物方向、

第 1節 建 物 遺 構

21.60m ――――――

□ 黄色土(粗) 匿劉 黒 色 土  匿翻 黒色土 (粗 )

0          1m

第27図 S B05-P17土 層実測図

建物配置などからみて密接な関連をもって構築されていたことが知 られる。ただし、S B01。 SB

12付近で認められた多量の炭化米は S B05付近からは全 く出土しなかった。

この建物跡はSBlla o SBユ bと 重複しており、 土層の観察よりS B05(古 )→ S Blla→ s

B■ b(新 )と いう関係が確認された。

なお、このほかに建物の西側柱穴列 (P16～ P20)に平行して約 2%の間隔をおいて径0.25%、

深さ0.05η のピットが 4個 みとめられた。同様なピッ トは S B01に おいても検出されており、その

位置や規模などから建物構築時に使用された足場の痕跡の可能性があるものとして注意される。

S B06(第 28図、図版 8-2、 図版 9)

第 5調査区北壁のはば中央に沿って検出したもので、昭和53年度調査を実施した折、第 2調査区

南側にその北半部が検出されてお り、それと昭和54年度調査の結果を照合すると完掘はしていない

が、 3間 (7.12物 )× 2間 (3.56%)の規模をもつ南北棟になるものと考えられる。 面積は25,3″

である。建物主軸方位はN-9°― Eを示し、柱間寸法は桁行2.37η (8尺)等間、梁間1.78物 (6

尺)等間になる。

柱tFBり 形はいずれも円形あるいはやや不整形な円形を呈する。規模は径0.28～0.82%、 深さ0.28

～0.54物 とまちまちであるが、大半は径0.5～0,6%あ まりの比較的小規模なものといえる。掘 り形

内の上層によって柱痕跡の確認できたものは P2～ P6である。これらは幅0.18～ 0.32ηの黒色土が
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―

盤 ⅢⅢⅢ4-

柱状にみられ、暗黄褐色土、暗褐色

土、黒褐色土が詰土として用いられ

ていた。

S B06-P4と S B09-P9が重複

していたが、新旧関係については確

認できなかった。

S B07(第 29図、図版 8-2)

第 5調査区のやや西寄 りで検出さ

れた東西棟建物である。丘陵のはぼ

中央部に位置し、5間 (11.88η )× 2

間 (4.45%)の規模をもち、西から

1間 目に間仕切と思われる柱穴 P15

がある。建物の面積は54.1″ とな り、

本遺跡で検出したなかでは大規模な

ものといえる。建物主軸方位はN一

9°一 Eを 測 り、柱間寸法は桁行2.37

η (8尺)等間、 梁間2.22%(7.5

尺)等間になる。柱穴はいずれ も円

形で、径0。 96～0.60解、深さ0.16×

1.0%であるが、径 0,9%、 深さ0.5

｀
赴_

3m

第28図  S日 06実測図 1:120

"前
後のものが大半を占めている。 P9・ P10。 Pll・ P12・ P15の 内部には偏平な石が詰められ

ていた。 このうちP10は S K02と 、 P12は S K01と 重複してお り、 その著Ь分の地盤が 軟弱であっ

たために根固めとして石が置かれたものと思われる。掘 り形内の上層の観察によって柱痕跡の確認

できたものはP2・ P5～ P10で ある。これらは幅0.2～0,3%の黒色土が柱状にみられ、暗褐色土、

暗黄褐色土、黄色土が詰土として用いられていた。P7・ P10・ P12・ P13・ P14内から土師器小

片が出土しだ他、 P ll内 から緑釉陶器片が出土した。

この建物跡は重複 した柱穴の土層観察により S K01・ S K02(古 )→ S B07→ S B09(新)と い

う新旧関係が確かめられた。

なお、 S B07の 南側に約3.3%隔て た建物にはば平行して東西に走る柵列 (S A03)が検出され

た。位置関係や方向からみて、 S B07と 何らかの関連をもつものと推定される。
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S B08(第 30図、図版 8-2、 図版 9-1、 図版10-2)

第 5調査区と第11調査区にまたがって検出された南北棟建物跡で、丘陵のほば中央部にあたる一

番高いところに位置している。第 5調査区と第11調査区の中間部は土地境界のため未発掘ではある

が、 4間 (7.90%)× 2間 (4.46物 )の規模をもつものと考えられ、建物の面積は28.1″ になる。建

物主軸方位はN-8°一 Eを 測 り、柱間寸法は桁行2.08%(7尺 )、 1.87η (6.3尺 )、 1.87"(6.3尺 )、

2.08%(7尺 )間隔、梁間2.23物 (7.5尺)等 間になる。柱掘 り形は1.50× 1.28η ～1,0× 0.9ηの方形あ

るいは隅丸方形の大規模なものである。柱掘 り形のうち半裁して底部まで確認したのは、Plと P9の

みである。 Plは遺構検出面からの深さ0,8%で 、掘 り形内部の土層は黄褐色土、黒色土等が交互にみ

唯 が
騨
聰 靱 離騨

9              _ _4m

第30図 S B 08実 測 図 1:120
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られ、柱痕跡と考えら

れる柱状の土層はみら

れなかった。据 り形上

面で拳大の小石が 2個

出土している。 P9は

深さ0,66%で、掘 り形

内部の上層は Plと 同

様に柱痕跡と思われる

ものはなかった。この

ほかの柱掘 り形のうち

平面的な観察によって

柱痕跡を確認し得たも

のはP3・ P4'P5°

P6・ P7で、径は0.32

～ 0.4η 大のものであ

る。なお、 P4の 掘 り

形上面ではPlと 同様

に10～20勤大の小石が

5個 出土した。 また

P4の南東は S K 01に

よって切 り込まれて破

壊されていた。ほかに

P2は S B20-P4と 、
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P8は S B20-P6と 重複関係にあり、土層断面は確認していないが、平面的な観察により、 S B08

は S B20よ りも首いことが確かめられた。 したがって、 ここではS B08(古 )→ S B20・ S K01

(新)と い う新旧関係が知られる。

この建物跡の柱掘 り形は方形で大規模なものであること、建物主軸方位がS B01・ S B05,SB

12に近いことが注意される。さらにこの建物跡の中軸線はS B01・ S B12・ S B05建物跡の中軸線

から西へ30.3筋 (102尺)の ところに位置していることが注意される。

SB09(第 31図、図版 9-2、 図版10-1)

第 5調査区のほば中央で検出された東西棟建物跡である。規模は 3関 (9.35%)× 2間 (4.75")

で、面積は44.4プ になる。建物主軸方位はN-10°一 Eで、柱間寸法は桁行3.11%(10.5尺)等間、

梁間2.37η (8尺)等間と考えられる。柱掘 り形は径0.64～0,85"、 深さ0.28～ 0。 48%の 円形の も

ので、やや大型である。 P6～ P8以外のものについては半裁して底部まで 確認した結果 Pl,P3

P4・ P9・ P勁で幅0.28～ 0.4物の柱痕跡と思われる黒色土が柱状にみとめられた。このほか、平面

的な観察により、P6では径0.32η、P7で は径0.22η の柱痕跡と思われる黒色土が 確認 され た。
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

P6内 からは須恵器霊の胴部下半と推定される破片が出土した。

S B09~P5は S B07-P2と 重複関係にあり、 S B07(古 )→ S B09(新 )と いう関係が認めら

れた。ほかに S B09-P9は S B06-P4と 重複していたが、新旧関係については確認できなかった。

またS B10と 重複関係にあるが、柱穴は重複していなかった。

SB10(第 32図、図版 9-2)

第 5調査区のはば中央で検

出された南北棟建物跡である。
E15

、  、  ャ Iヽ _s3も

o                4n

第32図 SB 10実 測 図 1:120

規模は 2間 (6.23物 )× 2間

(4.87η )で、 面積は 30.3″

になる。 建物 主軸方位は N

-12°一 Eを測 り、 柱間寸法

は桁行3,1l η (10.5尺)等間、

梁間2.43%(8,2尺)等 間にな

るものと考えられる。柱掘 り

形は径0,56～ 0.8%、深さ0.18

～0.5%の 円形のものである。

P6以外は全て半裁して底部

まで 確 認 したが、 そのうち

Pl・ P2・ P3・ P5・ P6で

幅0.24～ 0.4%の柱度跡と思

われる黒色土が柱状に観察さ

れた。

S B09と 重複関係にあった

[塀
ラィ

が、柱穴の重複はな く、新旧関係については不明であった。

SBHa(第 33図、図版 8-1、 図版11-1)

第 5調査区東側で検出した南北棟建物跡である。丘陵が東側に向ってゆるやかに傾斜するちょう

どその傾斜変換点に位置し、 S B05と 一部重複している。土層の観察によるとS B05(吉 )→ SB

ll a(新)と いう関係が確められた。完掘はしていないが桁行 8間 (24.94%)、 梁間 2間 (6.23%)

以上 と考えられる長大な建物跡で、建物主軸方位はN-5° 30′一 Eを測る。柱間寸法は桁行、梁間と

もに3.11%(10.5尺 )等間になる。柱掘 り形は1.30 X l.40%～ 1.50× 1.90η、深さ0.35～ 0,94%の

方形あるいは隅丸方形の大規模なものである。掘 り形内の土層はいずれも柱痕跡と考えられるよう
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な柱状の黒色土が底部まで達しているものはみられず、大半は暗黄色土、黄色土、黒色土等がほぼ

水平に交互にみられ、掘 り形の東寄 りにのみ柱痕跡状の黒色土が観察された。したがって、ここで

はまず大規模な柱掘 り形をもつ建物が建てられ、その後この柱を抜き取って土を埋めたのちに同一

場所に建て替えを行なったものと推定されるものであった。

SB‖ b(第 33図、図版 8-1、 図版11-1)

S Bllaを 同一場所で建て替えたものと考えられる ものであ る。 規模は 8間 (24.94η )× 2間

(6.23%)以上 と考えられるもので、建物主軸方位はN-5° 30′一 Eを測る。柱間寸法は桁行、梁間

ともに3.11%(10.5尺 )等間になる。 柱掘 り形は、 S Bllaの 掘 り形を一旦埋めたのちに再度掘

り込んでいるため大 きさは適確に把握し難いが概ね径1.Oη 前後 のものと思われる。 深さは0.3～

0.4%しかなく、 S Bllaの IFhり 形をかさ上げして設置されている。 したがって、地盤が軟弱なた

めか P3の底部には30× 10翻 、厚さ5協あまりの偏平な石が数個置かれていた。 P3・ P4・ P7・

P3・ P9・ P10。 P12で は柱痕跡と考えられる幅0.3筋前後の黒色土が柱状に観察された。

SB12(第 34図 、図版12・ 14)

第10調査区で検出した総柱建物跡で、これに酷似する総柱建物跡 S B01と S B05の ほば中間に位

置する。丘陵の東側傾斜変換点付近に位置し、土地境界線に近かったため完掘していないが、規模

は 4間 (7.48η )× 3間 (6.69η )になるものと考えられ、面積は50,0″である。 建物主軸方位はN

-9°一 Eを 測る。柱間寸法は桁行1.87η (6.3尺)等間、梁間2.23%(7.5尺)等間である。 柱掘 り

形は一辺1.1～1.5%四 方の方形あるいは隅丸方形を呈し、 遺構検出面からはとんど垂直にO.7%前

後掘 り込まれていた。この建物跡の調査時にはすでに本遺跡を保存する方針が決定していたので、

柱掘 り形の大半は平面形を確認するに留め、 7個のみを半裁して土層断面及び底部の観察を行なっ

た。以下、その観察結果を記すことにする。

P4 ~辺約1.25物 の方形の柱掘 り形である。遺構検出面から約0.38物 の深さまではぼ垂直に掘

り込まれ、底部中央部でさらに上縁径0,4%、 底部径0.3%、 深さ0,04%あ まりlFBり くばめられてい

る。掘 り形内の土層には柱の痕跡らしきものは認められず、底部璧際に一部版築状の土層がみられ

たがその他は柱を抜 き取ったあとに埋め戻したと考えられる黄色ブロックを多量に含む暗黒色土が

広い範囲にわたってみられた。なお、tFBり 形上面は一部 S D01に よって破壊されていた。

P5 -辺約1.2%の隅丸方形の柱IFBり 形である。深さは約0.65%あ り、底面中央部で さ らに 径

0.54物、深さ0.08η あまり掘 り込まれている。tFBり 形内の土層は、壁際には黒色土と黄褐色土が交

互にみられたが中央部はかなり広い範囲にわたって黄色ブロックを含む暗黒色土や暗茶色土がみと

められ、柱を抜 き取ったのちに埋め戻されたものと考えられた。なお、この柱据 り形は東西方向に

半裁したが、版築状に柱の周囲に詰められたと考えられる土は束壁寄 りの方が極端に少ないことか
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ら、柱を東方に倒して抜 き取ったものと推測される。このことは据 り形の西壁はほば垂直であるの

に対 して東側はかなり傾斜していることからもうかがえる。

P8 ~辺約1.25%の 隅丸方形の柱掘 り形である。 深さは約0.68%ま で ほば垂直に掘 り込まれ、

底面中央部でさらにO.03η掘 りくばめられている。柱掘 り形は南半を発掘して東西方向の土層を観

察した。それによると西側は黄色土と黒色土が交互に整然とみられ、中央部から東側にかけて暗茶

色土と黄色ブロック移多量に含む暗黒色土があり、東壁底部付近でわずかに黄色土と黒色土がサン

ドイッチ状に交互に観察された。掘 り形内西側 と東壁底部付近でみられた版築状の土層は柱設置時

の詰土と考えられ、中央部から東壁上半にみられた黄色ブロックを含む土層は柱抜 き取 り後の埋土

と考えられる。したがってP5の場合と同様に柱を東方に倒して抜 き取ったものと思われる。

P9 -辺約1.2%の隅丸方形の柱掘 り形である。深さは約0.43η まではば垂直に掘 り込まれ、底

面北壁寄 りでさらに上縁径0,4物 、下縁径0.34η、深さ0.02η あまり掘 りく1ぎ められている。 この

柱掘 り形は西半を発掘して南北方向の土層を観察した。その結果、南壁寄 りの底部付近で詰土と考

えられる黄色土と黒色上の層がわずかにみられたが、その他は柱抜き取 り後の埋土と考えられる黄

色ブロックを含む暗茶色土や暗黒色土が観察された。

Pll 東西1.38η 、南北1.24η の隅丸長方形の柱掘 り形である。最初にやや西寄 りをIFB削 したが

位置が悪 くて東側に変更して掘 られたと思われ、東西方向にやや長い不整長方形を呈している。深

さは0.52η までやや傾斜をもって掘 り込まれ、底面中央でさらに径0.34%、 深さ0.05%あ まり掘 り

くばめられている。この掘 り形は北半を発掘 して東西方向の土層を観察した。それによると、東壁

寄 りと西璧底部付近で柱設置時の詰土と考えられる黄色土と黒色土が交互にみられ、中央部から西

壁部上半にかけては柱抜き取 り後の埋土と考えられる黄色ブロックを含む暗黒色土が広い蒟囲にわ

たってみとめられた。この土層からすると柱を西側に倒して抜き取ったものと思われる。

P12 東西1.5″ 、南北1.15%の 柱掘 り形である。 Pllの場合と同様に当初やや 西側に かたよっ

て深さ0.27η あまり掘 られたのち東側に変更してtFHら れたものと思われ、東西方向に長い隅丸長方

形を呈している。深さは0.51%ま でやや傾斜をもって掘 り込まれ、底面中央で さらに径 0.4"、 深

さ0,04η あまりlFBり くばめられている。掘 り形の西半を発掘 して南北方向の土層を観察した結果、

北壁寄 り及び南壁底部付近で詰土と思われる黄色土と黒色上がわずかにみられた他は全て抜き取 り

後の埋土と考えられる黄色ブロックを含む暗茶色土 。暗黒色土がみとめられた。したがって柱を南

側に倒して抜き取ったものと思われる。また南璧上端が半円形に破壊されているのも柱抜 き取 り時

の掘 り込みによるものと考えられる。

P15 ~辺 約1.32物 の隅丸方形の柱掘 り形であるが、南壁から東璧にかけての掘 り形上半は半円

形に破壊されている。遺構検出面から深さ0.53"ま ではば垂直に掘 り込まれ、底面はほば水平にな
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挑①、

第34図 S B 12実 測 図 1:120
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っている。柱掘 り形の南半を発掘したが、調査した箱囲では底面に他の柱掘 り形でみられたような

円形の くばみはなかった。掘 り形内の土層は西壁寄 りと東壁底部付近に詰土と考えられる責色土と

黒色土が交互にみられ、中央都から西壁上半にかけては柱抜 き取 り後の埋土と思われる責色ブロッ

クを含む暗黒色土、暗茶色土が広い範囲にわたって観察された。こうした土層および柱掘 り形上面

の平面形からみると、東あるいは南側に柱を倒して抜 き取ったものと考えられる。掘 り形上面で30

×20勁大の石が 1個出土したが、柱設置時に関係するものではな く抜き取 り後の埋土とともに入っ

たものかその後に置かれたものと考えられた。

なお、P5° P8・ P15の北半はちょうど土地境界の道にあたるためあまり深 くまでは攪乱を受け

ておらず、土層の観察によれば遺構を検出した面よりさらにO.1～0.2%高い位置から掘 り込まれて

いることが確かめられた。

これらの柱掘 り形内から遺物は出土しなかったが、建物跡南西隅にあたるP15、 P16の西側で南

北5.5η 以上、東西3.5η 以上にわたって多量の炭化米が出土した。

以上、 S B12は 大規模な柱痕跡、柱掘 り形をもつ総柱建物であること及び付近から炭化米が多量

に出土したことなどから倉庫跡と推定され、かつ S B01、 S B05と の間には建物方向、建物配置な

どからみて、それらは相互に密接な関連をもって構築されていたことが知られる。

このほかに S B12の 西側及び南側でい くつかのピッ トが検出された。建物の西側で検出されたも

のは S B12-P12～ P16の柱穴列から約2.4物 の間隔をおいてみられたもので、径0,25～0.4%の小

ピットが13111d確 認された。これは S B01、 S B05の 西側で検出されたものと類似した規模、位置関係

にあることが注意される。また、 S B12の 南側で1.3× 1.2η の隅丸方形の大形ピットが 1個検出さ

れた。かな り大型できちんとした掘 り形であるがその周辺には全 く柱穴 らしきものはみあたらず、

建物跡とは考え難い状況であった。時期的なものも不明ではあるが、 S B12の はぼ南北中軸線上に

あるほか、 S B12の 南側柱穴列から南方へ約3.58η (12尺 )、 S B05の 北側柱穴列から北方へ約5。 94

"(20尺)隔てたところに位置していることからS B12、 S B05と 密接な関連をもっていたものと

推測される。

SB13(第 35図 、図版13・ 14)

第12調査区の南璧寄 りで検出したものである。民家等があって調査鞄囲が限定されていたため柱

掘 り形を3個確認したのみである。柱間寸法は2.82″ (9.5尺 )等間である。柱穴掘 り込み面上に

は炭化米が散見された。 S B13に ついては柱掘 り形を 311aし か確認していない上、柱間寸法が SB

01・ S B12・ S B 05に 比較して 9.5尺 とやや長いため、速断することはできないが、大規模な柱掘

り形をもつこと、炭化米が出土していることなどから、S B01・ S B12・ S B05と 同様に倉庫跡と

考えられる。そこで、この建物跡 もS B01な どの倉庫跡と同様な 4間 ×3間 の南北棟と考えて復元
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第35図  SB13・ S D03・ S D04実 測図 1:120

すると、中軸線は S B08の 中軸線から西へ30%(101尺 )の地点にあたり、 東側倉庫群 (S B01・

12・ 05)の 中軸線からの距離は 60.3%(103尺)になりかなり計画的に配置されているようにみう

けられる。ただし、建物主軸方向を推定してみるとN-1°一 Eと なり、東側倉庫群の主軸と若干異

なるほか、 S B13の 北側柱穴列とS B05の 北側柱穴列が一直線_Lに のらないなど、築成時期には若

子の差があったとも考えられよう。

なお、比 はSD∝ 。S K04・ /Jヽ ピットと重複してお吹 SD∝⑪ → S剛 く
g:!観

ピ ッ

ト(新)と
いう関係にあった。

SB14(第 36図、図版15-1)      ‐

第13調査区の南端部で検出したものである。 4個 の柱掘 り形を確認したのみで、南北棟になるか

東西棟になるか不明である。柱掘 り形は円形～隅丸方形を呈し、一辺0.66～ 0,92物 とやや大型のも

のである。柱間寸法は2.52"(8.5尺)等間になり、 建物主軸方位は不明確であるがほぼN-9°一

Eを 示す。ここでこの建物を仮に 3間 ×2間 の東西棟とした場合、その中軸線は S B08の それと一

致し、 S B08か ら北へ25.25%(85尺)の地点に位置することになる。 さらにS B14は 丘陵東側倉

庫群 (S B01・ 12・ 05)の建物主軸方位に近いこと、柱掘 り形が比較的大 きくしっか りしたもので

あることなどから、 S B01な どの倉庫群とはぼ同じ時期に計画的に設置されたものではないかと思

われる。

4m
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一 N5

⑥

第36図 S B 14実 測 図 1:120

SB15(第 37図、図版15-2)

第 8調査区の南西隅で検出したもので、一辺0,92η の隅丸方形の柱掘 り形を 1個確認している。

この周辺部はすでに地山が削られていたため、掘 り形の深さは0.2"しか残存 じて い なかったが、

はば重直にていねいに掘 り込まれていた。柱据 り形の検出位置から建物が北と東に延びる可能性は

ないから南と西へ延長して仮 りに 3間 ×2間 の南北棟建物を想定した場合、建物の中心は、 S B08

から南へ19η (64尺 )、 東へ17η (57尺)の位置にあたることになる。

SB16(第 37図、図版15-2)

丘陵のやや西寄 りにあたる第 8調査区で検出されたものである。梁間 2間 (3.2%)、 桁行 2間以

上の南北棟建物と考えられるものである。柱間寸法は梁間1,6η (5,3尺 )等間にな り、建物主軸方

位はN-4° 一 Eを 示す。柱掘 り形は円形で、径0,3～0.48物、深さ0.24～ 0.4ηの小形のものである。

S B16-P4と S B17-P3が重複関係にあり、 土層の観察からS B17(古 )→ S B16(新 )と 考え

られた。なお、 P5内 から須恵器片が 1個出土した。

SB17(第 37図、図版15-2)

第 8調査区で検出したもので、 S B16、 S B18と 重複している。建物跡の一部しか確認していな

いが、桁行 2間以上の南北棟建物になるものと考えられ建物主軸方位はN-4°一 Eになる。梁間は

3.15筋 (10。 6尺)あ り、調査区内ではその中間にあたる柱掘 り形は検出していないが、梁間の距離
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からすればおそらく梁間 2

間のものと推定される。桁

イ子の寸法は2.25η (7.5尺)

等間である。柱掘 り形は円

形で、径0.24～ 0.36η、深

さ0。 12～0,25"の 小形のも

のである。P5・ P6内 より

土師器小片が出土した。柱

掘 り形の重複関係からSB

17は S B16よ り吉いものと

考えられた。

SB18(第37図、図版15-2)

第 8調査区で検出された

もので、完tFBし ていないが

梁間 2間 (3.0物 )、 桁行 1

間以上の南北棟建物と考え

られるものである。建物主 第37図  SB15。 16。 17・ 18実測図 1:120

軸方位はN-8°一 Eを 示し、 梁間の柱間寸法は1.5η (3尺)等間である。 柱IFBり 形は 円形を呈

し、径0.24η～0.4物 、深さ0。 14物～0.28η の小規模 なものである。S B16・ S B17と 重複関係に

あるが、柱tFBり 形の重複はみられず、前後関係については不明であった。

SB19(第 38図、図版10-2)

第11調査区の西璧際で検出した建物跡で、S B20の 西側約 5%の  一―

間隔をおいて位置する。柱掘 り形が南北方向に4個のみ発見されて

曇ξ骨:≧凛ほ属檀己LF尋を妥替写吉:F撞う堡盈ζをこ忌牲ξ   燦く:
-7°― Eを 示す ものと考え られる。 柱間寸法は 北 側 から1.63η

(5.5尺 )、 1,80η (6尺 )、 1,63%(5.5尺 )と なっている。柱掘 り

形はPl・ P3・ P41ま 径 0.6物 あまりあるが、 P2は 径 0.22"と きわ

W16
11 F

めて小規模である。

S B20(第 39図、図版10-2)

第■調査区のほぼ中央で検出されたもので 3間 (5.79%)× 2間

(4.46η )の南北棟建物跡である。建物主軸方位はN-8°一 Eを 示

0        2m
崇

第38図 SB19実測図
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

脇_入

_ s20

P2

し、重複関係にあるS B08と 方

向を同じくする。 面積は 25.61

″になり、北側の 1間 目に間仕

切と思われる柱掘 り形がある。

柱間寸法は桁行1,93η (6.5尺 )

等間、 梁間 2.23"(7.5尺)等

間である。柱掘 り形は円形を呈

し、径 0.34～ 0.88初、 深さ0.4

～0.5物のものである。 S B08

と重複関係にあるP3・ P71こ お

いては根固めの石が用いられて

いた。このことからS B08と の

新旧関係は S B08(古)→ SB

20(新)と いえる。

S B21(第 40図、図版16-1)

第 9調査区西側で検出したも

のである。斜面に位置している

ため、山側の地山を削ってほば

水平に造成したのちに建てられ

たものである。桁行 2間 (3.60

○

第39図 S B20実 測 図 1:120

%)以 _ヒ、梁間 2間 (3.83%)の 南北棟建物跡で、西側に幅1,00%(3尺 )あ まりの廂をもつもの

と考えられる。 建物主軸方位は N-18°一 Eを 測 り、 柱間寸法は桁行東側が南から 1.86"(6.2

尺)、 1.74η (5.8尺 )、 桁行西側 が 1.66η (5.5尺 )、 梁間は西から2.01物 (6.7尺 )、 1,82%(6.1

尺)と 一定していない。柱穴掘 り形は径0.20～ 0.34ηの円形を呈するもので、深さは0.16～ 0.46%

を測る。

S B22(第 40図、図版16-1)

第 9調査区南東側で検出された桁行 4間 (6.90%)、 梁間 1間 (2.20%)以上 の 南北棟建物跡で

ある。斜面に位置しているため、 S B21と 同様に斜面を水平に造成したのちに建てられている。さ

らに建物の西側から南側にかけては上端幅 0.6筋 、下端幅0.2η 、深さ0.3%あ まりの雨落濤状の遺

構が 設けられており、 濤内及びその付近から室町時代ごろと思われる天目茶碗、 福鉢、 青磁片箸

が出上した。 建物主4Hl方 位はN-21°一 Eを 示す。 柱間寸法は桁行が 南側 力>ら 1.90%(6.3尺 )、

I路      
ヽ ヨ

矧
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、
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第2節 柵 列 遺 構

1.90物 (6.3尺 )、 1.50η (5尺 )、 1.60%(5.3尺 )で あり、梁間は北側が2.20η (74尺 )、 南側が

1.20%(4尺 )と 不揃いである。柱掘 り形は径0.20～ 0.38物 の円形をなし、深さは0.24～ 0.62%あ

る。なかには P5の ようにtPhり 形上縁は円形を呈 し、下半は方形になるものもある。 Pl内からは

土師器片・青磁片・ 石が 、P6内 からは悟鉢片が出土した。

S B23(第 40図、図版16-1)

第 9調査区のほぼ中央で検出されたもので桁行 4間 (7.07%)、 梁間北側 3間 (3.31%)、 南側 2

間 (3.31%)の南北棟建物跡である。建物主軸方位は N-24°一 Eを 示す。 柱間寸法は桁行が南側

から1.50%(5尺 )、 1.57物 (5,2尺 )、 2.00%(6.7尺 )、 2.00%(6.7尺)で あり、梁間は北側が1.10

物 (3.7尺 )、 1.20筋 (4尺)、 1.01筋 (3.4尺)、 南側では1,38η (4.6尺)、 1.93η (6.5尺)と まち

まちである。柱堀 り形は径0.16～0.34筋 、深さ 0。 10～ 0,70%の 円形プランを呈するものが大半を占

めるが、 Pl・ P4・ P6な どのように方形のものもある。P3内 には根石と思われる石が 2個入って

いた。

S B24(第 40図、図版16-1)

第 9調査区北東側で検出した桁行 3間 (5,45筋 )、梁間 2間 (2,80%)以上の南北棟建物で、建物

主軸方位はN-18° 一 Eを 示す。柱間寸法は桁行が南側から1.15%(3.8尺 )、 1.65η (5,5尺 )、 2.65

η (8.9尺 )と なり、梁間は北側で1.40%(4.7尺 )等間、南側で1.90物 (6.3尺)である。 柱掘 り

形は径 0。 16～0.42η 、 深さ0.16～ 0,78%の円形プランのものである。 P2内 から根石と思われる

石が出土した。また、 P6は上縁は円形プランであるが、掘 り形下半は方形になっている。 S B24-

P2は 、 S B25-P2と 重複関係にあり、 S B25(古 )→ S B24(新)と いう関係が知られた。

S B25(第 40図、図版16-1)

第 9調査区北端で検出されたもので、 2間以上×1間以上になると考えられるが、東西棟建物で

あるか不明である。柱間寸法は東側が1.80η (6尺)南側が東から2.10%(7尺 )、 1.20物 (4尺 )

であり、建物主軸方位はN-18°― Eを 示す。柱掘 り形は径0.3～0.42η、深さ0,12～0,92%の もの

である。 P3・ P4は上縁は円形を呈するが、下半は方形になっている。

第 2節 柵

(永瀬優理、三宅博士、松本岩雄)

遺  構

S A01(第 20図、図版 4-1)

第 2調査区のやや東寄 りで検出された 6 1Elか らなる柱穴状落ち込み列で、 主軸方位はN-10°一

Eを 測 り、柵 と判断したものである。

Ｈ

Ｕ
一タ
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第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

柱間距離は北側にある 2 1Elの 落ち込みが 接近していることを 除けば他は 2切 (6.7尺 )等間とな

っている。それらはいずれも円形に掘 り込まれており、 その規模は南側のものから直径0.5η 、深

さ0.16"、 直径0.4%、 深さ0.24η、直径0.55物、深さ0.2%、 直径0.37%、 深さ0.2物、直径0.4η 、

深さ0.25物、直径0.42%、 深さ0.■ %を測る。

北側に位置する2 1Elの 落ち込みは上面が耕作のため著しく損われているが、本来はいますこし深

いものであったと考えられる。

この柵は S B02と 約4.5%を へだてて、ほば平行することが注意され、 S B02に ともなうとすれ

ば柵 とするよりも日かくし塀のようなものであった可能性 も考慮されよう。

S A02(第 33図、図版10-1)

第 5調査区南東部で検出したものである。東西方向に並ぶ 4個のピット列で、建物跡になる可能

性 もあるが、地形がこのあたりからわずかに南側に向けて傾斜していることから柵列と考えたもの

である。方向はN-98° 一 Eを 示し、 3間 (6.21η )ま で確認された。 柱間寸法は2.07物 (7尺 )

等間になる。柱掘 り形は一辺0,64～ 0。 96物 、深さ0.32η あまりの隅丸方形のものである。このSA

02と したものは S B05の 中心から南へ20.8η (70尺)の位置にあたる。

S A03(第 29図 、図版 9-1)

第 5調査区の S B07の 南側約3.3"隔てた位置で検出されたものである。 建物跡になる可能性 も

あるが、現状ではこれ以外に柱穴が確認されなかったので、一応柵列と考えたものである。方向は

N-98°一 Eを 示し、 S B07に 近いことが注意される。 3間 (8.32η )ま で確認され、 柱間寸法は

西側から3.56η (12尺 )、 2.38η (8尺 )、 2.38切 (8尺)である。柱掘 り形は径 0,46～ 0.5η の円

形のものである。

S A04(第 40図 、図版16-1)

第 9調査区東端で確認された 7個の柱穴列で方位はN-18°一 Eを 示す。柱掘 り形は約0.2物 、深

さ約0.3%の もので、平面形は円形のものと方形のものがある。

(永瀬優理、三宅博士、松本岩雄)

第 3節 溝 状 遺 構

S D01(第 20・ 33・ 34図 )

S D01と は昭和55年度に調査を実施した第 4調査区の東南隅で検出した弧状の濤状遺構の呼称で

あった。その後、昭和54年度に調査を実施した第 5調査区において調査区東壁に沿って南北に蛇行す

る濤状遺構が検出され、これをS D02と 呼称することとしていた。ところが昭和55年度に両調査区

の中間地区である第10調査区の調査を実施 したところ、これまで S D01、 S D02と 呼称していたも

-64-



第3節 溝 状 遺 構

のは、第 4調査区東南隅から第10調査区東側を南方向に走 り、第 5調査区のこれまで S D02と 呼称

している濤状遺構につながることが判明したので、以下これらをS D01と 改称することにした。以

下各調査区ごとに検出状況、他の遺構との重複等を記していくことにする。

第 4調査区におけるS D01は 調査区東南隅で弧状の溝として確認され、断面逆梯形を示し、上端

幅0.8%、 底幅0,3η 、深さ0,3η を測るものであった。 内部には黒色土が堆積し土中には若子の炭

化米が認められた。

第10調査区では S D01は 調査区北東隅から大 きく弓な

りの弧をえがいて同調査区東南隅の東壁へ入っている。

この調査区においては後述するS B12の P3・ P4° P5°

P6と 重複してお り、 S B12(古 )→ S D01(新)と いっ

た新旧関係が認められた。

S D01は 部分的に幅が広 くなったり、狭 くなったりし

てお り、最大幅1.5%、 最小幅0.3%、確認できた部分での

深さは 0.3物 を測る。 前述の第 4調査区で認められたよ

うな形の整ったものではなく、断面 も不整形なU字形を

不していた。

第 5調査区での S D01は 、同調査区北東隅でその一部

が見えるが、それは調査区東壁へ斜めに入 り、わずかに南

下した箇所から大 きく西に向かって蛇行 しながら、調査

区の東南隅、東壁に入っている。この S D01の 南半部は

途中で二条となり、全体の幅は 1.5%と 広 くなっている。

この広 くなっている部分の土層は地山の黄色土が乱れた

状態で浮いており、その直上に現在の耕作土が見 られた。

これは S D01の 他の箇所では見られないことであり、こ

の三条に攪乱されたのが、さほど古い時期ではないこと

をものがたっている。なおS D01は 調査区の北東隅で S

B llBの PJ2と 重複 しており、 S BllB(吉)→ S D01

(新)と いう新旧関係が認められた。

S D02(第 41図、図版16-2)

第 7調査区で検出された東西方向に走る溝である。上

端幅0。 96%、 濤底幅0,86%、 遺構検出面 からの深さ0.1

o         2m

第41図  S D02実 測図

- 65 -一

120



第Ⅳ章 遺 構 の 概 要

%の浅いもので、黒色土が入っていた。東西方向にのびていることが注意され、建物群の北限を画

する濤ともみられるが、濤内から遺物が出土しなかったこと調査範囲がせまかったことなどから、

建物群との関係は明らかにできなかった。

S D03(第 35図、図版13)

第12調査区で検出された南北方向に走る滞状遺構で、上端幅0,7筋 、 下端幅0.35%、 深さ0,46%

を測る。 S B13-Plと 重複関係にあり、 S B13建物より首いことが認められた。

S D04(第 35図、図版13)

第12調査区で検出されたものでゆるい釣形に折れ曲がる濤状遺構である。 上端幅 1.30初 、 下端

|   |

~~~~,耕
作 ■

2耕 作 土

3黒 色 ■

4皓tBL土

1耕 作 土
2耕 作 上
3耕 作 ■

&語結 凱 性郷 土器片を含0

,:墾!翡龍棚.li片 を含0

|

5暗掲色■
6淡茶色■

I第 15調査区

Ｉ

Ｗ７

20783m―  

―

第42図 S D 05実 測 図 1:120
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第4節 土   羨

幅0。 72%、 深さ0.3η あまりのもので、断面は「 U」 字形を呈する。 溝内からは 9世紀代と思われ

る須恵器邪、土師器皿片、瓦片が出土した。 S D03、 S B13-Plと 重複関係にある。

S D05(第 42図、図版17)

第15調査区及び第16調査区の表土下0.40～0.50"で 検出された南北方向に走る濤である。第15調

査区では調査区西端で認められ、規模は上端幅3.5%、 薄底幅2.2η 、深さは検出面から1"を 測る

ものである。濤底はほば水平 となっており、溝壁は50°前後の角度をもって掘 り込ま れ、 断面逆台

形を呈し、形は整っている。濤底及び濤壁の一部に大小25ケ からなる柱穴状の落ち込みが認められ

た。なお溝の検出面で多数の土師質土器片が出土した。軟質で完形に復したるものはなかった。ま

た下層では全 く遺物は認められなかった。

第16調査区は第15調査区の北25″ の位置に、 S D05の 走る方向を確認するために設定したもので

ある。ここでは完掘せず、調査区南壁沿において、幅 1物 の観囲で濤底までtPAり 下げ、堆積土層、

及び濤の形態等をみることとした。その結果第15調査区で認められたと同様な規模と形態を示すも

のであった。さらに濤底ならびに濤上端付近に柱穴状の落ち込みが認められたことも同様であった。

ここで特に注目すべきは溝内の土層観察から、溝が掘 られた後、 さほど時を経ずに径0,1%前後を

測る柱状の本材が立てられたとみられ、 その後薦底に土が約0.2η 堆積した時点で、柱状の木材は

抜き取 られ、その直後 S D05は 検出面付近まで埋められたものと判断されたことである。 S D05は

両調査区で得 られた結果からその方向はN-10°一 Eである。 (永願優理、三宅博士、松本岩雄)

第 4節 土 壊

S K01 第 5調査区の西側に位置する性格不明の不整形な落ち込みで、長径 8η 、短径 5%、 深

さ0.2η の ものである。土竣内か らは土師器片、須恵器片、 緑釉陶器片、鉄器などが出土した。土

墳内の上は黒色土で分層することはできなかったが、出土した遺物のほとんどが上面近 くに敷きつ

められたように存在 し、土墳底部付近か らは須恵器片がわずかに出土したのみで、土墳掘 り込みの

時期と上面の遺物群の時期にはかなりの時間的な幅があるものと観察された。

S K02 S B07の 西側に接 した位置で検出された平面小判形を示す落ち込みである。長軸をほば

東西に置き、長径 3η、短径1.5%、 深さ0.5″ を測る。底部はU字形を呈 し、比較的ていねいに掘

り込まれていることが注意される。土壊内には黒色土が堆積しており、分層することができなかっ

た。遺物は皆無であり、土墳の性格については不明である。

S K04 第12調査区の中央やや東寄 りで検出したもので幅1.2%、 深 さ0.25η を測る。 S D03・

S D04・ S B13-Pl・ 河ヽ ピットとの重複関係が認められた。 (永瀬優理、三宅博士、松本岩雄)
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第 W章 出  土 ４追

3ケ 年にわたる調査で得られた遺物には土師器、須恵器、緑釉陶器、陶磁器、瓦、鉄器、石器など

各種があった。しかし検出遺構の数に対 し、それにともなう遺物は僅少であった。そのような傾向

を示すなかで遺物が集中して認められたのは昭和54年度に調査を実施 した第 5調査区の S K01周 辺

と、その翌年、第12調査区で検出したS D04及び第 9調査区の S B22付近と第15調査区の S D05上

面であった。以下それらを中心に、各調査区から出土した遺物の概要を述べることにしたい。

第 1節 古墳・奈良・平安時代遺物

SBH・ S B05周 辺出土遺物 (第 43図 1～ 6)

(1)は B Sll付近から出土した逆八の字状に開く形態の土師器である。 ここでは高邪の郷部とし

たが、鼓形器台の器受部、あるいは壺の口縁部となる可能性 もすてきれいなものである。

(2)は S B05付近から出土した土師器高郷の邪部と脚部との接合部分である。

(3)は S B05付近から出土した須恵器邪の底部とみられる破片で、 外面下半に入念なヘラケズリ

が認められ、焼成は良好である。

(4)も 須恵器不としたものであるが外面にはヘラケズリの痕跡は認められない。 見込み面に黒色

の付着物がみられ、器面 も磨耗 していることが注意される。

(5、 6)は いずれも断面方形の高台をめぐらす須恵器皿の一部で、底部裏面には糸切 り痕が認めら

れる。

SB16-P5出土遺物

第43図 (7)は第 8調査区 S B16の P5上面から出土した須恵器界である。焼成不良で器面はきわめ

て軟5Bで ある。

S B07付 近出土遺物 (第43図、図版21-1)

第43図 (8)は S B07の 西方の柱穴列を追求している際に付近で得た 緑釉陶器界の 口縁部の破片で

ある。内外面とも淡緑色の施釉が認められたもので、硬陶である。

S B02付 近出土遺物 (第43図、図版19)

第43図 (9)は第 2調査区 S B02の 中央やや西よりの土壊内から出土した須恵器の蓋である。日唇端

部をわずかに折 り近す。器高の低いつ くりとなっている。焼成時に生じたとみられる著 しい歪があっ

て、口唇端が大 きく反 りかえり、正確な直径は求め難いが15働前後移測るものと推定される。上面は

中央部、径10防あまりの部分にヘラケズリが認められ、その中央には径 2働 を測る扁平なつまみがと
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第 1節 古墳・奈良・平安時代の遺物
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第43図  S B02・ 05,07・ 09・ II・ 16付近及びSD04内 出土違物実測図 1:3
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第V章 出土遺物

り付けられている。とり付け部周辺は指頭による回転ナデ調整となっている。内面中央には黒色の

しみがみられるが墨汁痕 とは認め難いものである。出雲国庁における奈良時代須恵器編年Ⅳ形式に

属すものであろう。

S B09~P6出 土進物 (第43図、図版21-1)

(10)は S B09の P6内に落ち込んだ状態で出土したもので、高台をもつ壼の胴部下半であろうと

考えられる。外面及び内面の一部に淡緑色の自然釉がかか り美 しい。また外面下部にヘラケズリの

痕跡が認められ、上部には 4～ 5本を単位とする細い平行沈線が 1.8例 をへだてて上下 2ケ所に巡

らされている。

S D04出上遺物 (第 43図、図版21-1)

遺物には須恵器類 (11～ 16)。 土師質土器郷 (17・ 18)。 布目瓦 (19。 20)が ある。

須恵器郷 (11・ 16)土師質土器邪 (17・ 18)と もに底部裏面に糸切 り痕を残 し、体部が逆八の字状

に開 く形態は後述するS K01出 土のものと共通 した点が認められる。須恵器底部 (12～ 15)いずれ

も小片であるが、高台のつく皿あるいは郷の底部と考えられるもので、底部裏面は高台接合時のナ

デにより、糸切 り痕は確認できない。なお(15)は 内面に成形痕がみられることから、あるいは壺の

胴部下半の可能性 も考慮される。

(19・ 20)は 布目瓦の破片で、いずれも内湾する面に布目が認められる。(19)は 一辺は成形時に施

されたヘラによる面取 りが認められる。焼成は良好である。(20)は 焼成不良でやや軟質である。

S K01出 土遺物 (第44図、第45図、隠版20、 図版21-2)

第 5調査区の 中央やや 西よりに位置する S K01か らは、 土師質土器 (第 4ム図 1～ 21)、 須恵器

(第 44図 22～26。 第45図 1～ 8)、 緑釉陶器 (第44図27～ 29)、 鉄器 (第 44図 30)が 出土した。

土師質土器のなかには邪の底都 (第44図 1～15)と 郷の口縁部 (第44図 18)と がある。底部裏面に

はいずれも糸切 り痕が認められるが、 糸切 り技法で切 り離したままの所謂ベタ高台とするもの (1

～10)と それに高台をつけたもの (11～ 15)の二種に分けられる。これらは(18)に みられるように

逆八の字状に大 きく開 く口縁をもつものと考えられる。

(22・ 24。 25)は 須恵器邪で前述した土師質土器郷と同様な技法が認められ、形態 も類似している

こと力ゞ注意される。

(23)は 須恵器の体部に細い突帯をめぐらす もので、高部の邪部のようなものになるのであろう。

(26)は 須恵器鉢で上半部を欠損 している。断面三角形の高台をめぐらすもので、外面はヘラケズ

リとなっており器肉は厚いつくりとなっている。なお壼の底部 となる可能性 もあろう。

(16)は 口唇端部がわずかに立ちあがる土師器甕で、胎土は大粒の砂を多量に含み、内面頸部下半

は横方向ヘラケズリ、外面胴部には刷毛目が縦方向に認められる。
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第V章 出土遺物

S K01出土須恵器実測図 1:3

(17)は 直口壼の頸部から口縁部の部分と考えられるもので、口唇部はやや肥厚する形となってい

る。この他口縁部が くの字形状に開 く甕 (19。 20。 21)が ある。 (20)は 外面頸部下半に煤状炭化物

の付着が認められる。

(27～ 29)は 緑釉陶器でいずれ も小片であるが郵の一部 と考えられ、内外面ともに淡緑色の施釉が

亀

―

―
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第2節 中。近世遺物

認められる。(27)は軟陶、 (28・ 29)は 硬陶である。

(30)は鉄器で全体に銹化が著 しく、また一部に欠損部分がある。片刃の長頸鏃の可能性 もあるが

刃部がよく研 ざ込まれていることか ら刀子の一部 としておきたい。

S K01内 からは前述したような遺物の他に須恵器甕の破片 (第45図 1～ 8)が出土している。い

ずれも大甕等の胴部の一部とみられ、外面に平行線叩き目、内面には同心円文が認められる。

(3・ 5)は 叩き作業後内面の同心円文の一部がす り消されている。

(6)の外面は平行線叩き痕が認められ、叩き締め作業の後カキロが施 されている。

第 2節 中・近 世 遺 物

第 5調査区及び第 9調査区出土摺鉢 (第 46図 1～ 5)

いずれも完形に復 しえるものはないが、体部は逆八の字状に開き、口縁部は外面が帯状に肥厚す

るものである。

(1・ 2)は第 5調査区南東隅で確認された S D01に ともなう可能性の強いものである。内面に 8

本以上を 1単位とする卸目が施 されている。

(3～5)は S B22の 南西隅の加工壇周辺から出土 したものである。形態は前述 したものと同様であ

るが(4)の卸目は 8本を 1単位とし、(5)は 9本を 1単位としており、さらに口縁部の一ケ所に片口

が残存 している。それぞれ長期にわたって使用されたものとみられ、内面底部付近は磨滅痕が認め

られる。

第 9調査区出土遺物 (第 47図 1～ 3、 図版22)

(1)は S B21の 南側溝状遺構から出土した土師質土器邸で、日径 8働を測る小形のものである。

底部にはかすかに糸切 り痕が認められる。一見付高台のようにみえるがこれはロクロから切 り離す

際、粘土がそのまま付着したものであろう。

(2)は S B24の Pl内 から出土した青磁邪で、体部から口縁部にかけての破片である。体部は、口

縁部に向って内湾した後、ゆるやかに外反するもので、外面には進弁文が表現されている。内外面

ともに灰緑色の施釉が認められ、貫入がみられる。

(3)は S B22の 南西隅から出土した天目茶碗で、シ 十一プに削 り出された高台をもち、 体 部は口

縁部に向ってわずかに内湾しながら立ちあが り、口縁部はややすばまる形 となっている。高台付近

を除き、内外面ともに茶黒色施釉が認められる。

S D05出 土遺物 (第47図 4～ 7)

第15調査区で検出したS D05上面から出土した土師質土器不 。皿である。ここからは多数の土師

質土器の小片が出土している。いずれも不あるいは皿と考えられるもので、それ以外の器種は認め
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第 2節 中・近世遺物

第47図 S B21・ 22・ 24及びSD05出土遺物実測図 1:3

られず、しか も須恵器類 も皆無であった。

得 られた郷 。皿類の破片は糸切 り度を残すベタ高台で、逆八の字状に口縁を開 く形態のもの (4

5)と 、やや丸味をおびた底都裏面にヘラ切 り痕が認められる浅い小形皿 (6。 7)と の二種に分ける

ことができる。

(三宅 博士)



第Ⅵ章 自然 科 学 的調 査

第 1節 出土炭化米について

本遺跡ではこれまで記したように S B01付近およびS B12付近で多量の炭化米が出土した。炭化

米については当初は単純に火事等の何らかの理由により焼けたものであろうと考えていた。ところ

註 1

が、生の米粒が埋没 して、常温で炭化する場合 もあるとの見解があることを知 り、本遺跡出土炭化

米がどのような状況下で炭化したものなのかを調べる必要が生じてきた。しかし、これをどのよう

な方法で調査するのが最 も有効なのかまったく見当がつかなかった。そこで、 1つの方法として炭

化米を含む土層が過去において加熱を受けたかどうかを明らかにする目的で、時枝克安氏 (島根大

学理学部助教授)に依頼して熱残留磁気測定を行なうこととした (第Ⅵ章第 2節 )。 他方では、 こう

いった点について誰か造詣の深い方があれば炭化米を実見していただき、所見を得たいと思い、調

査指導に来県された甲元真之氏 (熊本大学法文学部助教授)に尋ねたところ、誰か適当な人に照会

してみようとのことであった。そこで早速、炭化米資料の一部をフィルムを入れるプラスチック製

容器に詰めて手渡すこととなった。その後、甲元氏は横山浩一氏 (九州大学教授)に事情を話 され

た上、資料を預けられた由である。これにもとづき、横山氏が粉川昭平氏 (大阪市立大学理学部教

授)に電話で問い合せられるとともに、相原安津夫氏 (九州大学理学部助教授)の ところへ資料を

持参されて意見を聞かれ、その状況について島根県教育委員会の方へ報告があった。

以下、その報告内容の概要を紹介 しておくことにする。

粉川昭平氏の見解

イネの類果の主 として澱粉から成る部分は、土中に埋まればバクテリアなどによって分解されて

たちまち形を失ってしまうであろう。形を保ちながら常温で炭化するということは考えられない。

日本の遺跡から出土する所謂炭化米は、すべて埋没前に熱によって木炭化したものと考えてよい。

炭化米というよりは本炭化米という方が適切ではあるまいか。

相原安津夫氏の見解

石炭には、値物遺体が埋没後に炭化した部分と、埋没前にすでに木炭化していた部分とがある。

石炭の大部分は古植物が還元環境に埋没され地熱と圧力の影響を長時間受けながら炭化したもので

ある。このような石炭は顕微銃で見ても層状で均質な部分が多い。植物遺体が泥炭化作用の過程で、

ほとんど原形を失い、分解されたためである。もっとも、均質な石炭の間に植物形態をとどめた部



第1節 出土炭化米について

分がはさまれていることがあるが、これは表皮、花粉、樹脂など、腐敗に強い組織が原形を保ち得

たのだと考えられる。石炭中に見 られる埋没前に炭化していたと考えられる部分は反射顕微鏡で見

ると植4/2組織が残 り、泥炭化を経た石炭よりも輝度が高い。成分 も純粋な炭素に近い。

生の米粒が、地下 2η位までのところに埋まって、わずか1000～2000年 の間に石炭化するような

ことは非常に考えにくい。遺跡出上のいわゆる炭化米が、埋没前に熱で木炭化されていたとすれば、

その断面はたぶん石炭のなかの埋没前に木炭化されていた部分に似通っているだろうし、成分 も純

粋な炭素に近いはずである。遺跡出土炭化米をプラステックに封入、研磨し、別に実験的に木炭化

させた米粒 と反射顕微鏡下で比較すれば、一応の見当がつくだろう。

以上、御二方の意見によ

って焼けた米粒であろうと

の大方の判断はできたので

あるが、その後念のために

相原安津夫氏に資料をお送

りし、反射顕微鏡で観察し

ていただ くことにした。そ

の観察結果は下記のとお り

であった。

資料を成形研磨し、反射

顕微鏡 (ラ イツ社オル トル

ックスⅡ型)で観察、測定、

写真撮影を行なった。第48

図の写真は反射顕微鏡下で

あるから白い方が反射率の

高い方で、黒いのが空間で

ある。中間色は空洞がこわ

れないように封入 した合成

樹脂である。この写真から

もわかるように、外縁部が

特に反射率が高 く、油浸法

(n=1.515)平均 反射率

(Rmean)で 1,7%で、内

S801出 土炭化米

第48図 炭化米反射顕微鏡写真  (× 20)
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第Ⅵ章 自然科学的調査

側に向け16%→ 1,4%と 低下 している。このことは外部から熱が加わ り外側 はど炭化が 進んだこと

を示唆している。またこのように高い反射率は、石炭でいえば高炭化度の歴青炭になってお り、わ

が国では古第二紀 (3～ 4000万年前)に普通にみられるもので,遺跡時代での埋没による変化では

得 られないものである。これらのことから、やは り炭化米はむし焼によるものと判断される。

以上の見解を参考にすれば、本遺跡出上の炭化米は何 らかの理由により焼けたものと考えてよい

と思われる。

これらの所見を得るにあたっては、甲元真之氏、横山浩一氏には格別の御配意をいただいたのを

はじめ、粉川昭平氏、相原安津夫氏には献身的な協力を得た。深甚の謝意を表する次第である。な

お、この所見は数人の方々を介して面談あるいは電話による問い合せによって得 られた意見を紹介

するとい うきわめて異例な掲載方法をとっており、その結果に多少な りとも問題点があるとすれば

その責はすべて編集者にあることを明記しておく。 (松本)

註1 松谷暁子「炭化米」『世界考古学事典』平凡社 昭和55年

第 2節 山代郷正倉跡考古地磁気調査

山代郷正倉跡遺構の S B12付近から、炭化米が多量に出土した。炭化米は S R12の 発掘 された露

出面の下、約 2翻の深さにわたって分布している。この調査の目的は、炭化米を含む土層が、過去

に加熱を受けたかどうかを、考古地磁気学の方法によって明らかにし、又、加熱を受けた時代を推

定 しようとするものである。

2 原 理 と方 法

土中には、重量にして約数パーセン トの強磁性鉱物がある。強磁性鉱物を含んでいる土が、地磁

気中で加熱され、その後、冷去「されると、地磁気の方向に帯磁する。このようにして得 られた磁化

は熱残留磁気とよばれ、その強度は、加熱温度が高 くなると増大 し、キュリー温度とよばれる強磁

性鉱物特有の温度になると、一番強 くなり飽和する。

強磁性鉱物を含む土は、加熱以外の作用によっても帯磁する。これらの作用の中で今回の調査に

関係するのは堆積作用である。堆積作用によって、土がだんだん積み重ねられてゆくと、上層の上

の重量による脱水作用のために、下層の土に含まれる水分が移動する。この時の水の流れが土中の

強磁性鉱物粒子を動かして、磁気モーメン トの方向を、地磁気の方向にそろえようとする。このよ

安
*

克枝時

的

半 島根大宰理学部
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第2節  山代郷正倉跡考古地磁気調査

うにして、地磁気の方向を向いた堆積残留磁気が獲得される。一方、加熱作用 も堆積作用 も、強 く

受けていない土の自然残留磁気の強度は非常に弱 く、その方向は場所によって大きく異なる。これ

は種々の原因による撹乱のために、強磁性鉱物の磁気モーメン トが互に相殺 しあうためである。こ

の調査では、炭化米を含■土層と、それより下部の炭水米を含まない土層からそれぞれ試料を採取

し、無定位磁力計を用いて自然残留磁化の方向を測定する。そして異るグループの自然残留磁気の

方向を比較することによって、又、広岡 (1971)に よって求められた西南日本における過去 200年

間の地磁気永年変化と比較することによって、炭水米が分布する土層が、音、加熱されて、熱残留

磁気を帯びているかどうかを判断しようとする。

3試 料 採 取

S B12建物跡にある二個の柱穴(P5・ P15)の北

側に、発掘によって垂直に切断された地層断面が

残 されていた。この断面について、現在の地表か

ら約20初下方までは、黒色を呈する土層であった。

この黒色土層の最上部に、炭化米を含む厚さ約 2

勁の層がある。そして、黒色土層の下には、粘土

色を呈する土層が約20勁続いていた。試料は、次 第49図 試料採取作業状況

のように、これらの土層を三つのグループに分けて採取 した。

(1)黒色土層最上部

この土層には炭化米が分布 している。炭化米は、 S B12の 発堀面の 3× 2.5の 方形の範囲に確認

できた。この方形の区域に、 7ケ 所の小ブロックを均等に分布するように選んで、これらのブロッ

クから次のように試料を採取 した。

ブロック番号  試料番号 個数

1

2

3

4

5

6

7

9

2

4

6

4

4

7

Y-1～ 9

Y-10、 11

Y-12-15

Y-16～21

Y-22ハV25

Y-26-29

Y-30ハ彰36

ブロック1には、炭化した本片が多数見受けられた。

(2)黒色土層の下部

10個 の試料 (Y-37～46)を採取 した。

(3)粘土色土層の_ヒ 部
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10ケ の試料 (Y-47～56)を採取した。

4 測 定 結 果

試料は、一辺が約 3働の立方体に整形し、無定位磁力計を用いて、自然残留磁気の方向を測定し

た。

(1)黒色土層最上部

ブロック 1、 4、 5、 7か ら採取した26個の試料のうち19個 の試料について、自然残留磁気の方

向を測定できた。他の試料、及びブロック 2、 3、 6か ら採取 した試料は、自然残留磁気の強度が

非常に弱 く、その方向を測定することができなかった。第50図 に測定結果を示す。

(2)黒色土層下部 と粘土色土層上部

これらの二層から採取 した試料は、自然残留磁気強度が比較的強 く、すべての試料について、自

然残留磁気の方向を測定できた。黒色土層最上部 と比較 して、自然残留磁気の強度がほぼ一定であ

るのが、この二つの上層の特徴となっている。第51図及び第52図に黒色土層下部、及び粘土色土層

上部の測定結果を示す。

(1) N.Ro M. MEASUREMENTS

SAMPLE       INCLI.     8ECLI.

C.C.N.

1

3
4
5
7
8
16
17

18
19
2B
21
22
24
25
32
34
85
96

第50図  黒色土層最上部採取試料シュミットステレオ投影図

19.20    -13.7B
32.B2      31.ZB
9.80      -3.7B

23.22      -9。 2□

3.DB     19口 。8B
ll.3B     -13.2□
59.5B      92.8□
65.8B      la.5□
29.88     -13.52
35,92      8B。 5□

8.BB      12.68
12.gz      12.2B
45.2B      -4.7B
15.52      -1.BB
42,22      85.5g
31.22     -47.2B
26.22     29.22
58.48      24.2□

-24.22      48.8□

Ⅲ6 ・二14  =

-80-



(2)

第2節 山代郷正倉跡考古地磁気調査

N.Ro M. MEASUREMENTS

INCLI.     DECLI.

C,G.N.

G.C.NH

37
38
39
4B
41

42
43
45
46

51.98    -115。 S□

38.88     -99.1□
32.□□     -86.22
42.62    -112.6g
69.68    -165.9□
42.38    -113.lB
44.9□    一生15,4□

39.2B    -117.8□
74.28     -97.52

ットステレオ投影図

Nぃ Rぃ M. MEASUREMENTS

INCLI.     BECLI.

75.88    -lBl.D□
38.□ B     -82.5B
68.52    -111.6B
37.92     -72.2B
48.28     -79.2g
47.BB     -98.6B
38.8B     -93.g□
87.BB     -58.82

４７

４８

４９

副

５２

５４

５５

５８

第51図 黒色土層下部採取試料シュミ

(3)

第52図 粘土層土層上部採取試料シュミットステレオ投影図
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5考  察

第51・ 52図 からわかるように、黒色土層下部、及び粘土色土層上部の自然残留磁気の方向はよく

似ており、又方向の分散が比較的小さい。二つの層を一緒にして、自然残留磁気の平均方向を計算

すると、平均伏角が約52°、平均偏角が約99°Wと なる。さて、第53区 に示された広岡 (1971)に よ

る西南 日本の過去2000年間の地磁気永年変化を参照すると、地磁気の方向は、2000年 間に、偏角が

15°Wか ら15° Eまで、伏角が35°から60° までの範囲にわたって変動したことがわかる。黒色土層下

部及び粘土色土層上部の自然残留磁気の方向は、この変動範囲から者しくずれている。したがって、

これら二つの層の帯磁年代は、少 くとも2000年以上昔であり、又土層中に加熱を受けた形跡が見 ら

れないこと、及び自然残留磁気強度がほば一定であることから考えて、帯磁機構は堆積作用による

ものと推定できる。一方、炭化米が分布 している黒色土層最上部の自然残留磁気の方向は、第50図

に示されているように、かな り大 きく分散 してはいるけれども、決 して、でたらめではなく、ある

程度のまとまりを示 している。そして、平均の方向は、過去2000年間の地磁気の方向の変動範囲の

DECLINAT10N
(4)

第53図 西南日本地磁気永年変化曲線 (広岡1971に よる)
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中にある。さらに、これらの自然残留磁気の強度は一定ではなく、非常に弱いものから比較的強い

ものまで、広い範囲で変化している。もし、これらの自然残留磁気が下部の土層のように、堆積作

用によるものであれば、その強度は、ほば一定となるはずである。それゆえ、炭化米を含んだ黒色

土層最上部の自然残留磁気は過去2000年 間のある時に、加熱作用によって獲得されたものであると

結論できる。そして残留磁気の方向のまとまりが悪いのは、加熱温度が低かったためであると説明

できる。しかし、自然残留磁気の方向の分散が大 きいので、加熱を受けた年代を決定することはで

きない。

引用文献

KiH�o HirOOka (1971)Archaeomagnetic Study for the past 20CXl years in Southwest Japan. Mem.

Fac.Sci,Kyoto Univo Ser.Geol.Mineral,,38,167-207.

第 3節 山代郷正倉跡出上の炭化米

モ巴*敏藤佐

佐藤敏也氏に分析していただいた炭化米の採取

地点、採取方法、資料名称等について若干記して

おくことにする。

S B01と 表示した資料は、昭和53年度調査時に

第 1調査区内S B01周辺に散布していたものを採

取したものである。採取した炭化米は全て舗にか

けながら水洗を行ない、その総量は6斗 9升 2合

であった。そのうちの一部を分析資料として送付

した。水洗を行なった主たる目的は、採取した炭

化米の量を把握することにあったが、その後、水

洗によって舗にかからない資料が失われる可能性

も多分にあると考えるようになった。そこで、昭

和54年度以降の調査で得られた炭化米は周辺の上

壌とともに採取・保管し、後日の分析に待つこと

とした。

S B12第 X区第 7号、S B12第 X区第10号 と表

示した資料は昭和55年度調査時に第10調査区の南

0           2m
崇

第54図  SB12付近出土炭化米

区画配置図 11120

* 国分寺市文化財審議会委員
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西隅及びS B12付近で認められた炭化米の一部である。資料の採取に際しては、炭化米の散布

地に1協 グリッドを組み、北東隅から1・ 2・ 3……と番号を符し、各グリッド毎に取り上げ

た (第 54図 )。 したがって佐藤敏也氏の文中にある7号、 10号資料は各グリッドに符した番号

に一致する。分析資料の抽出にあたっては、炭化米の密度が高いグリッドとし、土壌とともに

採取してそのままの状態で資料を送付した。

舎人郷正倉跡推定地と表示した炭化米は、島根県安来市沢町で昭和35年に恩田清氏によって

採取されたものの一部である。採取された炭化米は拳大あまりのブロックとなっており、土を

ほとんど含まないものであった。無作為に抽出して送付した。

資料はそれぞれビニール袋に封入されていて、 4包である。

① 山代郷正倉跡 S B12第X区第 7号採取土壌

② 山代郷正倉跡 S B12第X区第10号採取土壌

③ 山代郷正倉跡 S B01出土の米粒 (昭和53年次検出)

① 舎人郷正倉跡推定地採取の米粒

(三宅・松本 )

抹

←゙

・ 未
Ъ ▲

Ｉ

Ｉ

Ｉ

十

１

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

上

Ｉ

§

→B200

未

第55図

250

山代X区 7号浮粒 ●

山代X区 10号浮粒 ●

未 熟 粒

山代X区 7号・

と粒幅の計測値

350
(単位mml

山代 X区 7号沈粒

山代 X区 10号沈粒

10号出土炭化米粒長

山代SB01浮粒   ●

合人浮粒    ▲

未 熟 粒

(単位 mm)

山代SB01沈粒

舎人沈粒

未

第56図 山代S B01、 舎人出土炭化米粒長

と粒幅の計測値

・

・
・
θ
砂
∫

転
ｉ

ず
λ
が
中中修

軸
　
§〆
（
り務
急
ｒ
一

▲
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これらの資料は、それぞれ一定量を水洗 し、常温で一昼夜水漬にし、浮上する粒、沈降する粒 とに

分離した。同じ未熟粒でも浮上するものと沈降するものとがあり、また個体の重量とも関係がない

ようである。浮上するものの粒断面は緻密で焼け焦げてはいるが組織は密着している。これに反 し

て、沈降粒にはときに粒の断面の放射状組織が樹木の断面に見られる年輪状を呈したり、またある

ものは孔隙が多 く吸水性を示す。浮上沈降は焼け方に原因するものらしい。

1 山代郷正倉跡 S B12第 X区第 7号地区採土 中に包含 されていた米粒

100グ ラムの土壌を水洗いし、検出された米粒は、浮上完形粒15(全粒計測)、 破片数粒、沈粒完

形557粒中130粒計測、このほかに水洗直後計測の 10粒計 155粒計測 (別表)こ れらの粒はすべて焼

けて炭化した状態である。焼けぶくれ(図版26-配 1、 配18)焼け太 り(図版26-配 18)を伴っている。

(1)粒 の 形 態

長×粒幅

最

最

平

2.00じス」ヒ

1.80ハヤ2.00
未満

1.60ハャ1,80
未満

1.00～1.40
未満

5.20″2

3.40″″

4,38″″

2.

1.33η筋

1.

14.88"筋

7,74η%

11.45″ %

大
　
小
　
均

長 粒

(L)

短 粒

(S)

円 粒

(R)

①-1(未 )

1(未 )

1

・・９３ナ３．３３＞・・・８２騨

３
２

・３
２９

一　
一　
一　
一

①
②
③
①

一
一
一
一

①
　
③満

６０
未

ｉ”

弼

１０

３３

３５

一　
一　
一　
一

３３

・５

・７

・６

電D―- 147(94.84)

②-  53(88.34)

③- 92(83.64)

でD―-  86(75,50)

①―
②―
③―
①一

①-155
②- 60
③-110
①-117

２３

３３

５４

７．

軽

６７

９．

３３

３５

５．

３０

３３

４

２

２

１

一

５５

３．

３４

３９

計測値 1 粒 長 1 粒 幅 1 粒 厚 1粒長/

粒幅2.20肋未満、粒厚1.50肋未満のものは未熟粒

表 4-1 粒の形状とその大きさ

|

8,00″″
|

極小 12.00肋 小  16.00中 20.00大

-1(未 )

-1(未 )

- 3(1.94)
-0
- 3(2.73)
―- 2(1.71)

(① :第 X区第 7号、② :第X区第10号、③ :S B01、 ④ :舎人郷、細字は粒数)
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(2)粒の形とその大 きさ

粒の形 とその大きさを区分するために、表 4の基準表の各欄へ さきに計測した表 7以下の各計測

値をプロットしたもので、①に属する粒形では 155粒中、粒長/粒幅比が2.00以上の長粒 3(1.93

%)、 1.40効以上2,00効未満の短粒147粒 (94.84%)、 1.40脇未満の円粒 5(3.23%)であり、粒の

大 きさでは粒長×粒幅積12,00翻以上16.00筋未満の小つぶが55(35,48%)、 8.00効以上 12.00肋未

満の極小つぶ粒が97(62.58%)、 8.09未満の極々小つぶが 3(1.94%)と なり、短粒の極小つぶ粒が

圧倒的であることがわかる。その長粒と目されるものは、実は短粒の未熟粒で、長粒種ではない。

未熟粒を除くとこのグループの粒形構成のパターンは ①働 となる。

2 山代郷正倉跡 S B12第 X区第10号地区採土中に包含 されていた米粒

①の場合と同様に 100グ ラムの土壌を水洗いして、同様に一昼夜水漬した結果、浮粒完形 6、 沈

粒完形145、 胴割れ (図版26-配 2、 配12)二つ折れ破片217、 他に木炭細片また未だ炭化していな

い木根の細片が認められた。浮粒は全粒、沈粒は44粒、水洗直後粒10計 60粒 を計測した。

(1)米 粒 の 形 態

計測値 1粒 長 1粒 幅 粒 厚 粒長/粒幅 長×粒幅
|

3を 1瑚 瑚瑚制瑚
(2)粒 の形とその大 きさ

さきに計測済の表 7の各粒を表 4-1の 基準表各欄ヘプロッ

53(88.34%)、 円粒 5(8,33%)ま た その粒の 大 きさでは、

卜した結果、長粒 2(3.33%)、 短粒

中ほどのつぶ 1(1.66%)、 小つぶ

表 4-2粒 形 の 構 成

翠
長 粒 短 粒 円 粒

計

/1ヽ 極州
々

ヽ

極
４ 小 計 中 /」ヽ極旭

五々
/」 ヽ 小 計 /」ヽ極 州 小  計

① 第X区第7号 21
3

(1.94
51

147
(94.8

1
5

(3.23)
155(35.07

② 第X区第10号 ―
|

2
(3,33)

1
53

(88.34'

5
60(13.57)

③ S B01 11
13

(11.82)

92
(83.64,

5

(4.54)
110(24.89)

④ 舎  人  郷

一　

２０ 29
(24.79)

86
(73.50)

2
(1.71)

117(26.47)

計 1
47

(10.63)
1 爵枠

378
(85,5

442( 100)
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(51.67%)、 極小つぶ28(46.67%)と なり、小つぶの短粒が圧倒的である。 ①グループに比較し

て粒が若干大きいといえる。なお 2粒の長粒 (図版26、 配 1お よび4)が含まれている。これは未

熟の粒ではない。長粒種である。このグループの粒形構成のパターン◎ である。

3 山代郷正倉跡 S B01周辺か ら採取 された米粒

白色を呈するはど灰にまみれているもの、灰のまま10グ ラム計量し、①および②の場合と同様水

洗処理してえた粒は、浮粒完形159粒、破片 115、 60粒計測、沈粒完形 105粒、破片44、 40粒計測、

未熟粒 (図版27-No 18)、 胴割れ (図版27-血42、 71、 73、 74、 66、 69、 70、 109)粒が多数含まれ

ている。

(1)米 粒 の 形 態

(2)粒の形 とその大 きさ (第 4表 )

前 2遺構出土粒について行ったと同様の基準により整理 した結果、 長粒 13(11.82%)、  短粒92

(83.64%)、 円粒 5(4.54%)、 粒の大 きさでは、小つぶ粒34(30,91%)、 極小つぶ73(66.36%)、

極々小つぶ 3(2.73%)で、極小つぶの短粒が主体をなしている。粒形構成のパターンは◎前項の

出土米に類似している。

4 舎人 郷正倉跡推 定地 出上 の米粒

灰のまま10グ ラム計量、水洗処理 し、浮粒完形155粒、破片 2、 木炭片 2、 46粒 を計測した。ま

た沈粒完形202粒、破片58、 61粒 を計測した。長粒 (図版28-4、 5、 6、 11、 12、 14)胴割れ (図

版28-14、 55)胴切れ (配32、 54)疵米 (血81)虫喰い (hlo.103)ま た竪割れ (配107)な ど多様の

疵米が含まれている。いずれも焼けているが多 く胚芽 (図版28-配31、 32、 36)を 残 している。

(1)米 粒 の 形 態

計測値 1 粒 長 粒  幅 粒 厚

2.

1.

1.

(2)粒の形 とその大 きさ

第 4表-1に充当したところでは、長粒29(24.79%)短粒86(73.50%)円粒 2(1,71%)ま た

大

小

均

最

最

平

3.00η初

1.80″%

2.51

S

賃誌  ノく  1    5.30″ ″1    3.10%"1    2.

最 小 1  3.50翻 1  2110翻1  1.
平 均 1  4.32翻 1  2.68翻1  1



第Ⅵ章 自然科学的調査

粒の大 きさでは、小つぶ粒39(33.33%)極小つぶ76(64,96%)極 々小つぶは 2(1.71%)に すざ

ない。極小つぶの短粒が主体である。粒の構成は◎パターンを呈する。

5 長粒 の遺構別比率 の検討

①～①の各遺構とも長粒と目されるものと真の長粒とを合み、未熟粒を排除すると、①パターン

の①に属する遺構と、◎パターンを呈する②～①に属する遺構とに大別される。

表 5遺 構 別 の 長 粒 比 率

①第X区第 7号 ②第X区第10号 ③S B 01 ④舎 人  郷 1 合

短 粒 。円 粒

0<3(3)>

155

2(3.33)

58(96.67)

9<13(4)>
(8.18)

101(91,82)

24<29(5)>
(20.51)

93(79。 49)

35

407

合   計

(未熟粒)

遺構別にみられる長粒の混 り方は不同である。それが実態における自然の在 り方なのか、それと

もサンプリングに片寄 りがあるのかが気懸 りなので、計測しなかった残 りの粒について再調した。

その結果①
′
には長粒は含まれていない。 ②

′
では172粒中、長粒 1粒で 0.58%③′

では 183粒中、長

粒 3粒で1,64%④
′
では109粒中、長粒13で 11.93%で あった。 前者 (第 5表)と 前者に対応する後

者の欄の長粒率を覚2(yatesの 補正)で検定 したが、有意差を認められないので、 サンプ″は一応

実態を代表 しているものと判断される。

表 6 長粒比率の95%信頼限界

次に計測した長粒比率が実態ではどういう在 り方をもっていたのかを推定して見た。③を例にと

ると、長粒率は81.8%であるが、この遺構に属する炭化米粒の長粒率は3.07%か ら 13.29%の 間に

あるものと考えられる。同じように②にあっては0%か ら7.87%、 ④にあっては13.20%か ら27.82

%の範囲内にあるものと考えられる。

6 ま と め

1)出土の米粒は焼けぶくれ、焼け太りがあり、焼けて黒く炭化している。

2)米粒の形態は遺構ごとに若千の違いがある。短粒小つぶ、また短粒の極 く小つぶの粒形のも

のが中心をなしているが、それに小量の長粒と円粒が混在する。長粒率も相違する。

長 粒 率(P)

95%信 頼 幅

(PU)上  限

(PL)下 限

3.339ろ

4.54%

7.87,ろ

(-1.17)0%

③

8,18%

5,■%

13.29%

3.07%

20.51%

7.31%

27.829ろ

13.20%

V(P)=写 ×Ю4

PU=P+1.967v(P)/n

PL=P-1.96/v(P)/n
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3)山代第X区第 7号資料からは長粒が検出されなかったが、山代第X区第10号 には小量の長粒

を伴 う。それはおそらく焼けた米粒が掻き出される際、上層に在った山代第X区第 7号粒がまず掻

き出され、次に下層にあった山代第X区第10号粒が搬出されたもののように想像される。倉庫塞積

みの際、穂付きの穎稲が床敷 きとして使用されている記録・越中国宮倉納穀交替帳 (平安遺文204)

にみられ、またそれではないかと思われる例を二本松・郡山台遺跡 (郡山台Ⅱ1978二本松市文化財

調査報告書第 4集)で実見している。乾燥した長粒稲は日本稲とちがい繹はもろいが硬 く、米粒 も

硬質でむれにくく床敷 きに適している。

4)焼 ける前の貯蔵粒は穎稲であった可能性が高い。送付資料からはそれを抽出できなかったが、

図版にみるように粒に胚芽を焼け残 している。みていないが、「炭化米だけが大きな塊となって検

出」(団原遺跡発掘調査概報 Ip.9)さ れた塊に穎が残っているのではないか。

表 7 山代郷正倉跡S B12第 X区第 7号出土木粒計測表 (単位 ミリ、小数点 2位以下切捨 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

計

5.20

5.00

4.80

4.20

4.90

4,90

4.80

4.60

4.30

3.70

46.40

4,80

4,70

4.40

4.40

4.40

4.40

4.60

4,30

4 30

4.30

44.60

2 80

2,90

2.80

3.10
(3.90)

(2.80)
3.60

2.70

2.80
(3.60)

2.70

2 90

2.20

27.20

2.40

2.20

1.80

2.40

2.10

2.10

2.10

1.70

2.00

1.50

20.30

2.00

1.80

1 80

2.00

1.80

2.00

2 00

2 00

1.80

1,70

18。 90

1.85

1,72

1,71

1.35

1.75

1.81

1,71

1.70

1.48

1.68

16.76

1.77

1.67

1.57

1.62

1.83

1.83

1.76

1.38

1.53

1.79

16.75

14.56

14.50

13.44

13.02

13.72

13.23

13.44

12.42

12.47

8.14

128.94

水洗直後

焼け太り

焼けぶくれ

胚芽残存

胚芽残存、焼けぶくれ

胚芽残存胚

芽残存、胴割れ

胚芽残存、未熟粒

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

計

2,70

2.80

2.80

2.70

2.40

2,40

2.60

3.10

2.80

2.40

26.70

12.96

13.16

12.32

11.88

10.56

10.56

11.96

13.33

12.04

10.32

119,09

破片 3粒

胴割れ

胴割れ

月同害げオ■

月同害噂オ化

浮粒完全15粒 、

胚芽焼け残る

胚芽焼け残る、

胚芽焼け残る、

胚芽焼け残る、

胚芽焼け残る、

胚芽焼け残る

胚芽焼け残る

胚芽残、胴割れ

粒 長
 1 

粒 幅
 1 

粒 厚
 1 

長 /幅
 1 

長×幅
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2.80  1    2.00  1    1.50

2.601 1.401 1.61
2.70  1    1.80  1    1.51

2.40  1    1.60  1    1,70

2.00  1    1.50  1    1.80

2.90  1    2.20  1    1.68

2.90  1   2.00 1    1,68

3.10  1   2,20 1    1.54

3.001 2.∞ 1 1,60
2.90  1    2.00  1    1.65

27,30  1   18.70  1   16.27

11,76

10,92

11.07

9.84

7.20

14.21

14.21

14.88

14.40

13.92

122.41

4.20

4.20

4.10

4,10

3.60

4.90

4.90

4.80

4.80

4,80

44.40

1.53  1   13.80

1.58  1   13.34

1.58  1   13.34

1.58  1   13.34

1.64  1   12.88

1.70  1   12.42

1,70  1   12.42

1,76  1   11.96

1.761 11.96
1.76  1   11,96

16.59  1  127.42
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1粒
長

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

計

4.80

4.80

4,80

4.70

4.70

4.70

4.70

4.70

4.60

4.60

47.10

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

計

4.60

4,60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

46.∞

4.60

4.6kl

4.60

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.40

45,20

粒 厚 長 /幅 長×幅
 |

粒 幅

2.80

2.80

2.20

3.20

3.l10

2.90

2.60

2.40

3.20

3.10

28.20

3.00

2.90

2.90

2.90

2.80

2,70

2.70

2.60

2.60

2.60

27.70

2.50

2.50

2.40

2,90

2.90

2.60

2.50

2.50

2.40

3.00

26.20

2.OCl

l.80

1.70

1.60

2.00

1.80

1,90

1.70

2.90

1.80

19.20

2.00

2.Cltl

2.∞

1,70

1.80

1,70

1.90

2.00

1.80

1.80

18,70

1.80

1.80

1.40

1.80

1.90

1.70

1.80

1.80

1.80

1.80

17.60

1,71

1.71

2.18

1.46

1.56

1.62

1.80

1.95

1.43

1.48

16.90

1.84

1.84

1.91

1.55

1.55

1,73

1.80

1,80

1.87

1.46

17.35

13.44

13.44

10.56

15,04

14.10

13.63

12.22

11.28

14.72

14.26

132.69

11.50

11.50

11.04

13.05

13.05

11.70

11.25

11,25

10.80

13.20

105.14

摘

３．

盟

３３

艶

３５

３６

３７

弱

鉤

櫛

計

胴割れ、胚芽残る

小枝残る

胚芽残る

胴割れ、胚芽残る

未熟粒

危睡 鶴 安
｀
経 騨 3聟 8×

1.5翻大片
130粒計測

未熟粒

未熟粒

５．

５２

開

５４

５５

５６

５７

５８

５９

∞

計
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Ⅷ
６．

６２

６３

儀

６５

６６

６７

６８

６９

狗

計/」ヽ

粒 長

4.40

4.40

4,40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

44.00

粒 幅

2。 90

2.90

2,90

2.80

2,70

2.70

2.70

2,70

2.70

2.70

27.70

粒 厚

2.CXl

2.10

1.90

2.OCl

2.∞

2.lXJ

l.80

2.00

2.20

1.70

19,70

長 /幅

1.51

1.51

1.51

1.57

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

17.44

長 ×幅

12.76

12.76

12,76

12.32

11.88

11.88

11.88

11.88

11,38

11.88

121.88

摘 要

胴切れ

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

小   計

4.40

4.40

4.40

4.4Cl

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

43.40

2.70

2.70
2.50

(3.30)
2.90

3.00

3.00

2.90

2.80

2.80

2.80

28.10

1.90

2.20

2.00

1.90

2.∞

2.10

2.00

2.∞

2.∞

1.80

19.90

1.62

1.62

1.76

1.51

1,43

1.43

1.48

1.53

1,53

1.53

15,44

11.88

11.88

11,00

12.76

12.90

12.90

12.47

12.04

12.04

12,04

121。 91

焼けぶくれ

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

小   計

4.80

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

43.00

2.70

2.70

2,70

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

26.30

1.90

1,90

1,70

1.80

2.00

2.00

2.10

1.90

2.Otl

l.70

19.∞

1.59

1.59

1.59

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

16.32

11.61

11.61

11.61

11。 18

11.18

11.18

11.18

11.18

11.18

11.18

113.09

胚芽焼け残る

胴割れ

９．

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

００

計/Jヽ

4.30

4.30

4.30

4.30

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

42.40

2.50

2.40

2.40

1.80

3.00

3.00

3.∞

3.00

2,90

2.80

26.80

1.90

1,70

1.70

1.50

2.20

2.10

2.10

2.00

2.00

2.10

19.30

1,72

1,79

1.79

2.38

1.40

1.40

1.40

1,40

1.44

1.50

16.22

10.75

10.32

10.32

7.74

12.60

12.60

12.60

12.60

12.18

11.76

113.47

未熟粒

未熟粒

未熟粒

胴割れ

月同害」れ

胴割れ

胴割れ
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/1ヽ

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

計

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

計

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

計

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

計

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

42.00

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.10

4.10

4.10

4.10

41.60

4.10

4.10

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

40.20

2.80

2.80

2.80

2,80

2.70

2,70

2,70

2.60

2.60

2.50

27.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.40

2.20

3.00

2.90

2.90

2.90

26.30

2.40

2.10

3.00

2,90

2.80

2.80

2.70

2.70

2.60

2.40

26.40

2.∞

1.90

1.90

1,80

1.70

2.∞

1.70

1.70

1.50

1.70

17.90

1.70

1.70

1.90

1.70

1.60

1.50

1.90

1.80

1.90

2.10

17.80

1.90

1.80

1.80

1.80

1.90

1.90

1.70

1.90

1.60

1.60

17.90

1.90

1.50

2.00

1.90

2.20

1.70

1.90

1.80

2.00

1.50

17.40

11.76

11,76

11,76

11.76

11.34

11.34

11.34

10,92

10.92

10.50

113.40

1.50

1.50

1.50

1.50

1.55

1.55

1.55

1.61

1.61

1.68

15.55

1.46

1.51

1.57

1,57

1.57

1.57

1.57

1.64

1.64

1.64

15。 74

1.70

1.95

1,33

1.37

1.42

1.42

1.48

1,48

1.53

1.66

15.34

胴割れ

胴割れ

胚芽残る

胴割れ

胴割れ

胴割れ

月同害Jオ■

胴割れ

胴割れ

未熱粒、胴割れ

胴割れ

胚芽残る

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胚芽残る

胚芽残る

胚芽残る

胴割れ

胴割れ

胚芽残る

胚芽残る

未熟粒

胴割れ、胴切れ

胃同害Uれ

/」ヽ

10.50

10.50

10.50

10.50

10.08

9.24

12.30

11.89

11.89

11.89

109。 29

11.48

11.07

10.66

10.66

10.66

10.66

10.66

10.25

10.25

10.25

106.60

9.84

8.61

12.00

11.60

11.20

11.20

10.80

10.80

10.40

9,60

106.05

1.68

1.68

1.68

1.68

1.75

1,90

1.36

1.41

1.41

1.41

15.96

4.10 1   2.80

4.10  1    2.70

4.10  1    2.60

4.10  1   2.60

4.10  1   2.60

4.10  1   2.60

4.10  1    2.60

4.10  1    2.50

4.10  1    2.50

4.10  1   2.50

41.00  1  26.00

/」 ヽ
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粒 厚 長 /幅 長×幅

５．

５２

５３

５４

５５

計河

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

計

4.00

4.CllJ

4.∞

4.00

4.∞

3.90

3.90

3.90

3.80

3.80

49,30

3.80

3.70

3.70

3.50

3.40

18.10

2.40

2.40

2.20

2.10

2.00

2.70

2.30

2.20

2.50

2.60

23.40

2.60

2.30

2.20

2.30

2.20

11.60

1.80

1.80

1.50

1.50

1.50

2.00

1.70

1.60

1.60

1.90

16.90

1.70

1.70

1.50

1.70

1.10

7.70

9.60

9.6Cl

8.80

8.40

8.00

10.53

8.97

8.58

9.50

9.88

91.86

9.88

8.51

8.14

8.05

7.48

42.06

胴割れ

胴割れ

未熟粒

未熟粒

未熟粒

胴割れ

未熟粒

未熟粒

胴切れ

5.10

5.00

4.80

5.00

4.80

4.70

4.70

4.40

4.00

3.80

46.30

2.77

2.61

2.67

2.40
(3.4Cl)

3.20

2.90

2.50

2.70

3.40
(3.60)

3.∞

2.80

2.90
(3.10)

2.80

28.60

1.90

2.20

1.80

1,70

1.80

2.10

1.80

1.80

2.00

1.70

18.80

1.66

1.66

1.81

1.90

2.00

1.44

1.69

1.77

1.52

1.46

16.91

1.46

1.60

1.68

1.52

1.54

7.80

2.12

1.56

1.65

2.00

1.77

1.38

1.56

1.57

1.37

1.35

16.33

(12.90)

(■ .33)

(11,36)

12.24

16.OCl

13.92

12.50

12.96

15.98

14.10

12.32

∝

８．

Ｍ

洗

粒

粒

水

浮

沈

4.64

4,32

4,37

粒 長 粒 幅 粒 厚 長 /幅
 1長

×trTi l   摘

水洗直後粒10粒

15粒

130粒

水洗直後

焼け太り

焼けなくれ

胴割れ

焼けぶくれ

焼けぶくれ

表 8 山代郷正倉跡SB12第X区第10号出土米粒計測表

要

７

８

９

・０

計刀

６０
　
儀

％

413.40  1  286.90 251.72  1,775.30

(1.62)|(11.45)

(単位 ミリ、小数点 2位以下切捨)
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第Ⅵ章 自然科学的調査

/Jヽ

10-1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

計

6.00

4.50

4.45

4.40

4.30

4.20

4.20

4.90

4.80

4.80

4.70

45.25

4,70

4。 60

4.60

4.50

4.50

4.50

4.50

4.40

4.40

4.40

45.10

4.40

4.40

4,40

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

43.30

4.30

4,20

4.20

4.20

4.20

4.20

4,10

4,10

4.10

4.10

41.70

3.30

3.∞

2.60

2.70

2.45

2.80

2.40

3.00

2.90

2.8Cl

3.10

27.75

2.80

3.10

2.80

3.10

3.10

2.90

2.70

3.10

3.10

2.90

29.60

2.80

2 60

2.50

3.00

2.90

2.90

2.80

2,80

2.70

2.70

27.70

2.60
2.70

(3.30)
3.00

3.00

2.80

2.60

2.80

2,70

2.70

2.60

27.50

2.20

2.00

2.05

2.30

1.70

1,70

1。 90

1,80

2.00

2.20

2.00

19.65

2.30
2.20

(2.40)
2.00

2.20

2,20

2.00

1.80

2.∞

2.OIJ

l.90

20.60

2.00

2.00

1.80

2.OCl

2,00

1.80

2.∞

2.00

1.90

1.8Cl

19,30

2.00

2.10

2.k10

2.CICl

2.00

2.00

2.OCl

2.10

1.60

2.00

19,80

1.50

1.71

1.62

1.75

1.50

1,75

1.63

1.65

1,71

1.51

16.33

1.67

1.48

1.64

1.45

1.45

1.55

1.66

1.41

1,41

1.51

15.23

1.57

1.69

1.76

1.43

1.48

1,48

1.53

1.53

1.59

1.59

15.65

1.65

1.55

1.40

1.40

1.50

1.61

1.46

1.51

1.51

1.57

15。 16

木炭細片、米粒でない浮粒全

胴割れ

胴割れ

竪割れ

腹切れ、胴割れ

腹切れ、胴割れ、溝深
沈粒完形145粒
破片217片、胴から二つ折れ
粒が多い、他に細土団粒、細木炭片 2

炭化していない木根細片 2、 44粒計測

厚さ焼けぶくれる

厚さ胚芽焼け残る

虫喰い

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ、虫喰い

焼け太り、胚芽残る

胚芽残る

虫喰い

胚芽残る

胚芽残る

２．

２２

２３

％

２５

郷

２７

２８

郷

３０

計/」ヽ

13.16

14.26

12.88

13,95

13.95

13.05

12.15

13.64

13.64

12,76

133.44

12.32

11.44

11.00

12,90

12.47

12.47

12.04

12.04

11.61

11.61

119.90

11.18

11.34

12.60

12.60

11.76

10.92

11.48

11,07

11,07

10.66

114.68

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

計

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

計

13.50

11.57

11.88

10.53

11.34

10,08

14。 70

13,92

13.44

14.57

125.53
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第 3節 山代郷正倉跡出上の炭化米

粒 長

4.10

4.∞

4.00

4.∞

4.CXl

4.C10

4.∞

3,90

3.90

3.80

39.70

261,35

4.

5。 10

5.∞

5,00

4.20

5.00

4.40

4.50

4.20

4,20

3.70

45,30

5。 30

5。 20

5。 10

4.90

4.90

4.90

4.80

4.80

4.70

4.70

49。 30

2.50

3.00

2.80

2,80

2.80

2.60

2.40

2.80

2.50

2.40

26.60

1,70

2.10

2.20

2.∞

2.l10

2.∞

2.llCl

2.10

1.80

1.90

19.80

1.64

1,33

1.42

1.42

1.42

1.53

1.66

1.39

1.56

1.58

14.95

10.25

12.00

11.20

11.20

11.20

10.40

9.60

10,92

9,75

9。 12

105.64

11.22

11,oo

ll.00

12.60

15.50

13.20

12.15

12.60

10.92

8.88

119.07

15.90

13.00

13.26

13.23

14.70

14.70

13.44

11,04

13.63

13.63

136.53

粒 幅
1粒

厚 長/幅
 1 

長×幅

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

計

電ヶ電160粒

表 9 山代郷正倉跡S B01昭 和53年調査区出土米粒計測表

要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

計

2.20

2.20

2.20
3.00

Q.00)
3.10

3.tXl

2.70

3.∞

2.60

2.40

26.40

3.∞

2.50

2.6Cl

2,70
(3.10)
3.00

3.00

2.80

2.30

2.90

2.90

27.70

1,90

1.70

1.80

2.20

2.00

2.30

2.00

2.00

1.80

1.60

19,30

1.80

2.00

2.lXl

2.00

2.∞

2.00

2.Clll

l.70

2.00

2.20

19.70

2.31

2.27

2.27

1.40

1.61

1.46

1.66

1.40

1.61

1.54

17.53

1.76

2.08

1.96

1.81

1.63

1.63

1.71

2.08

1.62

1.62

18.90

水洗直後

水洗直後

水洗直後

水洗直後

焼けぶくれ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

計

播S昂
幹 認経計測

/Jヽ

(単位 ミリ、小数点 2位以下切捨)

粒 厚
 1 

長 /幅
 1 

長×幅
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第Ⅵ章 自然科学的調査

粒 長

4,70

4.70

4.70

4.70

4.60

4.60

4.60

4.50

4.50

4.50

46.10

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

計

4.50

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

44.10

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

計

4,30

4.30

4.30

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.10

42.20

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

計

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.00

4.00

4.00

4.00

4.∞

40.50

粒 幅 粒 厚 長 /幅

２．

”

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

鉤

計

2.80

2.50

2.30

2.10

2.90

2.70

2.00

3.10

2.60

2.40

25,40

3.10

2,70

2.50

2.80

2.70

2.70

2.50

2.50

2.50

2.60

26.60

2.50

2.50

2.50

2.40

2.40

3.00

2.90

2.70

2,70

2.60

26.20

1.90

2.10

1.50

1.4Cl

2,00

2.10

1.40

2.00

1.80

1.80

18.00

1.4tl

2.郷

2.∞

2.∞

2.20

2.CICl

2.10

1.80

1.70

1.6Cl

19.∞

2.20

1.90

2.10

2.20

1.8Cl

2.00

2.00

1.70

1.90

1.80

19.60

1.6Cl

2.00

1.6Cl

l,70

1,80

2.00

1.90

1.80

1.80

1.60

17.80

1.67

1.88

2.04

2.23

1.58

1.70

2.30

1.45

1.73

1,87

18.45

2.14

1.46

1.46

1.46

1.51

1.57

1.57

1.69

1.76

1.91

16.53

1.38

1.59

1.72

1.50

1.55

1.55

1.68

1.68

1.68

1.57

15.90

13.16

11.75

10.81

9.87

13.34

12.42

9。 20

13.95

11.70

10.80

117.00

9。 45

13.20

13.20

13.20

12.76

12.32

12.32

11.44

11.00

10,12

119,01

13.33

11.61

10.75

11.76

11.34

11.34

10.50

10.50

10。 50

10.66

112.29

未熟粒

焼け太り

未熟粒

焼け太り

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

焼け太り

焼けぶくれ

胴割れ

未熟粒

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胚芽残る

胚芽残る

胴割れ

胴割れ

粒

粒

熱

熟

未

未

2.10
3.00

(3.60)
3.00

3.00

2.90

2.80

2.80

2.60

2.50

2.30

27.00

1.64  1   10.25

1.64  1   10。 25

1.64  
「
   10。 25

1.701 9.84
1.701 9.84
1.33  1   12.00

1,37  1   11.60

1.48 1  10.80

1.48 1  10.80

1.53  1   10.40

15.51 1 106.03
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第 3節 山代郷正倉跡出上の炭化米

粒  形

粒 長 粒 幅 1粒 厚 1長 /幅 長×幅
1   

摘       要

６．

６２

６３

６４

６５

６６

併

６８

６９

７０

計汀

4.00

4.00

4.00

3,90

3.90

3,80

3.80

3.80

3.70

3 60

38.50

2.50

2.30

2.30

3.00

2.60

2.50

2.50

2.20

2.50

2.40

24.80

1.60

1.70

1.70

2.00

2.00

2.00

1,70

1.40

1.70

2.00

17.80

1.60

1.73

1.73

1.30

1.50

1.52

1.52

1.72

1.48

1.50

15.60

計

均

粒浮

平

260.70

4.35

167.70

2.80

111,90

1.87

100.89

1.68

6暫

i二: 1 

浮粒60粒

７．

７２

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

８０

計４

5.20

5.10

4,90

4.80

4.70

4.60

4.50

4.50

4.40

4.40

47.10

2.40

2.80

2.20

2.30

2.20

2.50

3.00

2.80

3.00

2.80

26.00

1.80

2.10

1.60

1.60

1,60

1,60
2.00

(2.60)
2.00

2.00

2.00

18.30

2.16

1.82

2.22

2.08

2.13

1.84

1.50

1.60

1.46

1.57

18.38

12.43

14.28

10。 78

11.04

10,34

11.50

13.50

12.60

13.20

12.32

122.04

鯉毛孫Ψ 麟4へ 40粒計測

厚さ焼けぶくれ

８．

８２

８３

８４

８５

８６

８７

８８

８９

９０

計灯

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.30

4.30

4.30

43,70

2.80

2.70

2.60

2.60

2.60

2.40

2.30

3.00

2.60

2.60

26.20

1,90

1.80

1,70

1.90

2.00

1.80

1.40

2.10

1.80

2.00

18.40

1.57

1.62

1.69

1.69

1,69

1.83

1,91

1.43

1.65

1.65

16.73 こ専1絲
９．

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

００

計旭

4.20

4.20

4.10

4.10

4.00

4.00

4.00

4.00

4,00

4.00

40.60



第Ⅵ章 自然科学的調査

番
粒 長 粒 幅 粒 厚 長 /幅 長×幅 摘 要

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

小   計

4.∞

3。 90

3.90

3.90

3.90

3.90

3.80

3,70

3.6Cl

3.50

38。 10

2.20

2.40

2,30

2.40

2.4Cl

2.∞

2.70

2.80

2.20

2.20

23.6Cl

1.80

1.70

1.70

1.70

1.60

1.40

1.70

1.70

1.30

1.80

16.40

1.81

1.62

1.69

1.62

1,62

1,95

1.40

1.32

1.63

1.59

16.25

8.80

9.36

8,97

9.36

9.36

7.80

10.26

10.36

7.92

7.70

89,89

胴割れ

胴割れ

未熟粒

胴切れ

未熟粒、胴割れ

沈 粒 計

平 均

169,50

4.24

100,30

2.51

70.40

1.76

67.98

1.70

425,90

10,65

沈粒40粒

総 数

＠

475.50

4.32

294.40

2.68

201.60

1.83

186.40

1,69

,231.32

11.19

110粒

表10 安来市沢町舎人郷正倉推定地出土米粒計測表

(単位 ミリ、小数点 2位以下切捨)

形

番
粒 長 粒 幅 粒 厚 長/幅 長×幅 摘 要

１

２

３

４

５

６

７

８

９

・０

計/Jヽ

5,10

5,10

5.∞

4.90

5。 70

5.40

4.40

4.10

4.10

3.90

47,70

2.70

2.40

2.50

2.40

2.60

2.50

3.00

3.tlll

2.60

2.80

26.50

2.C10

1.70

1.90

1.70

1.70

1.80

2.00

2.10

1,90

1.90

18,70

1.88

2.12

2.00

2.04

2.19

2,16

1,46

1,36

1.57

1.39

18,17

13.77

12.24

12.50

11.76

14.82

13.50

13.20

12.80

10.66

10.92

125,67

水洗直後

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

小   計

5。 20

5.10

5.10

5.∞

5.00

5.00

4.90

4.90

4.90

4.90

50,00

2.50

2.40

2.40

2.40

2.30

2.30

2.60

2.40

2.40

1.80

23.50

1.80

1,70

1,70

1.60

1.6Kl

l.70

1.80

1.60

1,70

1.∞

16.20

2.08

2.12

2.12

2.08

2.17

2.17

1.88

2.04

2.04

2.72

21.42

13.00

12.%

12.24

12.00

11,50

11.50

12.74

11.76

11.76

8.82

117.56

坊仁ぢ琶:雪 :子を,5粒、破片2

46粒計測

未熟粒
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第 3節 山代郷正倉跡出土の炭化米

Ⅷ 粒 長 粒 幅 粒 厚 長/幅 長×幅 摘 要

２．

盟

２３

跡

２５

２６

野

路

”

鉤

計/Jヽ

4.80

4.80

4.70

4.70

4.70

4.70

4.60

4.60

4.60

4.60

46.80

2.80

2.80

2.90

2.90

2,6tl

2.30

3.00

2.20

2.20

2.20

25.90

2.00

1.90

2.10

2.10

1.90

1.60

2.10

1.90

1.70

1.70

19.00

1.71

1.71

1.62

1.62

1.80

2.04

1.53

2.09

2.09

2.09

18.311

13.44

13.44

13.68

13.63

12.22

10.81

13.80

10.12

10.12

10.12

121.33

胴割れ

胴割れ

胴割れ

未熟粒

胴割れ

３．

３２

３３

雛

３５

３６

３７

酪

∞

匈

計

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.40

4.40

4.40

4.40

4.30

44.40

2.70

2.70

2170

2.50

2.20

3.lXl

3,00

2.80

2.70

2.70

27.00

1.70

1.6Cl

2.10

1.60

1,50

2.20

2.00

2.00

1.90

2.∞

18.60

1.66

1.66

1.66

1.80

2.04

1,46

1.46

1.57

1.62

1.59

16.52

12.15

12.15

12.15

11.25

9,90

13.20

13.20

12.32

11,88

11.61

119.81

胴切れ

胴割れ

胴割れ

未熟粒

胴割れ

４．

４２

４３

坐

４５

４６

守

餐

０

５０

計/」ヽ

4.30

4.30

4.30

4.30

4.20

4.20

4,10

4.10

4.10

4.10

42.00

2.60

2.40

2.40

2.00

2.50

2.50

2.90

2,70

2.60

2.40

25.00

2.CXl

l.90

1.70

1.60

1.80

1.80

1,70

1.70

1.80

1.50

17.50

1.65

1.79

1.79

2.15

1,68

1.68

1.41

1.51

1.57

1.70

16.93

11.18

10,32

10,32

8,60

10.50

10.50

11.89

11.07

10,66

9.84

104.88

未熟粒

胴割れ

胴割れ

胴割れ

51

52

53

54

55

56

浮 粒 計

4.10

4.10

4.CICl

3.90

3.90

3.90

207.10

2.30

2.llCl

2.00

2.60

2.40

2.30

115.00

1.70

1.40

1.70

1.90

1.60

1.70

81.30

1,78

2.05

2.llll

l.50

1.62

1.69

83.81

9.43

8.20

8.∞

10.14

9.36

8.97

517.68

未熟粒

未熟粒

胴切れ

胴割れ

浮粒46粒

５７

弱

５９

６０

計

5,30

5。 20

5.20

5,10

44,70

2.20

2.80

2.20

2.30

23.10

1.80

2.00

1.80

1,70

17.30

2.40

1.85

2.36

2.21

19.46

11.66

14.56

11,44

11.73

103.49
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5.00

4.80

4.80

4.80

4.70

4.70

4.70

4.70

4.50

4.50

47.20

2.50

3.00

2.80

2.40

2.80

2.80

2.30

2.10

2,70

2,70

26.10

1.70

2.00

1.80

1.80

2.00

1.80

1.50

1.80

1.80

2.00

18.20

12.50

14.40

13.44

11.52

13.16

13.16

10.81

9.87

12.15

12.15

123.16

６．

６２

６３

６４

６５

６６

６７

∝

６９

７０

計

2.00

1.60

1.71

2.00

1.67

1.67

2.04

2.23

1.66

1.66

18.24

腹切れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

胴割れ

12.15

10.35

12.76

12.32

11.00

11,00

1247
12.47

11,18

11.18

116.88

胴割れ

厚さ 焼けぶくれ

一部胴割れ

胴割れ

胴割れ

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

小   計

4.30

4,30

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4,20

4.20

42.20

2.50

2.40

2.90

2.90

2.80

2.70

2.50

2.50

2150

2.50

26.20

1,80

1,70

1,80

2,00

1.90

2.10

1.90

2.00

1.70

1.70

18,60

1.72

1.79

1.44

1.44

1.50

1.55

1.68

1.68

1.68

1,68

16.16

10.75

10.32

12.18

12.18

11.76

11.34

10.50

10.50

10.50

10.50

110.53

疵米

月同割れ

胴割れ

胴割れ

日同害Jn
月同害Jn

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

小   計

410
4.10

4.10

4.10

4.00

4.00

4.C10

4.CXl

4.00

4.00

40.40

2.50

2.50

2.50

2.50

2.60

2.50

2.50

2.50

2.50

2.40

25.00

1.80

1,70

1.80

1.70

1,70

1,70

1,70

1.60

1.90

1.70

17.30

1.64

1.64

1.64

1.64

1.53

1.60

1.60

1.60

1.60

1,66

16.15

10.25

10,25

10.25

10.25

10,40

10.00

10.00

10,00

10.00

9.60

101.00

胴割れ

月同害噂オ宅

周同害りn

胴割れ

t

-1∞ 一



第 3節 山代郷正倉跡出上の炭化米

番
粒 長 粒 幅 粒 厚 長 /幅 長×幅 摘 要

０１

磁

∝

∝

０５

∝

∝

∝

∞

・０

計

4.00

4.00

4.00

4.00

3,90

3.90

3.90

3.90

3,80

3.80

39.20

2.40

2.40

2,10

2,10

2.70

2.40

2.30

2.00

2.50

2.50

23.40

1.60

1.60

1.40

1.50

1.90

1.80

1.80

1.40

1.70

1.70

16.40

1,66

1.66

1,90

1.90

1.44

1.62

1.69

1,95

1.52

1.52

16.86

9,60

9,60

8,40

8.40

10.53

9,36

8,97

7.80

9.50

9.50

91.66

胴割れ

胴割れ、

虫喰い

胴割れ

未熟粒

霊割れ

未熟粒

腹切れ、

腹切れ

胴割れ

111

112

113

114

115

116

117

小   計

3.80

3.80

3.70

3.60

3.60

3.50

3.40

25.40

2.40

2.20

2.40

2.50

2.40

1.80

2.10

15。 80

1.60

1.50

1.40

1.70

1.70

1.30

1.50

10,70

1.58

1.72

1.54

1.44

1.50

1。 94

1.61

11.38

9,12

8.36

8.88

9,00

8.64

6,30

7.14

57.44

胴割れ、未熟粒

虫喰い

胴割れ

未熟粒

計

数

粒沈

総

259.00

513.80

152.70

294.20

106.50

206.50

104,03

206.01

650,06

,293.41

融妊§1鍾 1舞 1城
1.76

1,82

1,71

11.05

11.25

10.66

117粒

46粒

61粒
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第Ⅵ章 自然科学的調査

第 4節 山代郷正倉跡の14c年
代測定

山  田     治
*

試料は島根県山代郷正倉推定地の S B01出 上の炭化米で、三宅博士・樋野真司氏の提供による。

測定結果は次の通 りである。

KSU-394    1220± 22B.P。     (A D730)

註 1,国際的約束により14c半減期を5568年 として計算する。

2.B.P.1ま Berfore Presentの 意味で、A D1950年を0と してそれ以前の年数を表わすことどされ

ている。 (BefOre Physicsと 解釈する人もいる)

ングマ

3.誤差は統計的標準差 lσ のみで表記されている。確率的には68%の割合で真の値が入るはずであ

る。この倍の2σ を取れば95%、 3σ には99,7%の信頼性があると考えられる。ただし、非常に微量

の試料とか古い試料とかでは実験誤差も若干加わる可能性があるので、その際は備考として附記する。

4.細かい議論のために年輪年代を備考として附記することもある。

(備考)

年輪年代対照値    A D760～730

*京都産業大半理学部
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第Ⅶ章 律 令 出 雲 の 正 倉

一 文 献 を 中 心 と し て
一

加 藤 義 成
*

序

律令制実施の最も重要な経済基盤は、班田による納租にあった。従ってその租稲を収納する正倉

の充実は、地方行政を掌る国司の最重要責務であった。律令の中に倉庫令の一篇を設けて厳重な管

理を命じている所以である。

ところがこの倉庫令には正倉という言葉が全く用いられていない。これは恐らく下令間もない頃、

官符などをもってこの倉庫を正倉と呼ぶことや、その設置規準などの施行細則を示したものと考え

られる。この倉庫令に、設置場所は郡家の近くとか郷庁の近くとかの指示もなく、その建物の規模、

布置、構造様式等の具体的指示のない点からもそのように考えられるのである。

しかるに『出雲国風上記』には、郷庁のある所に13個所、里庁のある所に 2個所、計15個所に「有正

倉」と記されているだけである。そのため私どもは従来次のような大きな疑間をもっていた。

1 出雲国では郡家の近 くには正倉を置かなかったか。

2 出雲国以外でも郷庁の近 くに正倉を置いた例があるだろうか。

3 出雲国の正倉設置には特別な事情があったのであろうか。

以上のようなことを思っている時、過般意宇郡山代郷庁近くの正倉跡の発掘調査が行なわれて見

事な成果が収められ、これを契機に律令出雲の正倉について文献の面からも考察する必要を感じて

まとめてみたのが本稿である。史学にうとい拙稿、大方諸先生の御叱正を心からお願いする次第で

ある。

第 1節 出雲国風土記にみえる正倉

1.各 郡 の郷里記述にみ える正倉

『 出雲国風上記』は、各郡の郡家や郷庁里庁への方角・路程を詳記しているので、これによって

郡家と正倉のある郷・里の位置を推定表記すると次頁表の通 りである。

*島根県文化財保護審議会委員
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島 根 1塗
江市持田町納

1正
 東 沼毛筋 1纂

郷
1松

江市本庄町別所
|

出 雲 1鋼 ‖郡到 m」 1正
東

lε三:専づ

正 倉 の 所 在 地

安来市吉田町

安来市野方

松江市山代町

八東郡玉湯町林

安来市大塚町

郡 名 1 郡家所在地
郷 里 名 1 郷・里庁所在地

32日巳230ちF
(17,515初 )

26f巳000ちト
(13,898物 )

3日巳120と浜
(1,817η )

21里210歩
(11,622")

34里OCXl歩

(18,174物 )

山 国 郷

舎 人 郷

山 代 郷

拝 志 郷

賀茂神戸

正 東

正 北

正 西

東 南

24週巳000とF
(12,829η )

19里000歩
(10,156物 )

41里000歩
(21,916初 )

圭 怪 郷 十三刀屋町三刀屋

須 佐 郷 簸川郡佐田町須佐

来 島 郷 1赤来町野萱

郷

　

郷

い齢　一期

簸川郡斐川町貴船

平田市美談町東谷

東 ゴヒ

正 西

正 南

大 原 1大次町里万

南

　

南

　

西

西

　

言
小
　

正

25里 OClll歩

(13,364物 )

21ヨ巳000とテ
(11,225物 )

28日巳000とテ
(14,967物 )

三 沢 郷 仁多町阿井口

横 田 郷 横田町大呂

藤 佳 里 1大原郡木次町温泉

屋 代 郷 賊 町榔
 1降

器 遺存10里 116歩
(5,552物 )

第Ⅶ章 律令出雲の正倉

上表の路程は、実際に歩行 して行ける長さで、 一里は534.54η 、 一里は300歩で、一歩は六尺、

一尺は約29.69Mで あったから、一歩は約1.7818%で あった。

以上大観して第一に不審に思われるのは、西北出雲の諸郡に正倉が少 く、秋鹿・楯縫・神門の三

郡に全 くないことである。尤 も秋鹿・楯縫は四郷ずつの小郡であるから、郡家に正倉があれば租稲

の収納にはあまり禦理ではなかったと思われるが、神門郡は八郷に余戸や神戸 もあったから正倉の

なかったはずはないので、郡家には必ずあったと思われる。これは後節で検討 してみたい。

それでは風上記に明記された上表の15個所に、それを実証する文献や遺構 。遺称などがあるかを

見ると、これも意外に少い。その中でこれまでに証跡の得られたものを挙げてみると次の通 りであ

る。

2.舎 人郷の正倉

この正倉については、従来郷庁から300%ばかり西方にあたる教畏寺跡 (郡家正東 13.577筋 )の
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第 1節 出国風上記にみえる正倉

N

混
仁

―‐.＼

下Ｌ
ｔ
♪】
ν

／
１
′▲

ｒ■
サ

日 郡 家

● 正 倉

10 km

l  o     2里

5 0    15風 土記里

第57図  『出雲国風上記』にみえる正倉と郡家

1.山国郷 2.舎人郷 3.山 代郷 4.拝志郷 5,賀茂神戸 6.手染郷 7.漆治郷 8.美談郷
9.三屋郷 10.須佐郷 ■.来島郷 12.三沢郷 13.横田郷 14.漆仁郷 15。 屋代郷

近 くに、民家の宅地背後の断崖に稲束の炭化物らしい堆積層があるのがそれがとざれ、最近では昨

年道路拡張の際、更に西方300%余の処に柱列が検出されて、今後の調査に期待 されている。

3.山 代郷 の正倉

最近の調査によって明確な証跡が示されたので、やや詳しく述べよう。

風土記には、 山代郷、郡家西北三里一百廿歩。 所造天下大神大穴持命御子、 山代日子命坐。
かれ

故云山代也。即有正倉。

とあって、郷庁の位置、郷名の由来を述べ、次に正倉の存在を示 している。今の松江市山代町はそ

の遺称であって、ここに答える美しい山は風土記に神名樋野 (神の籠る車山の意)と ある山とある

'■ 、 P_ン
デ

r｀
、 、

l    ,_

V

か⊇
光

|:キす獣て
守雰亀ギ尽I、ぃ
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第Ⅶ章 律令出雲の正倉

が、中世には山代山と呼ばれ、今は茶日山と呼んでいる。 (標高172物 )

この郷庁の位置は、国庁と同所にあった意宇郡家か ら西北 1.8協 となるから、当時各地への距離

測定の基点となった国庁跡北方の十字路か ら西進北上 した所にあったわけである。ところがこの基

点は昭和43年か らの国庁跡発掘調査によって、大車町の六所神社北方の十字路がそれであろうと推

定されたので、そこか ら条里制の遺構を残 している意宇平野の通道を西進し、大庭の十字路と呼ば

れる辺 りを北上した辺 りと考えられる。

その辺 り古 くから長者原 と呼ばれる台地があるが、これについては『雲陽誌』 (享保 2年 -1717

年長沢長尚撰)の意宇郡大庭の条に、

長者原、往古笠井長者といム者居住す。故に所の名とす。

長者の屋敷跡に米塚、茶磨塚なんといひ俸る所あり。倭俗富有人を長者と称す。

とあって近世の実状を伺わせている。この辺はちょうど山代町と大庭町 との境に当っていて、時代

によって境界の移動があったことも想像される。この辺 りは旧世紀の火山灰土といわれた黒土層の

台地で、甘藷や長芋、大小豆などの好適地であったが、所々に炭化米が出るので米倉の焼跡であろ

うといわれていた。ところが昭和40年代に入る頃から貴重な文化財の 保護活用の必要が強調され

て、この地域 も「八雲立つ風土記の丘」の一環 として保存されることとなったところ、その頃から

この台地の住宅化が急速に進められたので、急返発掘調査を行なうこととな り、昭和53、 54、 55年

にわたって実施された。

この輝かしい成果については考吉学の方々から詳細報告があるはずであるが、約1000″の地区に

次のような柱穴が検出された。

東側 3間 ×4間 総柱      3棟

中央 管理棟 らしい小柱穴     数棟

西側 東側と同規模 らしい一部柱穴  1棟

昨年末、文化庁はこの地区を国の史跡に指定されたので、 今後 保存活用のための整備が 進めら

れ、諸国正倉の究明に貴重な資料を提供することとなるであろう。

4.美 談郷 の正倉

風土記の記述は次の通 りである。

美談郷、郡家西北九里二百四十歩。所造天下大神御子和加布都努志命、天地初判之後、天御領

田之長供奉坐之。即彼神坐郷中。故云三太三。要學異象。即有正倉。

この郷は出雲郡家の北方 5協余に郷庁があったわけであるが、太古から天つ神の御領田で、国作

りの大神の御子がその管理に奉仕したとの伝承をもっていた。いわゆる県 (領 ち田)で、そこには

その御領田の納租を収蔵した屯倉があったわけで、律令制実施と共に正倉に組み入れられたものと
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第1節 出国風上記にみえる正倉

思われる。

この推定を証するものとして神社がある。風土記にみえる出雲郡の神社名がそれである。

神祇官社詠Y爺て質
た
?匙

ろ

国 庁 社 弥陀弥社・同 社 十一社

県 社

このように富幣社と国幣社両方に両種の社があって、この御領田奉仕民の集落の祭儀場とされた

ものと思われる。その後 200年、平安時代に成った『延喜式』 の神名帳では官幣社のみが列記され

ているが、そこには

美談神社・稿越碇聟遅T雅
ろ

県神社

とあって、記載位置 も美談郷に当っている。この郷は中世来神門郡に編入されたが、今は平田市に

編入されている。「 ミダ ミ」は「御田見」即ち御領田の見守 り役の意で、 御田の管理を奉仕 した有

力首長が、その祖神を国作 りの神とする偉承をもち、奉斎社の祭神 ともするようになったものと思

われる。

いま参考までに延喜式の県神社をみると、

国  名 郡   名 神 名社

伊  勢

尾  張

美  濃

丹  波

出  雲

阿  波

鈴  鹿

丹  波

方  県

桑  県

出  雲

勝  浦

県主神社

田県神社 。大県神社集
神

方県津神社

三県神社

県神社

御県神社

となっていて、天皇家 と格別の関係のあった国々が多く、特に尾張に明神大社に格付けされた神社

があるのは、倭健命伝承や壬申の乱の要地であったことも想起される。出雲の例によれば、これら

の諸国にも国幣社の県社や民間社 もかな りあったことと思われる。

ただ美談郷ではまだ地名や発掘による証跡がないので、今後に期待 したい。

5.屋 代郷 の正倉

風土記の大原郡の郷里記述に、

屋代郷、郡家正北一十里一百一十六歩。所造天下大神之染立射処。故云矢代 嬰薬素 即有正倉。

とあって、本次町里方にあった郡家の北方 5.5協 余、加茂町中村の辺 りに郷庁があったことになる。

ところがその東方の丘陵を「倉敷山」と呼んで居、その南斜面に建つ寺を「正倉山慶用寺」とい
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う。この丘陵名や、全国的にも珍しい山号は、いかにもその近傍に正倉の存在 したことを思わせる

が、倉趾の地名は知られていなかった。

ところが昨年地元の伊藤米蔵氏か ら、この丘陵西南斜面に
「 蔵の上」と呼ぶ 2α 程の茶畑があっ

て同氏有であるが、明治22年 から10年 間寺小屋を統合 して小学校敷地 とされた由で、下方の石垣は

旧藩時代以来のままである。更に昨年役場の苗文書の中から精巧な「加茂中図」が発見され、「合

蔵」という古い小字が見 られた。合併の蔵の意が郷蔵の宛字かは不明であ り、且つその辺は中世末

墓地や道路とされて全 く旧態を存 しないのは惜 しいが、その辺 りに正倉があったことはほぼ明らか

であろう。

6.出 雲九郡 の郡 家 の正倉

律令時代の出雲は、延喜式の時代まで九郡となっていたので、以下各郡家跡について正倉の遺跡

を探ねてみよう。

(1)意宇郡の郡家 風上記によれば郡家は国庁 と同処にあった。そこで国庁の周辺、出雲国府域

内の地名を検すると、国庁跡発掘調査後諸家が一致 して国府域の西限と見 られた大草町西側の畷沿

いの築地の内側の南方に、南から北へ「蔵 ノ前」「蔵屋敷」「蔵 ノ後」という小字があり、その東に字

「門ノ後」があって、東に門のある倉庫が想像され、築地には照葉樹が茂って、外側を用水路が南

流して意宇川にといでいて恰好の倉地であるど思われるが、国庁や同所にあった意宇軍団の器材の

納庫であったか も知れないので、更に今後の調査を要するであろう。
こしょうヽ やしき

(2)島根郡の郡家 島根大学の東北近い納佐の丘陵上に「小正部屋敷」と呼ばれる台地があって、

そこに郡家があったようである。地名はこの郡の大領社部氏の屋敷であったことを物語っていて、

周辺の広 さ、川津川の流れは日前で、正倉があってよい所であるが、地名等全 く証跡を求め得ない。

(3)秋鹿郡の郡家 風土記の通道の記述や地理か らみて今の松江市東長江町の湖岸「郡崎」に郡

家があったようである。一畑電鉄の長江駅を出て西へ向か うと、日前の森の麓に「蔵本」と呼ぶ梶

谷家がある。このお宅の右側の竹藪は旧藩時代の籾倉の跡で、明治初年に廃されたがその規模は次

の通 りであった。

東向 黒瓦葺  3間 ×4間

南向 黒瓦葺 3間 ×4間

用心池 2間 ×2間

この東向のは梶谷家と並んでいたが、南向のはその北にあって、明治20年頃迄そのままであった

のを取壊した由で、両倉の礎石は長 く残っていた。用心池は現存し、「地下水神」 といって祀られ

ている。この梶谷家は代々蔵番として扶持米 50石 を給されていた由である。 (以上梶谷吉郎右衛門

氏談による)恐 らく正倉の遺構を受けついだものであろう。この蔵本の東前方は藩の人参畑であっ
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た由であるが、恐 らくその辺に郡家の建物や正倉 もあったと思われ、ここから北方 300%ば か りに

ある水田を「公家田」と呼んでいるのは郡司の職田であったことを思わせている。     ・

このように多 くの証跡があり、山代郷正倉と同規格の倉趾が遺存されていたのは、出雲各郡の郡家

にも正倉があった有力な証左 となるであろう。

(4)楯縫郡の郡家 郡家は平田市多久谷灘にあったと推定され、字「吉殿」は大領出雲氏の邸宅

を想望されるが、倉趾を思わせる地名は、この北方 300%程の処に「蔵屋敷」「蔵本」「上蔵本」と

いう字名や「上蔵本」「中蔵本」という屋号があって藩倉の跡らしいが、 そこは西南面高燥で眼前

を多久川が流れて正倉であった可能性 も考えられる。然 しやはり今後の調査を待つ外ない。

(5)出雲郡の郡家 風土記から推定できる地点は斐伊川の盛んな沖積原で、少 くとも天平以後 5

%以上埋没されているので今は容易に調査 もできない状態である。

(6)神 門郡の郡家 風土記の記述からみると出雲市古志町の東方、今の神戸川の堤防辺にあった

ようであるが間もなく洪水に埋没して他へ移転されたらしい。ところが昭和45年 、風土記の神門郡

高岸郷の郷庁跡と推定される出雲市天神町で道路整備に先だつ発据調査が行なわれた際、一部柱穴

の列が発見され、更に昭和47年 島根医科大学建設地の先行調査で次のような柱穴が発見された。

南方 北面 2間 ×4間 総柱 1棟

北方 西面 2間 ×4間 総柱  1棟

西方 西面 1間 ×2間    1棟

そして検地帳に「天神村蔵元」とあることが紹介された。 もとの神門郡家の流失によって、この

微高地 (標高7.5%)に移転されたと想像されるが、 正倉はかなり多くの棟数を要したのであろう。

(7)飯石郡の郡家 掛合町の郡にあったと推定され、近傍に「郡山根」「番屋」「土居」など、旧

藩時代に引継がれた面影を推定されるが、倉趾関係の証跡はまだ見 られない。

(8)仁多郡の郡家 仁多町郡はその遺称地で、そこにある大領神社近い小学校辺 りにあったろう

とされている。近 くに字「大領原」山手に字「内裏原」があって水田と山林になっているのは大領

の職田の名残 らしく、その川向に字「郷倉床」があり、ここに藩倉があったのを明治初年小学校に

改造 されたが、現小学校に統合されて以来公會所として使用され、近年近代的建築とされた。約 2

αの台地で、その下方に架橋の際不思議な柱穴が現われたと地元の人が伝えているなど、前述屋代

郷の正倉趾推定地に似た点をもっている。

う1よ らぬ

(9)大原郡の郡家 風土記の時代には今の木次町里方の「兎原野」の麓にあったが、間もなく斐

伊川の流砂に埋没してしまって大東町仁和寺に移された。ところが風土記によれば律令施行当初に

は大東町前原の「土居」辺 りにあったらしい。(郡家の東北十里一百一十六歩-5.552″ )こ こは南

面開闊の台地で、屋裏郷新造院の建立者額田部氏の居宅であったと思われる。この南に字「蔵脇」
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があって、ここに藩の炉の実を納める倉庫があって、廃止後もこの集落の雑納庫とされていたが昭

和43年解体された。またその北方「土居」の南境にも落の襖倉があったが、大正 5年木次線の敷地

として買収解体された。(若槻正一氏談)

この両倉の規模は次の通 りであった。

4F~実倉 3間 ×7間 (2階附)1棟

粗 倉 2間 ×3間     1棟

これらは藩として規模を改造したり黒瓦を葺いたりしたらしいが、これも律令初期の郡正倉の名

残 りかと思われる。ここは眼前移斐伊川の支流赤川が流れ、大原の平原を望む理想的な倉地であっ

たと考えられる。

以上各郡を検討して、秋鹿・神門・仁多・大原などがかなり有力な証跡があって、出雲国でもや

はり郡の正倉もあったと想像される。

第 2節 正倉の本義と律令の実態

1.正 倉 の本義

私どもはこの際改めて「 正倉」とは何ぞやということを明らかにせねばならぬと思 う。そこで辞

典を見ると、中国では「正倉」という語は用いられなかったらしく、唐制によったといわれる律令

の文にも見えていない。

一体「正」という字は「一」と「止」との合字で、形容詞としては「 正しい」、動詞 と して は

「正す」として用いられるが、『廣雅』 の釈言には「正、要也」とあって重要な意、 また「正、君

也」とあって主君の意、『 呂覧』には「正、主」とあって主従の長の意などがあった。

次に「倉」の字は『説文解字』に「倉、穀蔵也」とあって穀物倉を意味し、これと結んで用いら

れた「庫」は『説文新附』に「庫、兵車蔵也」とあり、『腱記』の曲潜の注に「庫、 謂車馬兵甲之

虎也」とあって兵器を収めるのが本義であった。なお「蔵」については『説文新附』に「蔵、隠也、

匿也」とあって、重要なものを秘蔵する処の意であった。

そこで我が国の古辞書を顧みると、古訓古義を伝えることの多い『類衆名義抄』には、

LE育 啓野撃羊サン

とあって「正」は「 正しい」「主長」「す ぐれている」などの意に用いられ、 里の長を「里正」 と

いった言葉は律令にも用いられた。また「正一位」「従―位」など、 主従の主を示す字として も使

われた。『和泉監正税帳』に正倉管理の長を「正倉正」といい、 税帳管理の長を「主税正」といっ
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ているの も主長の意である。

一方「倉」については上の『類衆名義抄』は、

倉旱.晋.5 争:・ シ軋上名寺
坐gヵ サ

とあって、「正倉」の理解を助ける訓がない。 しかるに律令では「倉庫令」を置いて「倉庫」 と熟

し、「正倉」を「正蔵」と併用するのみか、諸国の正税帳では「屋」をも併記してあって、正倉の

定義は必ずしも確立していなかったと思わせる。

何れにしても「正倉」は、国の経済基盤としての重要な穀倉の意であった。当時の地方行政にお

いては、納租が正確に計算され、その記載通 りの現物が保管されていることが国守の最重要責務で

あったから、国守交替の際は前任者からその税帳と、これを納めた正倉の鉢及び倉印を受領するこ

とが国守新任の確証であった。国守のことを「受領」と呼んだ所以である。「倉庫令」中に「置公

文庫鎖銹、長宮自掌」とあるのも、この税帳などを入れた文庫をいったのであろう。

2.倉 庫令の規定

「正倉」の文字は用いられてないが、この規定はよくその実態を示しているので以下摘記してみ

よう。

倉庫令第甘二

°冗意 坐 ぎ係文診 。馬懃 為 託 美呼 酔
停か

著 計 熟 明 暫 各

○凡受地租、再亀鶏甲三棗是琶:皆零乾摩飯I皮岳そ同ぎ著死確ギ京旨宮司雷盗晶箸石を分

葉銹久鋲醤≦磯τ雲竜。在京蒼者葉主税按績ξ國郡則長宮監議L顎 旱品展網三客も戸

○凡倉出給者、岳監藍 曹憲端二戻鼻―争宗二棄語■相篭昇争丙 業軽縮 。夫鶴彗薇彗『蔵亦

准此。

ベ ンクトハ        セョ          ノ   ハ       ラ レ  ン クハ

○凡倉貯積 者、稲穀粟支九年。置公文庫鎖鉢者、長宮自掌。若無長官。次官掌之。

このような規定をみると、安全正確な管理に関することが主となっていて、律令時代の史書に散

見する諸国正倉の記事も、やはり管理上の出来事が多い。

3.史 籍 にみ える正倉関係記事

律令時代の正倉記録は『続日本紀』に集中している。

○是日通夜地震三日三夜、美濃國簿館工倉佛寺堂塔慮舎鯛虎崩壊。(盃晋芋を管
「

745年
)

○諸国司等貪求利潤、(中 略)百姓漸努、正倉頗空。(禿晋肇重苔舒
75準

)
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○大宰府言、肥後國八代郡正倉院北畔、 南向而去。及日暮不知去鹿。

(磐青暴元言舒
~768年

)

○下野國災、燒正倉十四宇、穀精二萬二千四百餘餅。c骨呉管
『

77眸
)

○上野國緑野郡災、燒正倉八間穀頴三萬四千餘束。(癸骨央管。)

〇諸國公癖虎分 (中略)頃年燒正倉。獨罪郡司
で
坐國司

=事
梢

′乖理。躾膏王管
『

786年
)

このような記録は油断のならぬ正倉の管理に関するものだけである。

次に『三代賓録』を見ると

○河内國丹比郡騨家院倉八宇屋二宇、遷建富郡日根郷為正毎 慨胃牟径ゞ
41年

)

とあるのは、駅家に「院倉」と呼ぶ倉があったのを日根郷に移築して「正倉」としたという特殊事

情を物語ってい、

O勅勘納調庸物者、郡司見参之日省録率史生等向正倉畦。悸塞背笙ゞ
83年)       !

では、河内では郡司の監査の際、本当の録が史生を伴って臨検したことが知られる。また

O十九國貢絹負悪特甚。(中略)探取正倉書様但。
写

國賜~匹、依畜様機作。
(兵背三管

「

853年
)

には、貢納品の粗悪化が伺われる。

更に『類乗三代格』に見える正倉関係の太政官符を見ると、平安初期、これ等に対応して種々の

施策が用いられたことが知られる。例えば延暦10年 (791年 )には、「應造倉庫事」という布告の中

で、諸国の正倉は余りに相接して建てられているため、一倉の失火で百倉 も焼ける。今後倉庫を建

てるには必ず10丈以上の間隔を置けとあり、延暦14年 (795年 )2月 の官符には「應建置倉院事」

として、諸国の郡倉は元一処に置いたので僻遠の百姓は納租に苦労する上、一倉の失火で百倉を焼

く危険もあるので、今後は郷毎に一院を置き、間隔を10丈にせよとある。

ところが その年の潤7月 の官符では、「應改行建正倉院事」として、 5個月前の布令を改め、
レ 三

あれば却って穏便でなかった。今後近接 した郷ではその中央に一院を置き、隔絶 した村邑には郷ご

とに置けといっている。

また宮舎の修理については、弘仁 2年 (811年 )の官符によって、平素の修理に公糧を用いないよ

うにし、大破の際に公糧が出せぬことがないようにせといい、弘仁 4年 (813年 )には、「應早修造

前國司時破損雑物事」という指令を出して、諸の宮舎正倉器彼池堰など前任国司が破損のままにし

ていたものは、新任の国司は直ちにこれを修造せよといっている。

これら5通の宮符には、当時このような指令を要 しだ賞状があったことが想像される。

4.出 雲国計会帳にみえる正倉関係文書

正倉院文書中にある『出雲國計會帳』(天平六年-736年)には、若子の関係文書が見られるので

丈

一

，
七

勘
可
二

卜
廣

獅
醐

マ
岐

″
蝦
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次に摘記してみよう。 (隠版23-2)

隠使國不動穀倉應修理状 (移文)

宮稲混合状 神税等不合状

大税出納帳一巻

郡税出睾帳一巻

公用税出睾一巻

この少数の書状や書巻にも、正倉の建物や収納物の公正な管理を期した実状が想像されたが、出

雲の正税帳が伝っていないのは誠に惜しく、諸国の正税帳からの推察を要請されるのである。

第 3節 諸国の正税帳にみる正倉

1.諸 国の正倉 と税帳

諸国の正倉の実態を正確に示すものは正税帳である。これは諸国から毎年政府に提出させた 1年

間の正税の収支計算書で、この税稲の数量、これを収めた正倉や銹、倉印の数を明記し、管下各郡

別の統計を記している。

現在正倉院に伝わる正税帳は25個国といわれるが、ほとんどが断簡であるため、正倉の記載を見

せるものは11個 国である。しかもその中で、一国の統計と各郡全部の正倉を伺えるものは隠使国だ

けであるが、いまこれら諸国の税帳を幾分見易くして表示すると次の通 りである。

報 告 年 国  名 郡 名 正倉計 鉛 数 七 倉  Fロ

郡 男U 残 簡

郡数 正 倉 数

養 老 2

天 平 2

天 平 3

天 平 5

天 平 8

天 平 9

天 平 9

天 平 10

'天 平 10

天 平 11

天 平 11

大  倭

紀  伊

越  前

隠  伎

薩  摩

長  門

豊  後

駿  河

和  泉

伊  豆

周  防

3

7

6

4

13

5

8

7

3

3

6

90

343

55

197

250

85

156

翻
朔

一穐

一
一
　

１

１

　

一
　

６

６

６

６

縮
塩

・６

　

　

　

　

‐２

　

・２

1口

1枚

1面

1口

6

5

4

3

2

3

2

6、 5、 8、 16、

8、  16。

16、  51、 64、
45、 54。

12、 12、 17、 14。

10、  6、  15。

19、  19。

38、 39、 23。

20、 14。



第Ⅶ章 律令出雲の正倉

上の表にみると、駿河国では錐と共に「名」(短剣)を添えているのは厳重な警備の姿勢を偲ば

せ、錐数の肉訳として不動倉用と常備錨を明記しているのや、駿河国では別に精倉鑑や塩倉鑑を併

記しているのが注目され、倉印を数えるのに「 1枚」「 1面」「 1口 」などの用語の規定は厳重では

なかったことも知られる。

以下注目すべき税帳につきやや詳しく述べてみよう。

2.隠 使国正税帳

正倉院文書の正税帳の中で、一国の正税と正倉の全容が伺えるのはこの 1巻だけで、天平 3年 2

月前年度の実状を報告したものである。巻頭に先ず国内4郡の集計を記し、次に各郡の郡ごとの税

収の集計と正倉の内容別実態を記しているので、いまその巻頭の部を表記してみると次の通 りであ

る。 (図版24-1)

合計四郡天平三年正税

定    二三二九六石一斗一升

不動  一九六三四石八斗六升

動用   三六六一石二斗五升

粟

穎稲

精

警

未警

二一〇石五斗七升

九八四四束  八把

三六二石○斗八升

八石五斗○升

二石○斗○升

都合正倉五五間 破壊―間定五四間

蚕驚籍冨
~乗
目  肇用穀宣豊圏

. 
尋智奎闘 型稲倉

一
皇闘

錨二〇勾 否離
鮎留國正倉印一枚

このように正税の中に精 (干飯)警 (警油)未警 (味噌)があって正倉に納められていた。そし

て正税の次に鑑と倉印が併記されて管理体制を見せている。

次に隠岐 4郡の正倉を表示してみよう。

義 倉 1精 倉 1空 倉 1破 壊 1計

12

12

17

14

55

海 部 郡 1 51 11 1

周 吉 郡 1 51 11 1

役 道 郡 1 21 11 2
計  1 151  41  6

2

1

1

2

6

1

1

1

3

2

1

1

1

5

一
　

３

　

２

　

５

― ■4-



第3節 諸国の正税帳にみる正倉

ここでは 1郡に12～17倉が置かれ、どの郡でも不動穀倉が最 も多かった。

3.和 泉監正税帳

後の和泉國であるが、営時は民部省の直轄地として和泉監と呼ばれ、各郡を統べていた。この正

税帳も断簡ながら、正倉の規模や収納の状態を尺度で示した稀有の文献であって、出雲の正倉の考

察にも貴重な参考となるものと思われる。 (図版24-2)

まずこの断簡にみえる正倉の種類別棟数をみると下表の通りである。

不動倉が最 も多いのは隠伎と同様であるが 1郡の倉数が多いのは、郡内の郷数が多いことを思わ

せる。

この郡の正倉の倉名と尺度記載の例としてはじめの某郡をみると次の通 りである。

このような詳密な記述に、柱数や柱間距離が示されていないのは誠に惜しいが、在庫稲の積まれ

た処を「塞」として、その底面の長さ広さと高さを尺度で示しているのは全 く他に例のないことで、

諸国でも大体そのようにして検証に供えていたことと思われ、ここでは直轄領としてその範を示し

ているともみられる。

4.上 野國交替賞録帳

これは九条家本『延喜式』の裏文書として危 うく残存した僅か七葉の断簡であるが、国司交替の

際の正倉の実態を記したもので

□岡郡

正倉西一倉一宇 西萱屋一宇 東土倉一宇

郡外正倉 | 1 第一板倉一宇 第二板倉一宇

中行第二倉一宇 南収板倉一宇 第二板倉一宇

不 動 倉 1動 用 倉 1穎 稲 倉 1借 納 倉

1  1      11

11  4

――  1       4

2  1      19

不動 東 第一 板倉

動用 東第二 板倉

動  東 第二板 倉

東 第 四板倉

169

174

190

170

159

145

150

121

(寸 )

105

105

119

91

51

52

57



第Ⅶ章 律令出雲の正倉

中四板倉一宇

というように以下甘柴郡、多胡郡、緑野郡、那波郡、群馬郡、□妻郡、勢多郡、新田郡、山田郡、

邑築郡の残欠が記されている。このように実録帳では第一に正倉の実態を記 し、次に郡衝の建物を

列記して引継の重要事を示しているが、これら諸郡の倉名別表を作ってみると次のようである。

屋

倉

倉

喜旦
　
土
　
板

1

1

5

5

6

5

2

7

17

2

6

5

4

2

17

4

8

1

50

49

3

11

16

2

132

5

5

倉

丸 大 倉

計

1

16

17

残欠ながらその幾分を想望できるであろう。上表中の欠字は和名抄によってそれ ぞれ「片 岡」

「吾妻」「佐位」の各郡であったと知られる。これによって土倉や板倉が意外に多いこと、甲倉が中

部諸郡に偏していることなどが感じられるが、記録者の考えや、国の調整の不十分なども考えられ

るであろう。

以上諸文書にみえる正倉はすべて郡衛近 くに置かれていたわけで、たまたま発掘調査によって郷

庁の正倉跡と推定された滋賀県高島郡今津町の「弘川遺跡」 も調査の結果、前述 した延暦14年 の官

符による正倉分置以後のもの と判定されたので、やはり出雲独自のこととして考察すべきこととな

った。

なお正倉の種類を示す用語は定義づけも行なわれていなかったようであるが、屋根についての記

録は最 も不備である。諸国文書に見る倉名のうち「板倉」は板壁の倉の意であろうが「甲倉」につい

ては和名抄の倉稟部には「 甲倉、古木久良、校倉、阿世久良俗用之。」とある。「法倉」については所

見がないが、法定の倉の意でやはり校倉の意であろうか。「丸木倉」 は用材か らの 名 称 で「構 木

倉」 も類似のものかと思われる。また「土倉」「塗壁倉」は土壁の倉、「瓦倉」は珍しく瓦葺の倉の

意で、他は車葺が普通だったのであろう。「屋」 は家屋に近い構造だったであろうが、「国倉」は

和名抄に「倉園日困、一云稟、萬呂久良」とあって、「困」は『説文解字』に「困、稟之園、 夙 禾

在口中」とあって、禾 (稲)を 囲の中に入れた形から楷書化された字であった。「精倉」「義倉」 は

非常の予害や凶年に窮民を救 うための貯倉、「放生倉」 は放生会に家禽や家畜等を放つための用に

当てられた。ところが『続日本紀』 の慶雲 3年 (706年 )の 条によると、有位者をはじめ百姓雑色に

緑野 1那波 1群馬 |□妻 1勢多 |□
□

1新多 1山
田
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第3節 諸国の正税帳にみる正倉

像出させた栗を貯えた義倉の制であるのを、貧民にも供出させたり、目的以外の用にこの粟を用い

るようなことが生じたので、以後は中々以上の生活者にだけ供出させ、決 して他の用に供しないよ

9厳命 している。

5.発 掘によって出現 した正倉跡

前章まででは、文書によって知られる正倉について追究したのであるが、この外に発掘によって

出現した正倉跡があって、文書では伺えないその実態を示した数例がある。

(1).常陸國新治郡家の正倉

この郡家を最初に推定した藤田清氏は、昭和 4年「新治郡家之趾」と刻んだ碑を建て、その北に

隣接する新治廃寺跡の調査を遂げた高井悌二郎氏は、麦や根菜類などの耕作者の同意を得て、昭和

16年 と18年 の秋、綿密な調査の上『常陸國新冶郡上代遺跡の研究』一巻として報告された。これに

よれば郡家趾の建物群は4群51棟に及び、東部の西面13宇は不動穀倉、南部の西面 4字は動用穀倉、

北部南面の25宇は倉庫、西部の9倉は郡の大領 籍 器鼈あ居宅群と推定され、その西10間 ばかり離

れた処に見られた石材は門趾の礎かとされた。

この調査では耕作の際礎石が持去られたり、柱穴も乱されていて、柱数や柱間距離の認定ができ

なかったのは惜しく、倉庫間の距離が規定より通かに狭 く、 1宇の形もかなり大きいもの、長いも

のなどあったようである。それにしても正倉が郡家周辺に群立していた実状が具象的に示され、ま

た律令の規定が必ずしも厳守されていなかったことを知ることができるのはまことに有難い。

(2)最近の正倉趾出現

近時考古学の進歩と一般の関心の高まりによって、正倉趾についても着々発掘の成果が発表され

ているが、その中で次の 3遺跡は古代正倉の考察に有力な示唆となるものであろう。

小郡遺跡   筑後国御原郡倉趾

3間 ×4間  6棟

3間 ×5間  2棟

宮尾遺跡   美作国久米郡倉趾

3間 ×4間  1棟

関和久遺跡  陸奥国自河郡倉趾

3間 ×4間  6棟

以上はみな郡家跡近傍であること、 1棟が 3間に4間 を基準的な規模とされたことなどが推定さ

れるが、それはちょうど出雲の山代郷正倉や秋鹿郡正倉とも共通であったことが偲ばれるのである。
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第 4節 古代 出雲 の正倉 の盛衰

1.発 生期 の郷 倉

採集生活か ら萩培生活へと地区生活が定着すると、漸次有力民族の長が中核 となり、非常の災変

や土工などのため稲穀や粟などを備蓄 したのが郷倉の始であろう。このような意味で出雲の郡奈と

正倉のあった郷里の首長たちは、律令実施以前か ら定着 した支配圏をもち、郷倉を設けて祭政の運営

や非常の備えとしたと考えられる。意宇郡舎人郷の正倉なども、同郷にあった教異寺の建立者 上 崚

首 の 一 族の首長の所管と思われ、五重塔の答える堂々たる伽笠であったらしいことか らも、古 く

か らの名家であったと考えられ、他の郡郷の首長たちも、郡司や寺院の建造者や郷長里長である家

に関するものが多いのである。

2.律 令実施 に よ る正倉

大化の改新後、次第に整備された律令制の施行については、一郡の租稲を郡家まで運ばせるよう

な改革にはかなりの反撓 も予想されるので、当分郷倉を充用する処 もあってよいというような猶予

期間 も設けられたのであろう。ところが風土記の撰上にみられるように政令に対 しては極めて忠順

であった出雲では直ちに郡家近 くに正倉を設備すると共に、それまでにかな り整備されていた郷倉

も、政令に従って 3間 と4間 の規格や池濤の整備 も実施 したと考えられる。

これに対 して諸国の正倉は、とか く途巡して猶豫期間が過 ぎて も整備 しない状態であったので、

国司をして律令の基準による早急実施を厳命 したのであろう。それでやっと郡倉が実現したがなお

倉庫間距離など守 られず、群立の令に応じた形 となった。

それに引きかえ、出雲では早 く郡や主要郷里に律令の期待通 りの規格で整備され、 1郡の首長で

統合され易い郡では郡家だけに群立させ、地勢的にも収納の無理な地区では郡倉と郷倉とを併置し

て理想の収納態勢を作っていたので、出雲国造家の一族が大領以下の郡司であった郡が 8郡にも及

んでいた出雲のこと、国司たちも一目を置いて認容 し、政府 もこれを追及しなかったので天下の特

例 となったと思われる。

出雲国造だけが国造新任の儀を200年後まで続けられ、 その度毎に再度参内して 神賀詞を奏上 し

て宮人か らも畏敬され、国雪 も多 く若い皇族や貴族が任せ られて、国造には特別の礼Zと り、風土

記の編纂 も国造の連署で撰上 したことはこれを裏書するものである。

3.律 令衰 退期 の正倉

律令の強化されるまでに早 く正倉設立の進められた出雲では、律令制の衰退という全国的な趨勢

に伴なって意外に早 く正倉の制が緩み、再び郷倉として有力首長の倉庫化 して行った。
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第4節 古代出雲の正倉の盛衰

特に出雲は国造の信望が高いため、これを敬遠 して早 くか ら国司の通任 も行なわれ、中央の社寺や

有力貴族の荘園化が進むとともに社会不安 も増大 して、郡や郷、里の首長たちは居宅や倉庫に土堤

を巡 らし、警備の武士を養ってこれを守 らねばならなくなった。郡家や郷庁の跡に「土居」という

地名や、「蔵本」「蔵屋敷」という地名や屋号が多いのはこれを物語っている。このような実情か ら

見ればかの太政官符にみられた延暦10年 の指令や同14年 の指令などは全 く無意味なものであったの

である。

第 5節 結 五
ロロ

地方の首長を中心として祭政一致の村づ くり国づ くりを進める無数の国家群であったわが国が、

比較的短期間のうちに律令国家 としての統一を遂げた蔭には、幾多の困難が克服されねばならなか

った。『魏志』の倭人樗に、「分かれて百余国」とした国々にはそれぞれの国ぶりがあって、これを

画一的な法令で統一するにはかな りの抵抗 もあり、適当な調整を要することも多かったはずである。

この中で出雲だけは、原始的小国家が国造家のもとに統合 されて一王国考なし、正倉の設置にも、

むしろ律令の不安を是正 した形で整備されていたと考えられるのである。

あ  と  が  き

この小論をまとめるについては、多数の皆様の御教示や御協力をいただいた。ここに深 く感謝申

し上げる。しか もまだ多くの足らないところや誤もあることと安からぬものがある。どうか大小と

なくよろしく御叱正をお願い申し上げる次第である。
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第Ⅷ章 ま と

以上、 3ケ年にわたる調査の概要を述べてきたが、ここではこれまでに得 られた調査結果をもと

に若干の検討を行ない、そこか ら派生する今後の課題等を記 してまとめとしたい。

これまでの調査によって当遺跡で検出した遺構は、掘立柱建物跡25、 柵列 3、 濤状遺構 5、 土墳

4で ある。出土 した遺物には土師器、須恵器、瓦、緑釉陶器、陶磁器類、鉄器、石器など各種のも

のがあるが、量的に多いとはいえない。また、掘立柱建物跡という遺構の性格上、確実に遺構に伴

出した遺物は皆無に近い状態であったが、出土した遺物は検出遺構とまったく無関係のものとは思

われないので、まず出土遺物の年代を検討することによって、建物遺構の年代推定の手掛 りとした

い。

第 1節 出 土 遺 物 の 年 代

出土遺物のうち最 も古いものは、黒曜石製打製石鏃や打製石斧 (図版19)で あり、この台地上に

おいて縄文・弥生時代以降何らかの生活の営まれていたことが知 られるが、その時代の明確な遺構

といったものは検出されていない。

古墳時代の遺物と考えられるものに高邪 (第43図 1・ 2)がある。この高邪は不部に明瞭な段を

有するもので、古墳時代中期ごろのものと推定される。この遺物に伴 う明確な遺構はないが、 SB

05の南側に竪穴住居跡状の落ち込みがあり、土師器高邪 もこの付近から出土したことを合せ考えれ

ば、古墳時代に竪穴住居跡の存在 していた可能性がある。

次に、奈良時代乃至平安時代初期 (8～ 9世紀)と 考えられる遺物として、須恵器蓋・不などが

註 1

ある。このうちS B02付近から出土した須恵器蓋 (第43図 9)は、国庁第 4形式の特徴をそなえた

ものと思われ、 8世紀代に位置付けて良いものと判断される。須恵器高台付不のうち、 S D04出 土

品 (第43図11)や第44図25な どは国庁第 5形式にあたるもとの思われ、その形式は 9世紀初頭ごろ

に比定 されている。また、 S Bll、 S B05付近出土の邪 (第43図 4)や S B16-P5出土の不 (第
註 2

43図 7)は、柳浦編年 4式に併行するものと思われ、その形式は 8世紀後半～ 9世紀後半ごろのも

のと考えられている。

S K01上面か ら出土 した須恵器高台付邪 (第44図25)は 、国庁第 5形式に属するものと思われ、

9世紀初頭に位置付けられている。 S K01上面から出土した土師質土器邪 (第44区 1～ 10)は、底

部が糸切 りのままのもので、概ね10世紀前半以降のものと推定される。またS K01上面出土の緑釉

陶器 も、糸切 り痕を有する土師質土器不とほぼ同様な時期のものと考えられる。したがって、 SK
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第2節 検出遺構の構成と出土遺物の関係

01上面出上の遺物は少な くとも9世紀初頭か ら10世紀前半以降のものまで合まれていることになる。

なお、 S K01内 の竣底付近で出土した須恵器甕片について時期は決 し難いが、土壊上面出土の上師

質土器邪より相章古い ものと思われ、 S K01が掘 り込まれた年代 もその須恵器に近いころと考えら

れる。

S B09~P6内 か ら出上 した須恵器 (第43図 10)は 、垂胴部下半 と考えられるもので、10世紀代の

ものと推定される。

第 9調査区か ら出土 した備前焼招鉢は、断面の形態などから備前焼時代区分Ⅳ期にあたるものと
註 3

考えられ、南北朝時代～室町時代ごろのものと考えられる。また、 S B24-Pl内 か ら出土した青磁

や、 S B22の南西隅か ら出土 した天目茶碗なども、備前焼招鉢に近い時期のものと思われる。

以上の出土品のうち、掘立柱建物跡等に関連すると思われるものは、奈良・平安時代および室町

時代の遺物と考えられる。

第 2節 検出遺構の構成と出土遺物の関係

3ケ年にわたる調査によって検出した遺構にはいくつかの重複関係が認められた。そのうち上層

によって前後関係を認識できたものを示すと下記のとお りである。

S BOⅨ⊃
〈

く こ÷:|→
SBW→ s BO鰤 )

＼
S B20(新 )

S D03佑 )→ s K04く
::祐里 対、ピット飯 )

S K03(吉)→ S B03(新 )

S B05(古)一→ S Blla―→ S Bllb(新 )

S B17(苗)一→ S B16(新 )

S B25(苗 )一→ S B24(新 )

これらの遺構のうち、最初に台地斜面に位置する第 9調査区以外の ものについて検討 してみるこ

とにする。掘立柱建物跡のみの 重複関係をみた場合、 S B08→ S B07→ S B09、 S B05→ S Bma
→ S Bllbと いう関係にみられるように、少なくとも3時期の遺構が重複 していることが知られる。

掘立柱建物跡の柱掘 り形をみると、大規模で方形乃至隅丸方形を呈するものは 7世紀～ 8世紀代の

公的建物にみられる例が多い。そこでまず、大形で方形の柱掘 り形を有するものを抽出すると、 S

B01、 S B05、 S B08、 S B12、 S B13、 S B14、  S B15、 S Blla、  S A02を あげることができ
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第58図 A期 建 物 群 の 構 成

第59図 B期 建 物 群 の 構 成
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第60図 C期 建 物 群 の 構 成

第61図 D期 建 物 群 の 構 成
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る。このうち、 S B05と S Bllaは 重複関係にあり、 S B05(古 )→ S Blla(新)と いう関係が明らか

になっているので、 S Bllaの みは除外される。

次に、重複関係か らS B05、 S B08よ り新 しいと認識できた S B07、 S Bllaの 建物跡をとりあ

げ、これらとの位置関係によって同時に建てることが可能でかつ建物方位が近い もの抽出すると、

S B06、 S B10、 S B18、 S A03を あげることができる。

さらに、重複関係によりS B07、 S Bllaよ り新 しいと認識できた S B09、 S Bllbを とりあげ、

それらとの位置関係によって同時に建てることが可能でかつ建物方向の近いものを抽出すると、 S

B02、  S B03、  S B16、  S B19、  S B20、  S A01を あげることができる。

このようにみて くると、台地上に位置する掘立柱建物跡を中心とする遺構群は、おおまかにみて

少なくとも3期 に分けて考えることが可能であり、ここでは首い方からそれぞれA期、 B期、C期

と仮称 しておくことにする。それでは、このA・ B・ C期 ととらえた建物群はそれぞれいつの時期

に属するものであろうか。全体に出土遺物の量が少な く、かつ明確に遺構に伴 うもの もないので、

年代は容易に決 し難い。ただ、先に触れたように大形で方形の柱掘 り形を有するものは一般的に 7

・ 8世紀代に多い傾向があることからすれば、莫然 とではあるが、A期の建物群は概ねその時期に

比定 してよいものと考えられる。なおこれまでの出土遺物のなかには、 8世紀代 と考えられるもの

は存在するが、 7世紀代 とみられるものが含まれていないことか ら、現状ではA期建物群を 8世紀

代を中心とした時期のものと推定 しておきたい。

次にB期建物群であるが、この期のものは柱IFBり 形内か ら出土した遺物等がまったくないので不

明といわざるを得ない。

C期建物群については、 S B16-P5内 とS B09-P6内 から出土 した遺物があるので、 若子の手

掛 りが得 られる。 S B16-P5出 土須恵器郷片 (第43図-7)は 、概ね柳浦編年 4式の中で も新 しい

類に併行するものと考えられ、 9世紀後半ごろの ものと推定される。 S B09-P6肉 出土の須恵器は、

概ね10世紀代のものと推定される。仮にC期建物群がこの遺物に比較的近いころの ものとすれば、

9世紀後半～10世紀代のものと推定することが可能である。

以上の見解が正 しいとすれば、B期建物群は重複関係か らA期 とC期の中間に位置するものであ

るか ら、おおよそ 9世紀代の ものとみることができよう。

最後に、台地東側斜面に位置する第 9調査区の建物群について触れることにしよう。ここでは小

範囲しか調査 していないが多数の小形 ピットが検出され、 5棟の建物跡と1条の柵列考はじめ濤状

遺構・地山加工段などが検出されている。これらの遺構群のなかで、年代推定の手掛 りとなるもの

は S B22の 西から南にかけて検出された濤内より出土した遺物である。この遺物は、室町時代ごろ

と考えられる天目茶碗、招鉢、青磁などであり、 S B22も これに近い時期のものと思われる。この
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第2節 検出遺構の構成と出止遺物の関係

調査区で検出された多 くの遺構は複雑に重複 してお り、 少なくともピットの重複関係から S B25

(古 )→ S B24(新 )と いう関係が知 られ、数時期に分ける必要がある。ただし、小範囲しか調査 して

いないため全体の状況が十分把握できない上、いずれ も中世に多 くみうけられる小形ピットを有す

る建物群であるので、ここでは大雑把にすべてを中世遺構としてとらえ、D期 と仮称 してお くこと

にしたい。

以上の関係を整理すると表11の とお りである。

代定構

S B01、  S B05、

S B13、  S B14、

S B08、  S B12

S B15、   S A02
8世紀代を中心とした時期

S B06、  S B07、  S B10、  SBHa

S B18、   S A03
9世紀代を中心とした時期

S B02、  S B03、  S B09、  SB■ b

S B16、  S B19、  S B20、  S A01
9世紀後半～10世紀

S B21、  S B22、  S B23、  S B24

S A25、  S A04

第 3節 A期 建 物 群 の 検 討

A期 とした遺構は掘立柱建物跡 7棟、柵列 1条である。これらはいずれ も方形あるいは隅丸方形

の大型の柱掘 り形をもち、建物主軸方位を測定できない S B13、 S B15考 除 くと他の遺構は全てN
-10°一 E前後の方向になるものである。

建物は全てを完掘 していないので不明確な点 もあるが、 3棟が側柱のみをもつ もの、 4棟が総柱

建物の倉庫 と考えられるもので、その配置はきわめて計画性に富んだ ものといえる。すなわち、丘陵

のほぼ中央に中軸線をそろえて側柱のみの建物であるS B08と S B14を 85尺 (25,25η )隔てて置

き、その中軸線から束へ102尺 (30.3%)隔てた南北線上に倉庫 3棟 (S B01、 S B12、 S B05)を 配 し、

西へ101尺 (30%)隔てた地点にも倉庫 (S B13)を 置いている。 丘陵東側に配置された 3棟 の倉

庫は中軸線をそろえているばか りでなく、南北方向の相互の間隔もS B01と S B12建物の心心距離

が55尺 (16.4%)、 S B12と S Bo5建物の心心距離が57尺 (17筋 )と はば似た間隔におかれている。

さらに S B05か らS A02ま では70尺 (20.8陶 )、  S B08か らS A02の 延長線上まで80尺 (23.8物 )

表11掘 立 柱 物 跡 と 柵 列 の 時 期
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第62図  A期建物群の配置と推定正倉域

となっている。 3次にわたる調査では建物群を区画する明確な遺構は検出されていないが、建物配

置の状態、地形・立地その他を考慮すると、概ね 1町四方に及ぶものと考えられる。このように一

定の地域に大規模な建物群が配置されていることからすれば、短期間のうちに計画的に建てられた

ものと思われ、それらが公的かつ、重要な意味をもつ建物群であったとみて誤 りないものと思われ

る。また倉庫付近から多量の炭化米が出土していることは、それが穀倉であった可能性の強いこと

を示唆しているものといえる。さらにその建築時期が、重複関係や出土遺物によって奈良時代のも

のと推定され、かつ大規模な倉庫群を主体とすることからすれば律令時代の宮倉であった可能性が

強 く、国郡制にもとずく収奪体制あるいは地方における支配体制など律令国家の実態を解明する上

できわめて貴重な遺跡といえる。

ところで、これら本遺跡で検出したA期建物群に関連して特に注目すべきは、天平 5年 (733)

め
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第 3節 A期建物群の検計

第63図  A期建物群復元模式図 (永瀬優理原図)

に勘造された『出雲国風土記』意宇郡の条に「 山代郷、郡家西北三里―百甘歩。所造天下大神大穴持命

御子山代国子命坐。故云山代也。印有正倉。」とあることである(図版23-1)。 ここに記載された意宇

郡家は現在のところ調査によって明確にされているわけではないが『出雲国風土記』に「 自国東堺去

西 貯里―百八十歩至野城橋、長州丈七尺、広二丈六尺飯梨川。又西甘一里至国庁・意宇郡家北十字街」

とあることか ら国庁と意宇郡家はほぼ同所にあったものとみられ、発掘調査によって確認された出

雲国庁跡 (松江市大草町)の北側隣接地 (意宇郡家推定地)か らの方向・距離からするとちょうどこ

の調査区に近い場所に山代郷庁があったことになり、『 出雲国風土記』 記載の正倉 も郷庁の近辺に

設置されていたものと想像されることから、本遺跡で検出された倉庫群を主体とする奈良時代の遺
誼 6

構は山代郷の正倉に比定する舌然性が強いものと思われる。さらに『倉庫令』には倉庫を設置する

条件として高蝶の地を選び、 近 くには防火用の池、濤を設け、50丈 (約 150筋 )以内には他の建物

を置 くことを禁止するという条項が設けられている。本遺跡が台地上に位置し、北東約20η の地点

には一辺約25物 の方形の池 (池の尻池 。現在消滅)があったことなど、まさに『倉庫令』の条件に

合致 している。

ただし、『出雲国風上記』 所載の正倉の性格については不明な点が多い。 もともと正倉は郡ごと

に設置するのが通例であるそ ところが『 出雲国風土記』には出雲国 9郡のうち秋鹿、楯縫、神門の

3郡を除 く6郡に15の正倉の記載があり、この通例に異なる正倉の在 り方がいかなる意味をもつの

かは不明である。また正倉を郷に置 くものとしては文献でみる限 り、延暦14年 (797)の 太政官符に

よる倉庫分散の通達が最古のものであるが:それ以前の天平5年 (733)に 勘造されたといわれる

『出雲国風上記』にはいずれも各郡家推定地以外の郷に正倉の記載がみえる。こうした『出雲国風

上記』に記された正倉の在 り方に関してこれまで大きく二つの考え方がある。すなわち『 出雲国風
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註9

土記』所載の正倉が大化以前から設置されているいわゆる屯倉であるとする説と、天平 4年 (732)

註10

対外的な防備態勢強化のために設置された節度使 との関連から特別措置として置かれたとする説で

ある。ところが、今回調査を実施 して内容がある程度知 られた山代郷正倉推定地に限定 していえば、

いまのところ大化以前に遡 りうる明確な遺構はない。また、これまでの調査で検出したあまりにも

整然 とし、かつ丁寧なつくりの建物群か らは緊急的事情によって設置されたとは考え難い。第 1小

調査ではこの正倉推定地の調査成果か ら出雲においては天平 5年以前よりすでに正倉の分散をはじ

めてお り、また全国各地でこのような特別な事情が数多 く出てきたか らこそ延暦14年 の太政官符が

註11

発せ られたと考えた方が自然ではなかろうかと考えた。しかしながらこの考え方にして も『出雲国

風土記』には正倉の記載のない郡があるなどその性格については十分説明しきれないうらみがある。

ところで、倉庫跡と考えられる建物跡の周辺で炭化米が多量に出土したことか ら、いつのころか

この建物群が焼失 したことが推定される。いつごろ、いかなる事情によって焼失 したのか不明であ

るが、建物遺構の重複関係とそれぞれの年代観からすれば、少なくともB期建物の年代 (9世紀代)

以前には焼失 した可能性がある。

『続日本紀』によると、奈良時代後半に「神火」と称 して諸国の郡正倉に放火し、これを焼いて

しまう動きが頭著にみられる。たとえば、760～770年 にかけて下総国猿島郡、武蔵国入間郡、下野

国、上野国緑野郡、陸奥国行方郡などの正倉が多数焼かれている。これらの火災の原因は、政府に

は神の怒 りによるものと報告され、はじめは政府 もそれを信じていた。ところが度重なる「神火」

の真相をつきとめようとした政府は「神火」の背後の政敵を追いおとそうと狙 う地方の有力豪族、

郡司 らの動きをとらえるようになる。この動きはさらに、租税の未納、虚納などをか くすための放

註13

火にすすみ、これを取 り締ろうとする国司や律令国家への対抗 という意味をもっていたという。

出雲国において 8世紀後半のそうした事例は不明であるが、 9世紀前半には「 官倉を焼 く」など

註14

といった記載が『続 日本後紀』や『類衆国史』などに散見される。出雲国内のどこで発生 した事件

なのかはよくわからないが、少なくとも9世紀前半 ごろには出雲国で もそうした事例のあったこと

は確かであり、当地においてもそれ以前にも「神火」のあったことが推測される。

本遺跡A期建物群の場合、先に述べたように少なくとも一部は 9世紀以前に焼失 したものと考え

られるが、政争にからんだいわゆる「神火」ともあながち無関係ではなかったものと推察される。

いずれにして も、本遺跡は吉文献との関連か ら、出雲国はもとより全国的にも律令国家の実態を

解明する上できわめて重要な意味をもち、今後の調査で遺構群 (正倉)の全体的な配置状況、鞄囲

等がより明確になれば、正倉をめぐる種々の問題点が明らかにな り、本遺跡の価値がますます高 く

なって くるものと思われる。
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第 3節 A期建物群の検討

註 1.山本清・町田章ほか『 出雲国庁跡発掘調査概報』松江市教育委員会 昭和46年

2.柳浦俊―「出雲における歴史時代須恵器の編年試論」『松江考古』3号 松江考古学談話会 昭和55年

この種の郭は、国庁編年 (註 1)や柳浦氏の編年表には掲載されていないが、柳浦氏から編年表24の 郭
よりやや後出的な要素をもっているものの、 5式にまでは降らないとの御教示を得た。

3.伊藤晃・上西節雄『備前』日本陶磁全集10 昭和52年

4.加藤義成『出雲国風土記参究』原書房 昭和32年

5.註 4に同じ

6.国史大系「 令義解」による。

几倉、皆於二 燥処_置之。側開
二 渠

_。
去レ 五十丈内、不 得 置 館舎 。

7.国史大系「類衆三代格」による。

応 建 置倉院 事

右被 右大臣宣 樗。奉勅。加 聞諸国建 郡倉 元置
二
一処.百姓之居去

レ
郡僻遠、戯

ェ
渉山川_有 レ

労
二
納

貢 。加以倉舎比近甍宇相接、一倉失 火百倉共焼。言念
二
其弊

_、
有

レ
損

二
公私

_。
宜須

下
毎

レ
郷更置

二
一院_

以済
三
百姓_兼絶

中
火祥

上
°始

レ
自
二
今年_所レ

輸租税収
二
納新院

_。
但前所

レ
納
ェ
郡家_不レ

動物者、依
レ
旧莫

レ

動、其用尽倉者漸遷 新院 。置 倉之法一依 延暦十年 符、各相去十丈、置 便置 之。

延暦十四年間七月十五日
8.註 7に同じ。

9.内 田律雄「 出雲の前方後円墳について」『 山陰史談』16号  山陰歴史研究会 昭和55年

10。 田中卓「 出雲国風上記の成立」『出雲国風上記の研究』出雲大社 昭和28年

■.島根県教育委員会『 団原遺跡発掘調査概報』I 昭和54年

12.国史大系『続日本紀』天平宝字 7年 (763)条には下記のとおり記されている。

九月庚子朔。勅国。疫死多敷。水早不時。lllF火屋至。徒損_官物 。比者。國郡司等不 恭 於國耐 之

咎也。又一旬克早。致 無 水苦。敷日森雨。抱_流亡fT2。 此者國郡司等使 民失時。不 修 限堰 之

過也。自 今以後。若有 此色。自 目巳上亘 悉遷匿 |ュ
不

レ
須
三
久居勢

二
擾百姓 。更簡

二
良材_速可

二
登

用 。遂使拙 者踊田。賢者在 官。各惨 其職 務無 民憂。

13.佐伯有清『新撰姓氏録の研究』研究篇 吉川弘文館 昭和38年

14.国史大系『類衆国史』]1仁 9年 (818)条には下記のとおり記されている。

九年正月甲寅。遺
下レ

使検
三
出雲國賊燒官物ュ余賑―給百姓 。

中    止

国史大系『続日本後紀』承和 2年 (335)条 には下記のとおり記されている。

。穴 干官倉 。

なお、国史大系の検索等にあたっては内田文恵氏の多大なる協力をえた。

-129-



表12 山代郷正倉跡建物跡計測値表

建 物

番 号

規 格

(関数 )

物

軸

向

建

長

方

桁 イ子 梁 間

ガ  位 床面積

(″ つ
)

備 考
全長("

(尺 )

柱   間(切 )

(尺 )

″

，ヽ

ス
侭

柱   間(働 )

(尺 )

B S01 4X3 南 】ヒ
178・ 178・ 178,178
(6)  (6)  (6)  (6) (29:餅

|

223・ 223・ 223
(7 5)(7 5)(7 5)

酷llle到 第 3区総柱建物、炭化米
隅丸方形、 1辺 150、 深 llll

S B02 3× 2 南 ゴヒ
2o8・ 208・ 208
(7)(7)(7)

７８
① 叶貯引20 4 第 2区

円形・径40・ 深40

S B03 3× 2 東  西 一劇
193・ 193・ 193
(6 5)(6 5)(6 5) 紙|

163・ 163
(5 5)(5 5)

時昨司18 9 第 4区
円又は方形、径50、 深30

S B04 歩坂上
|

不  明
163・ 163
(5 5)(5 5)

163・ 163

(5 5) ( 5)
唯眸引

第 4区
東側に廂を もつ

s B05 4× 3 南 北 潮 淫�萬ぷ�鋼
187・ 187・  187
(6 3)(6 3)(6 3)

N‐研一司
第 5区 総柱建物
隅丸方形、 1辺 130、 深90

s B06 3× 2 南 封ヒ 研 237・ 237・ 237

(8)  (8)  (8)

７８
０

７８
① 酷片引

第 2・ 5区
円形・ 径60

s B07 5× 2 東 西 制
237・ 237・ 237・ 237・ 237

(8) (8) (8) (8) (8) 制
222・ 222
(7 5)(7 5)

N時司
第 5区
円形・径90・ 深50

S B08 4× 2 南 北
側
①

７

２６
208。 187・ 187・ 208
(7) (6 3)(6 3) (7)

4461
(15)

223・ 223
(7 5)(7 5)

唯昨引
第 5,11区
隅丸方形・ 1辺100～ 130

S B09 3× 2 東 西
9 35

(31 5)
311・  311・  311
(10 5)(10 5)(10 5)

７５
①

Ｖ
め N-10°一E 第 5区

円形・径80

S B10 2X2 南 封ヒ
＆

Ｏ
311 ・ 311
(10 5)(10 5) 孟田

243・ 243
(8 2)(8 2)

N‐/引 第 5区
円形・径611

S Blla 8× 2
南 ヨヒ ・

め
０
め

311・ 311
(10 5)(10 5)

N-5° 30生 形
区
方

５
丸

第
隅 1∞ x180、 深 80

S Bllb
8× 2

南 Jヒ
311・  311・  313…
(10 5)(10 5)(10 5)

姥
２．

311, 311
(10 5)(10.5)

-5° 30′ ― 第5区、礎板状の石を伴う
SBnaの あとで建替え

S B12 4X3 南 】ヒ
187・ 187・ 187・ 1871
(6 3)(6 3)(6 3)(6 3)

6 69
(22 5)

223・ 223・ 223
(7 5)(7 5)(7 5)

N-9° 一E 第10区 総柱建物、炭化米
隔丸方形、 1辺 140、 深 100

S B13 不明×
2以 南  Jヒ

282・ 282
(9 5)(9 5)

不  硯 露光牙形幹↑甍留洋登絡
氷

S B14
3以上×

不明
東 西

(

252・ 252
(8 5)(8 5)

N-9°一E 第13区
隅丸方形～円形、径60～ 9C

s B15 不  明 不  明
第 8区 Pit l個 のみ検出
隅丸方形、 1辺 90、 深20

s B16 南 Jヒ
箭
お

320
(106)

160。 160
(53)(53)

N-4° 一E 第 8区
円形、径30

S B17
2以上

2
南 ゴヒ

225・ 225
(7 5)(7 5)

‐５
① N-4°一E 第 8区

円形、径30

s B18
1以上

2 南 引L
3 14
(105)

N-8°一E 第 8区
円形、径30

S B19 3× 不リ 南 封ヒ
50t
(17)

160・ 180・  163
(5 5) (6) (5 5)

N-7°一E 第■広
円形、径40

s B20 3× 2 南 Jヒ
193・  193・  193
(6 5) (6 5) (6 5)

223・ 223
(75)(75) N-8°一E 第■区

円形、径611

S B21
2以上

2
南 Jヒ

・８
ａ
・６
＆

(58)
廂100,100
(33)(33)

182・ 201・ 廂90
(61)(67)(30) N-18°一E 第 9区 西側に廂をもつ

円形、径25～ 30

S B22 刈
以
．

南  Jヒ
69(

(23 1:

190・ 190,150・ 160
(64)(64)(50)(53)

220。   120
(7 4) (4 0)

N-21°一E 第 9区 雨落溝を伴 う
円形、径30～40

s B23 南 北
701

(237:
150・ 157・ 200・ 200
(5) (5 3)(6 7)(6 7)

33]
(111)

110,120。 101

(3 7) (4) (3 4)
N-24°一E 第 9区

円形、径30

s B24
２
以 南 北

54(
(18 21

115。 165,265
(3 8)(5 5)(8 9)

140・ 140   190
(4 7)(4 7) (6 3

N-18°一 第 9区
円形、径30

S B25
上
以

以
２

不  明
180
(60)

120・ 210
(4)  (7)

N-18°一 第 9区
円形、径30

※ メー トルか ら尺への換算値は 1尺297"(平 平尺)と した
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図版 1

山代郷正倉跡周辺の航空写真 (昭和46年撮影 )



図版 2

1.山代郷正倉跡の鳥欧 (南から)

2.山代郷正倉跡近景 (西から)



図版 3

1.第 3調査区全景 (中央の柱穴群がBS011南 から)

2,SB01炭 化米出土状況

3.SB01柱 穴の状況 (左上P3,左 下P10)



図版 4
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|.第 2調査区全景 (SB02・ SA01,東 から)

東から)



図版 5
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1.SB05全景 (南 から)

2.SB05全 景 (西 から)



図版 6

SB05-P6

SB05-P8

SB05-P10


